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第１０回長野県治水・利水ダム等検討委員会 議事録 

 

開催日時 平成１４年５月２日(木) 午前１０時から午後６時３０分まで 

開催場所 県庁講堂 

出席委員 宮地委員長以下１４名全員出席 

 

○田中治水・利水検討室長 

 定刻となりましたので、只今から第１０回長野県治水・利水ダム等検討委員会を開催

致します。開会に当たりまして、宮地委員長からご挨拶をお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 委員の皆様方におかれましては、連休中にも関わらず、この委員会にご出席を頂きま

して、ありがとうございます。第１０回の検討委員会の開会に当たって、ちょっとご挨

拶を申し上げますが、ご存知の通り、黒沢川と郷士沢川、及び上川、この３つの部会に

つきましては、それぞれ初会合と現地調査が行われて、今後本格的な審議に入ることに

なっております。本日の委員会は、前回の委員会に引き続きまして、答申の方向を審議

して参りたいと考えております。特に、今まであまり出て参りませんでした財政ワーキ

ンググループからのご報告もございますので、その報告に基づいて審議をして頂きまし

て、具体的な答申の起草等について、ご審議を頂きたいと考えております。浅川も砥川

もいよいよ大詰めになって参りました。いろいろ外へ出て参ります答申を作るには、落

ちの無い様にしておかなければならないと思いますので、ひとつ、全ての点について言

及されますようにお願いを致して簡単ではございますが、ご挨拶と致します。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 ありがとうございました。只今の出席委員は１４名中１３名でございます。条例の規

定によりまして、本委員会は成立致しました。なお松岡委員は午前中ご都合が悪くて欠

席ですが、午後からお見えになるということで、ご連絡を頂いております。それでは、

議事に入る前に資料の確認をさせて頂きたいと思います。まず、右肩に振ってございま

す資料１ということで、浜委員からの要望書です。それから、資料２の１河川改修単独

案の基本的な考え方、それから、資料２の２です。河川改修単独案について、それから、

資料３はございません。資料４の１で、浜委員からの河川整備計画等に関する質問、そ

れから資料４の２です。竹内委員からの基本高水決定に関する県及び国への質問につい

て、それから資料４の３です。宮澤委員からの質問でございます。それから、資料４の

４、松島(信)委員からの東俣川に計画されたダムは砥川の治水に貢献できるか、という

資料でございます。それから４の５、基本高水算出方法について、河川課です。それか

ら資料４の６です。基本高水算出方法について。それから、資料４の７、質問に対する

回答でございます。それから５の１です。浅川部会の特別委員内山委員からの意見書で

す。それから５の２として、林市長からの意見書、要望書です。それから、最後になり

ますが、５の３で、浅川部会の鷲澤委員からの A３版の資料でございます。以上ですが、

ご確認をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。それでは、委員長の方で議事

の進行の方、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 はい、それでは、最初に本日の議事録の署名人を指名致します。今回は高橋委員と竹

内委員にお願を致したいと思いますので、よろしくお願い致します。それでは、議事に

入りますが、その前に本日非常にたくさん資料が出ております。これに関しまして、ま

た後程いろいろお話しを頂きたいと思っておりますが、まず始めに、ご報告をお願いし
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たいと思います。部会が始まりました黒沢川、郷士沢川、上川の各部会から、それぞれ

の部会長さんに状況の報告をお願いしたいと思います。まず黒沢川の高橋部会長、お願

い致します。 

 

○高橋委員 

 黒沢川部会は４月３０日に第１回を開催致しました。豊科にあります、長野の合同庁

舎で行いました。主な内容でございますけれども、部会長代理に宮澤敏文委員を使命致

しました。部会審議の５原則、資料関係の確認事項を確認致しました。黒沢川流域の状

況について、幹事会より説明を頂き、質疑応答を行いました。今後の日程でございます

けれども、第２回の部会を５月１４日午後１時から、同じく、合庁で行うことを決めま

した。以降、２週間に１回程度のペースで、８月末までの開催を予定しております。会

議の後、現地調査を実施致しました。３時から５時まで、ダムサイト、取水口、黒沢川

最上流部、広域排水事業、万水川上流部の現地視察を行いました。以上でございます。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。ご質問とか、ご意見ありましたら、後で一括してお

伺いしたいと思いますので、次に、郷士沢川部会の竹内部会長、お願い致します。 

 

○竹内委員 

 それでは、私から郷士沢川部会の報告を致します。第１回目の部会を４月２２日月曜

日、２時から５時まで、豊丘村保健センターで開催を致しました。主な内容でございま

すけれども、部会長代理に松岡委員を指名致しました。それから、郷士沢川流域の概要

説明、検討委員会の経緯、論点整理を幹事から説明を頂きました。それから郷士沢川の

治水、利水及び部会に対する意見、抱負等を各委員に発表を頂きました。それから、今

後の部会の進め方について、論議をして、当面する日程等を確認致しました。次回は５

月１０日と１１日、基本高水、森林等を中心に行う予定でおります。なお、２３日に現

地調査を実施致しまして、天竜川合流地点からダムサイト及び、新たに豊丘村が行って

おります井戸の掘削の現場を視察を致しました。それから、今後のお願いになる訳です

けれども、部会でも論議がございましたが、森林、或いは利水のワーキンググループの

流域における調査の結果について、次回、それぞれの、基本高水もそうですけれども、

報告を頂くということで、特に森林、利水につきましては、まだ、この検討委員会にも

調査の結果について、新たなものについては確認がされておらないということでござい

まして、次回の郷士沢が行う１０日までに、報告をしてもよろしいと言う手続きを頂き

たいということが一点でございます。それから、もう一点、今後の進め方についての主

な日程の目安でございますけれども、これは私、部会長の私案で当日は皆さんにお諮り

申し上げてないので、申し上げなかった訳ですけれども、予算等の絡みの関係上、今ま

でのこの検討委員会の論議でも確認されている通り、遅くとも、１１月までに、国の予

算の絡みで間に合わせないとならないことを逆算致しますと、少なくとも、８月末位ま

でには、部会の方向を出さなければならないのか、というふうに、部会長としては考え

ておりますことを、ご報告を申し上げておきたいというふうに思います。以上でござい

ます。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。上川部会の浜部会長、お願い致します。 

 

○浜委員 

 それでは、上川の方、発表致します。まず、現地調査でございますけれども、４月の
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２３日に現地調査を行いました。翌日、４月２４日、第１回の部会ということで、部会

長代理に植木委員を指名致しました。上川流域の概要の説明、検討委員会の経緯、それ

から論点の整理を幹事から説明致しました。特に論点につきましては、委員から、財政、

利水、ダムの安全性の項目を検討委員会から提示されたものに、更に、追加をしてもら

いたいという要望がありまして、第２回部会で細部を詰める予定でございます。上川の

治水、利水、及び、部会に対する意見、それから抱負等を各委員が発表して頂きました。

今後の部会のスケジュールにつきまして討議を致しまして、ここの上川については、開

発計画等の絡みもございますので、８月下旬を目処にして、報告書をまとめるというこ

とを確認致しました。次回の部会は、５月１０日森林状況、利水の状況等を中心に行う

予定でございます。なお、部会長といたしまして、５項目の委員会見解というものを、

会議を合理的に進める為に、事前にご提示していただくよう要請を委員長にしておりま

す。以上でございます。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。それでは、只今のご説明で何か補足とかご意見ござ

いますでしょうか。ひとつ、竹内部会長から要請がありました森林の報告でございます

か、これを１１日とおっしゃいましたですね。 

 

○竹内委員 

 １０日です。 

 

○宮地委員長 

 ５月１０日、森林の方、植木先生、いかがでございますか。 

 

○植木委員 

 部会の説明に間に合うようにする前に検討委員会が９日に予定されていますので、そ

こで、報告させて頂ければと、検討委員会、９日ですね、その時点でまずは検討委員会

で報告し、その後、各部会の方の報告というふうにしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 そうですか。では、お出し頂けるということですね。 

 

○竹内委員 

 利水に関しても同じなんですが。 

 

○宮地委員長 

 利水の方はいかがでございましょうか。これは浜委員ですね、浜座長。 

 

○浜委員 

 ９日に利水ワーキンググループを開きますので、そのワーキンググループで検討させ

て頂きたいということになります。 

 

○宮地委員長 

 ご要請のありましたことはだいたい間に合いますね。浜委員から他にもっと要請がご

ざいましたんでしたっけ。 
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○浜委員 

 私の方からは上川の方の関係を５項目、委員長の方に既にお手元にいかれていると思

いますけれども、上川支流及び、本流の基本高水の考え方、それから、河道改修単独案

の可能性とその費用対効果及び、国、県の見解、それから、上川集水域の森林の状況に

ついて、ダムの安全性について、それから、農業利水の現状について、という５項目に

ついてでございますが、既に森林の関係につきましては、植木委員の方から次回の１０

日にはご説明頂くというご報告が参っておりますので、後の４項目についてのことに対

して見解を頂きたいと思っています。 

 

○宮地委員長 

 そうしますと、後の資料の１の１．２．４．５については、これは５月１０日までに

全部揃わないといかんのですか。 

 

○浜委員 

 基本高水の関係は基本になりますし、特に上川の場合は支流が多くございまして、大

変難しい部分もあろうかと思います。それと共に委員長からも要請がございまして、先

程申し上げました開発計画等の絡みの中で、できるだけ早い回答をということでござい

ますので、できるならば１０日、或いは次々回の部会までには、委員会としてのものを

提示して頂ければ、部会としては大変有り難いと、こんなふうに思っております。 

 

○宮地委員長 

 そうしますと、基本高水の方については、できるだけ急いで頂きたいと、特に本当は

１０日にも欲しいとおっしゃっておられる。いかがでございましょう。それでは、また

ひとつご相談下さい。できるだけ早く。それから、後の河道改修単独案の可能性と費用

対効果、これちょっと具体的に話しにはならんと、今すぐは難しいですね。それからダ

ムの安全性、これは、どういうふうに返事をしたらいいんでしょうかね。議論の中でい

ろいろ出て来るとは思いますが、いますぐ何処かが判定を下す訳にはいかんと思うので

すが。 

 

○浜委員 

 これも今までのですね、浅川、或いは砥川の関係で、地質の問題についてはいろいろ

なご意見があった訳でございまして、砥川、浅川の進行状況を鑑みてみますと、部会か

ら上がってきたものをここで検討するという形が本流であったように思うのですが、こ

の間、委員長もご挨拶の中でおっしゃって頂きましたように、まず検討委員会の方から

ひとつの見解というものを示して頂く。そして、部会の方でそれをたたき台として、検

討していくという方が、私どもの上川については合理的な、ひとつの流れになっていく

のではないかというふうに、私思っております。是非、地質等についても検討委員会と

しての見解をお示し頂ければ、有り難いなと、こんなふうに思っています。 

 

○宮地委員長 

 論点整理の中にも入ってはおるんですが、検討委員会としては、それ程突き詰めては

いない訳ですね。はい、分かりました。それから５番目の農業利水の現状、これは、何

か報告があった、この間できていたように思ったんですが、違うんですが、利水の状況、

現状については。 

 

○浜委員 

 上川については、利水はないという見解で今まで進んできたというふうに思っており
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ますが、検討委員会の中でも更に認識をして頂く為にも、上川には利水があると、私も

先般、現地調査をしてみまして、農業利水については、深刻な問題がひとつ絡んでいる

ということもございますので、できますれば、この辺のところも、私も利水のワーキン

ググループの座長をしておりますので、その辺で利水ワーキンググループの方で検討さ

せて頂きたいと、こんなふうに思うんですが。 

 

○宮地委員長 

 その辺、よろしくお願い致します。はい、どうぞ。 

 

○藤原委員 

 森林のことでちょっと補足させて頂きたいんですけれども、昨日、森林のワーキング

グループやりまして、それで、３部会についての森林の変遷と、それから保水力につい

ての纏めはほぼできたんですけれども、上川のことでちょっと悩んでいるところがあり

ます。というのは、今までの例で言いますと、ダム予定地上流の集水域の森林の保水力

というのをやっている訳です。ところが、上川の場合はダムができるところと、それか

ら、取水するところの森林とは、場所、流域が違ってしまうんですね。そこで面積をど

うするかというところで、今、まだ検討中なんです。ですから、夕べ、植木委員と相談

した上で、そこのところを整理しますので、もしかしたら時間が掛かるかもしれません。 

 

○浜委員 

 部会の中でも、そのお話しが出ておりましたので、大変難しい集水域になってくると

思いますので、是非、植木委員、藤原委員、是非明確なご解答を頂ければ有り難いなと、

こんなふうに思っております。 

 

○宮地委員長 

 それでは、以上のことを検討委員会の方としても考えながら行きたいし、ワーキング

グループの方でもお願いをしたいということと致します。それでは、他にご質問ござい

ませんでしょうか。はい、よろしいようですので、今日の本題に入って参ります。次に、

前回の委員会で浅川、砥川に関わる治水計画案につきまして、部会長と部会長代理を窓

口にして幹事に案を作って頂いて、それで、財政ワーキンググループで検討して頂くと

いうことになっておりました。そういう意味で、財政ワーキンググループの五十嵐座長

からご報告をお願い致します。 

 

○五十嵐委員 

 五十嵐です。私の方から、今日は全体的な財政についての検討の結果を発表させて頂

きたいと思います。いくつかのデリケートな前提問題がございまして、特に代替案、砥

川、浅川に関する代替案について、この間の検討委員会の結果に基づきまして、部会報

告、部会資料及び、検討委員会で選ばれた人達の意見を聞きまして、合理的だと思われ

る案を一応作ってもらいまして、それに基づきまして試算しております。ただ、合理的

だと思われる案が、皆さんの了承を得られるのかどうか、この時点でまた別の案がある

というふうに言われますと、いわば砂上の楼閣になりますので、まず代替案を作った技

術者の方から、その案を発表して頂きまして、それで皆さん OK であるということであ

れば、その代案の代替に基づいて、試算結果を発表して頂くというふうにしたいと思い

ます。そこでもし、こちらの方で考えた合理的な案だと思われる点について異議があれ

ば、是非それを確定して頂いて、その上で財政の結果を発表させて頂ければと思います。

よろしいでしょうか。 
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○宮地委員長 

 はい、そうしますとここに書いてあります河川改修単独案について、ご説明を頂いて

よろしいですか。 

 

○五十嵐委員 

 砥川と浅川についてそれぞれ、説明して頂いて、この代替案で皆さんよろしいという

ことであれば、それに基づく財政検討結果を報告する。この代替案で駄目だと言うこと

だったら、別の案で考えなければならない、こういうことです。 

 

○宮地委員長 

 よろしゅうございましょうか。それでは、資料の２の１と２の２になるんでしょうか。

よろしゅうございますですね。これについて、ひとつご説明をお願い致します。どちら

がやって頂けますのでしょうか。 

 

○幹事（諏訪建設事務所） 

 それでは、諏訪の建設事務所から説明させて頂きます。砥川の河川改修単独案という

ことで、基本的な考え方ということで、プロジェクターを使って説明させて頂きます。

まず、基本高水についてですが、既往最大出水量を尊重しまして医王渡橋地点で、２０

０m3/s としております。またその他の地点については、ダム＋河川改修案の２８０m3/s

の流量配分を基本にしまして、按分計算で算定しております。砥川上流、東俣川の合流

点より上流につきましては、１００m3/s、東俣川が９０m3/s、砥川の福沢川合流点下流

が２２０m3/s ということで、算定しております。これが、それの流量配分図ですが、

東俣川９０m3/s、砥川が１００m3/s、医王渡橋で２００m3/s、福沢川が合流しまして２

２０m3/s、参考に括弧書きで書いてありますのが、基本高水流量を２８０m3/s にした

場合の流量配分です。続きまして、今の基本高水流量を基にしまして、河川改修の必要

箇所について説明させて頂きます。砥川の医王渡橋下流につきましては、基本高水流量

がダム＋河川改修案と同じということで、改修につきましては、同じ内容となっており

ます。一応、施工延長が７５０ｍということです。内容としましては、医王渡橋で２０

０m3/s、福沢川合流下流で、２２０m3/s の流下能力が不足する部分につきまして、引

堤及び嵩上げ、河床整理で対応していきます。また、東俣川につきましては、ダムカッ

トがないということで、拡幅または、護岸の嵩上げによりまして、９０m3/s の流下能

力が不足する部分についてのみ、引堤等で対応していきます。これが概要図であります

が、まず始めに、砥川の福沢合流点から下流につきましては、上の２つの欄がダムあり

の時の基本高水でありまして、上はダムが無かった場合の基本高水で下がカットした場

合の計画高水になっております。下の流量がダム無しの河川単独改修案の流量になりま

す。医王渡橋下流につきましては、２００から、先程説明しました２２０m3/s が不足

する部分についてのみ改修するということで、今この赤線で引いた部分につきまして引

堤を行いまして、流下断面を確保します。あとその他、嵩上げとか河床整理によりまし

て、対応するようなことで考えております。医王渡橋から東俣川合流点におきましては、

現在、通常砂防事業で整備中でありまして、現況で２００m3/s が呑めるということで、

改修の必要はありません。東俣川につきましては、現在５０m3/s の流下能力がありま

して、ダムありの場合には、河川改修の必要はありません。９０m3/s の場合につきま

しては、この表示してある赤い部分を併せて、約６９０ｍ程、拡幅、及び嵩上げ等で対

応する必要が出てきます。続きまして、医王渡橋から下流の平面図でありますが、こち

らが、諏訪湖でこちらが医王渡橋です。河口から言いますと、河口の右岸側約２２５ｍ

位、この赤い部分ですが、引堤が必要になります。あと、鷹野橋の上流で５０ｍの引堤

が必要です。あと、赤砂橋で７５ｍの引堤が必要です。あと、福沢川合流点上流で４０
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０ｍくらいの引堤が必要になります。あと、部分的に嵩上げ、河床整理等によりまして、

２００m3/s の、福沢川合流点下流におきましては、２２０m3/s の流下断面を確保して

いきます。これが縦断図です。一応、一枚にできればいいんですけども、これが河口か

ら、JR の若干上流までの縦断図です。縦断につきましては、なるべく現況の河床を変

えないということで計画をしていますが部分的に赤砂橋辺りでは、掘削等によって、断

面を確保する部分があります。あと、青色で塗った部分につきましては、嵩上げ等で対

応します。あと、この線が、一応ハイウォーターのラインであります。これが、JR の

上から医王渡橋までの縦断でして、これにつきましても、なるべく現況を変えないよう

な格好で部分的に河床整理などの掘削は出てきます。これがその横断図ですが、下流の

河口から２００ｍピッチで横断を取ったものでして、こちらが左岸、こちらが、上流か

ら見て、右側が右岸ということであります。ここにつきましては、まず色の着色の説明

ですが、緑色に塗ってある部分が盛立というか、主に嵩上げを表しております。赤い色

が掘削、河床整理も含めましての表示をしてあります。青色につきましては、引堤をし

ます部分について護岸工の色塗をしてあります。あと、黄色い部分ですが、掘削や河床

整理等によりまして、根が浅い部分につきましては、根固め等を行いまして、それの黄

色い部分が表示を表しております。これが清水橋下流付近から富士見橋付近の断面です

が、主にここについては現況を変えないで、河床整理等で対応して、あと、根が浅い部

分については、根固め等で対応していきたいと思っております。根固めにつきましては、

木杭と木工沈床等によりまして施工する予定で、なるべく景観に配慮した計画にしてい

きたいと考えております。これが国道２０号の富士見橋から上流につきましてですが、

福沢川が２０００ｍくらいで合流しますが、それから上流につきましては、断面がない

ということで、右岸側を引堤しまして、河川断面を確保するように考えております。こ

れもその上流でありまして、ここについても引堤等にして河川断面を確保していきたい

と思っております。医王渡橋につきましては、河床整理等を行いまして、橋の架け替え

等はないような格好で考えております。こちらが東俣川の平面図でありまして、この部

分の赤で着色してある部分について９０m3/s の流下能力がないということで、拡幅な

り嵩上げ等によりまして、改修を考えております。それの標準横断を２枚用意しました

が、これが拡幅部分の標準横断でありまして、前後に護岸工が整備されていまして、こ

の部分について、無堤区間については、この様な格好で護岸を積みまして、ハイウォー

ターまで積みまして確保するように考えております。あと、部分的に、こちらについて

は、余裕高が取れないので、６０ｃｍ分の盛立を考えております。これが嵩上げ部分の

標準断面でありまして、部分的に、青色が護岸工の嵩上げで、赤色部分については盛立

で、６０ｃｍの余裕高を確保しまして、一応１ｍの管理道路的なものの幅を確保した計

画になっています。以上、簡単ですが説明を終わらせて頂きます。 

 

○宮地委員長 

 はい、砥川の方について頂きましたが、どうしますか。 

 

○五十嵐委員 

 多分、浅川の方は少しややこしいと思うんです。ひとつずつ固めていってもらいたい

と思うんですけれども、砥川の方について基本高水及び、この工法で良いのかどうかと

いうことと、もうひとつはこれは最終的には工事実施する場合には、河川整備計画とい

うものと整合性をもたなければいけない訳ですけれども、そういうことについて問題が

ないのかどうかを確かめて頂ければ、後でこれに関する費用を積算したものを発表した

いというふうに思います。以上です。 
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○宮地委員長 

 はい、わかりました。それでは、浅川の方は問題ややこしそうでございますので、今

の砥川の方についてお伺いを致しましょう。今、概略をお話しになりましたが、五十嵐

委員からのお話しでは、基本高水がこういう２００m3/s ということで、単独河川改修

案でありますが、そういうことと、河川整備計画というものは、この委員会としてひと

つ取り上げていこうと、はっきりした方向を出して頂きたいと、そういうことでござい

ますが、いかがでございましょうか。はい、宮澤委員、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 砥川の部会長という立場から、今の基本高水の設定についてでございますが、砥川の

基本高水、この案については２つの案が部会報告として出されております。ひとつは、

２８０m3/秒という案、それから、もうひとつは、２００という河川改修案でございま

す。これはダムで８０m3/s カットということでございますから、河川改修案について

は、ダムを造るか、造らないか、造っても造らなくても同じという形の２００でござい

ますから、これについては、河川改修案については、私は部会の経緯から踏まえまして、

これはご了承頂けるのではないかと、こういうふうに考えています。当然この検討委員

会、宮地委員長、また各委員さんもお話しになりましたように、プロセスを大切にして

頂くということでございますから、私も部会長として、これから、部会の特別委員の皆

さん方にお話ししても、この２８０m3/s と２００m3/s という数字、また２００m3/s と

いう数字も、具体的に部会の中で出てきている数字でございますので、それぞれの案を

支持するか、支持しないかということは別問題として、要するに、この２つの、２つと

いいますか、それの河川改修案の２００m3/s については、これは、部会の経過から踏

まえて了承頂ける基本高水の設定値ではないかなと、こういうふうに思います。これは

部会の中での経過を踏まえて、納得できる数字だということの意味でございます。 

 

○宮地委員長 

 分かりました。松島(信)委員、どうぞ。 

 

○松島(信)委員 

 では、３点ほどなんですけれども、まず今の諏訪建から出されました４ページ見て頂

きたいんですが、医王渡橋と注連掛橋の間において、既に通常砂防事業が完了していて、

現状で２００m3/s は呑めるという説明でありました。それは確かにそうだと思います

が、２、３この中でも、私、現地調査した印象から言いますと、危険性を持つ場所があ

ります。例えば、医王渡橋よりすぐ上流側に低位段丘を使って、住宅街が建設されてい

ますが、その一部の攻�斜面直下の法枠工法の辺りは大分痛んでおりまして、その上部

の住宅地は、危ないということは、公聴会にもそこの住民が訴えております。それが一

点とですね、注連掛橋の下側にいくつか既存の砂防堰堤が入っておりますが、その中で

既に袖の部分に亀裂が入っている堰堤もあるし、つまり老朽化しているという堰堤が目

立ちます。それが一点です。ですから、そういうものについてはどう考えるかというこ

とについては問題になるかと思います。それから、次は２点目ですが、その同じ地図で、

落合橋から東俣川の河川改修についてなんですが、これ現在の護岸の状況だと、５０

m3/s しか流れないから、９０m3/s 流す為に、赤線区域で引堤、拡幅、嵩上げをすると、

こういう説明でありました。それで、その説明の中で、この砥川の部会の中で、特別委

員の方からいくつかの東俣川に関しての代替案が出ていました。その代替案というのは、

このように護岸工事は、このように何ヵ所もやるのではなくて、落合橋のすぐ上流側が

掘り込み蛇行をした峡谷部、つまり狭窄部を作っております。その上流側の入り口のと

ころに獅子ばい岩という天然のダムのような働きをする地形がありまして、その上流側
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に平成１１年の時の洪水の時には、結構たくさんの流木が氾濫した、そういう部分があ

って、そのお陰で下流の方への影響が非常に軽減されたという、自然の地形が持つ治水

効果がある訳ですが、そこのところは平成１１年の災害後、河川改修がされているので

すが、そこのところにもうちょっと教訓を生かして遊砂池というような、そういうよう

なものを是非というような、複数の特別委員から要望が出ている訳です。そういうのを

砥川部会で議論をしてきました。その住民の意見を取りいれるという形ができないもの

かという問題が、残るなあと、こういう提案であります。それから、３つ目に関しては、

私の方で資料出してある問題に絡むんですけど、今やるのか、あとでやるのか、それは

ちょっと委員長の判断に任せて頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 松島(信)委員がここへお出しになった資料でございますね。 

 

○松島(信)委員 

 要するに砥川の問題に関わりますから。 

 

○宮地委員長 

 改修案というより、全般の話しなんですな。 

 

○松島(信)委員 

 医王渡橋、落合付近から上流側、砥川の本川と東俣川に関する問題になります。 

 

○宮地委員長 

 そうですね、はい、分かりました。他にご意見、どうぞ。 

 

○浜委員 

 先程、五十嵐座長の方からもお話しがございましたが、改修するに当たっては、河川

整備計画というの出さないといかん訳ですね。基本高水を下げていくということに対し

ては、いろいろな問題を孕んでいる訳ですが、特にこの河川整備計画というものが、こ

ういった計画で認可になっていくのかどうか。それから、河川法上の中では、市町村長

の意見を聞いていかなければならない。もし、市町村長がそれを認めなかった場合に、

それを振り切って、高水を下げた河川改修を実施できるのかどうか、また実施した場合

に、砥川の場合２００m3/s 以上が流れた場合に、その責任の所在というもの、そうい

ったものをはっきりしておかなければ、検討委員会としても大変責任重い訳ですから、

それについても、まず議論をして頂き、国の見解、県の見解等をここではっきりした上

で、議論に入って頂ければ良いかなと思います。 

 

○宮地委員長 

 はい、それでよろしゅうございますか。ちょっと、高田委員、先に。すいません。 

 

○高田委員 

 基本的にこの改修案で良いと思います。それは、宮澤砥川部会長が言われた通りです。

但し、縦断構造に疑問があって、途中で河床勾配の小さいところが出てきます。これは

ここへ現状と同じように土砂がすぐ溜まってしまって、河積が減るという問題はあると

思うんです。これは技術的な問題であとで詰めたら良いと思います。もうひとつ、流木

を止める上流部のスリットが落ちているように思います。これは特に富士見橋を架け替

えずにそのまま置いとくような場合、非常に大事なことです。それで、浅川の方に見本
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みたいな図面が出ていますが、いつかの部会で出てきました、既に県が施工された見本

が写真として出てきました。両岸がコンクリートになっているんですが、そういう大袈

裟なものではなくて、全体を軽いスリットにしたような、そういうものを、例えば、落

合橋辺りの河川敷の広いところに適当なところを選んだら良いと思うんですが、それは

いると思います。どこに造るのかというのは、また後の問題で良いと思いますが。 

 

○宮地委員長 

 以上でございますか。どうぞ。 

 

○石坂委員 

 話しがずっと前に戻ってしまって、宮澤部会長が確認されたことの確認だけなんです

けど、今詳しく河川横断図で、いろいろ盛立、掘削、護岸工、根固め工ということで、

それぞれの箇所の図を頂いて、ご説明頂いたんですけれども、基本的には、従来設定し

てきた基本高水２８０m3/s、その場合に８０m3/s はダムでカット、後の２００を河川

改修で対応するということの考え方と、新たに既往最大を基準にしながら、２００m3/s

で設定していくという中でこの横断図が示されているという経過から見ますと、医王渡

橋から下は、今いろいろご説明頂いんですけど、これはダムあり案、ダム無し案という

言い方が良いかどうか分かりませんが、これはダムによらない河川改修案を取ることに

よって、新たに生じる改修ではなく、どの案を取るにしても必要な案ということで確認

させて頂いて良いんですよね。それだけです。 

 

○宮地委員長 

 そうですね。いろいろ、まだございますでしょうか。いろいろ出ましたですが、浜委

員のご質問ですね、これは砥川ということではなくて、ちょっと浅川も全般的な問題が、

私はあるように、全部すべて基本的に掛かっているように思うんですが。これはまだ浅

川の具体的な話しがございませんので、ちょっと後回しにして頂きたいと私は思うんで

ございますけれども、本段としては、当然出て来ることだと思っておりますけれども、

砥川の話しをしておりますので、ちょっとお待ちを頂きたい。砥川プロパーのことにつ

いて、いくつかございました。それは、まずやっぱり、基本的に申しまして、ダムあり

という従来のものの他に、ダムなしで２００m3/s ということ、これが２つの案が出て

おる訳でございますが、その中に、今、松島(信)委員とか高田委員なんかがおっしゃっ

たことは、今の話し、砥川、東俣川の部分につきましては、まだまだこういう措置も考

えてもらって良いのではないかと。砥川の部会の方で言っているB’案に盛られている

細かい話しがちょっと落ちていないかと、こういうことでございましたですね。それに

ついての問題、そういう問題があったように思います。ですから、いかがでしょうか。

まず松島(信)委員なんかが言われた、例えば、医王渡橋から注連掛橋について通常砂防

事業で十分かというお話し、それから、これは、あそこの高田委員もおっしゃいました

流木スリット、あの辺ですね。あの話しも出ておりました。それはどうでしょう。県の

方はあまりお考えにならなかったということでしょうか。あってもいいんだけど、それ

ともあってもいいんだけれども、根本的ではないとお考えになったのでしょうか。どう

でしょうか。はい、大口課長。 

 

○大口河川課長 

 先程高田委員の方から言われた流木の話し、松島(信)委員からの遊砂池の関係ですけ

れど、座長と打ち合わせする中で、いずれでも提案されている訳なので、今回の場所の

選定等について入れてありません。両方ともイコールなもので、そう提案されているも

のですから、実施に際して検討するということで座長の了解を取っています。 
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○宮地委員長 

 それは両方とも入っているということで、ご了解頂けますでしょうか。 

 

○五十嵐委員 

 ちょっと、よろしいでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 次の浅川にも関係致しますけれども、そういう案があることは承知しております。た

だ、非常に具体的に特定すると今のところ算定不明になりますので、概略、基本的に、

財政検討するとこうなりますと言っているだけでありまして、今、松島(信)委員、高田

委員から言われたことについては、追って具体的に実施する時にそうとう裁量してよろ

しいと、基本的な財政はこうなりますよということです。ただ、一桁違ってしまうとい

う話し。１億と１０億とか、１億と１００億の違いだったら、それは予め、何と言いま

すか、考慮しなければ駄目ですけれども、今のは許容範囲内というふうに理解していま

すけれども。 

 

○宮澤委員 

 委員長。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 部会長の立場からも、まったく今五十嵐座長がおっしゃられた同じ立場でございまし

て、両案に砂防のダム、それから、流木対策に対して出てございますので、そこら辺の

問題のことについては、場所をどこにするか、そこの用地買収は可能かどうか、そうい

うふうにひとつひとつ詰めて参りますと、というような状況、いろいろ様々出て参りま

すが、そこら辺のところは、今、五十嵐財政ワーキンググループ座長が言われましたよ

うに、両方出ているので、比べる時にその分は、ということで、対処できるのではない

かということで、部会長もそういうご意見の元に今、河川課長から説明がございました

通りを了承させて頂いております。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。藤原委員。 

 

○藤原委員 

 ちょっとお尋ねしたいのは、これ東俣川の方のいろいろな河川改修の話しが出ている

んですけれども、やはり、あの問題、あそこのところでは砥川本流の問題というのは、

あるのではないかと思うんです。あそこから土砂崩れがあったり、なんかしているとい

うことで、当初は、砥川本流にダムを造りたいということだったと、だけれども、実際

は適地がなかったので、東俣川の方に移ったという話しになっていますね。そうすると

今度の場合にも、砥川本流の方をそのまま放置しておいて、東俣川の改修とそれから下

流の改修ということで済むのかということなんですが、そこのところはどうなんでしょ

う。 
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○宮地委員長 

 はい、松島(信)委員 

 

○松島(信)委員 

 私は今そのことが一番基本的な問題ですから、私が今日資料提出しているのは、その

問題なんです。 

 

○宮地委員長 

 分かりました。宮澤委員。 

 

○宮澤委員 

 それは部会でも当然しなければならないことだと、こういうことでございまして、林

務の植木森林ワーキンググループ座長の方から、森林対策に対して対応をして頂きたい

ということで、お話しもございましたし、これは両案に関わることだと、こんなふうに

思います。それからもうひとつは、砥川がたまたま場所がなかったというお話しもござ

いましたんですが、松島(信)委員の方からも砥川には断層もありということもありまし

たり、決してたまたま場所がなかったというような報告書にはなっていないというふう

にお読み頂きたいと思います。その上に立って、砥川の森林整備の重要性ということに

ついては、明確に明記をさせて頂いておるつもりでございますので、どうか、報告書を

お読み頂ければと思います。以上です。 

 

○宮地委員長 

 どうでしょうか。今の話しですと、砥川の本流のこと、実は私も質問しようと思って

いたんですが、それは当然入っていると理解してよろしいんでございますですか。言及

はされなかったけれども、多分、砥川のことについては、土砂流出もございましたし、

森林の話しもございました。それは両方共通だから、入っていると考えて良いというよ

うなご返事だと思いますが、それでよろしゅうございますですか。どうぞ。 

 

○植木委員 

 部会でもこの辺がかなり問題になっておりますので、当然、そのように考えるべきだ

というふうに思います。特に、本流と赤砂川の、それから河川の改修問題も当然、森林

及び河川改修の部分がここには、今後重要な問題だと、それは皆さんご了解いていると

いうふうに私も理解しております。 

 

○宮地委員長 

 それではそういうことでご理解頂けますでしょうか。入っていなかったら後で文句を

言って下さい。はい、どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 全部、財政で見積もっているか、という意味ですか。 

 

○宮地委員長 

 そうではございません。 

 

○五十嵐委員 

 頭の中に入っていますけれども、例えば、森林整備で将来いくら掛かるかという形で

の検討はしておりません。 
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○宮地委員長 

 そこまでは財政の裏付けはないかもしれないけども、計画自体の中には、当然盛り込

むべきであるという認識を持っていると。はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 この問題のことに付きましては、通常の行政の中で、当然既に行われていることでご

ざいますし、また砥川についても委員の皆さん全員、ご視察もして頂きましたように、

林務部の谷止め工、砂防課の砂防ダム、現在、非常に場所を得たところで、非常に効果

を上げているところに配置されておる現状も確認を致しました。その上に立って、これ

から、どういうふうに持っていくかということは、今森林計画のことにつきましては、

植木座長の方からもコメントがございましたし、これから通常の中で進めていくべきも

のでもあるとも思いますし、先程申し上げましたように、両者の案が、まったく河川改

修と、つまりダムの問題以外のことについては、こういう設定が結果的にこうなった訳

でございますけれども、同じ２００m3/s で河川改修、それから８０m3/s でダムでカッ

トと、こういうことで、利水利用と、こういうことを含めたダムということでございま

すので、そういう考え方からすれば、同じ条件にあると、こういうふうに算出をさせて

頂いた基準といいますか、ベースはそこに立ったつもりでございます。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○植木委員 

 今五十嵐委員の方から、森林と財政の問題ちょっと話されたんですが、この件に関し

ては既にこの検討委員会で８回くらいの検討委員会で、森林整備の実施可能量について

ということで、具体的な金額、それから治山の金額も出しておりますので、その辺を了

解して頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 そうですか、ありがとうございました。そうしますと、今のようなことは、だいたい

含まれていると、考え方の中に入っているということで、いかがでございましょう。砥

川についての２つの案、これを検討委員会として、ちゃんと取り上げて検討している。

ここに基本的なご意見はございませんですか。松島(信)委員、なにかもうひとつ資料が

ございますね。それについて今言っておかないといけないことはございますか。もう少

し後でもよろしゅうございますか。 

 

○松島(信)委員 

 内容からすれば、もし最初に関連して言わせて頂ければとも思います。 

 

○宮地委員長 

 そうですか。そういうことも入っているというふうなご了解なんですが、一言、それ

についてご説明頂いておきましょう。そうすると砥川、クローズ致しますので、どうぞ

お願い致します。 

 

○松島(信)委員 

 資料の後ろの方なんですけれども、ちょっと待ってください。 
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○宮地委員長 

 ４の４でしょうか。 

 

○松島(信)委員 

 ４の４をお願いします。題目に東俣川に計画されたダムは砥川の治水に貢献できるか、

と書いてあります。つまり砥川の治水を考えた時に東俣川よりかも砥川本川のほうが重

要であると、だから、砥川本川における治水をまずきちんとしたものにしといて、その

余力があったら東俣川へというような考え方でないと、本当に下諏訪、岡谷の砥川下流

域の治水を考える時に、現在の東俣川ダム計画だけでは危ないのではないかと、こうい

う意図でもって提案しております。まず最初に表があります。砥川、東俣川の両方の流

量配分ですが、この流量配分が最初の計画で１４０対１３０というように県の方で発表

されました。そういう数値が県によるということで、上段に３つ書かれております。こ

れを分かり易く１００分率で比較しておきました。まず流域面積は５８対４２であると。

それに対して、県で出された配分は５２対４８ということで、これは素朴的に見た時に、

大変東俣川の方の流量が意外に多いと印象を受けました。そこで私は部会の中で、現在

の川を特に東俣川と砥川の本流部分を入って、そこで、平成１１年の痕跡水位から流量

を計算して欲しいという提案を致しました。その時に諏訪建の方から出された流量計算

が３番目に書いてありまして、数値は、８９．７対７１．６で、それを１００分率に直

すと５６対４４となります。そこで下段を見て下さい。下段は私の方で提出しておる数

値でありまして、私の方で県と同じ計算でもってやってみると、６１対３９となります。

それから、それは断面だけです。それを県と同じ方法で流量計算をしますと、５９対４

１となります。以上の計算方法と計算結果は、２ページは県が計算した方法で、３ペー

ジ、これは計算方法。マニング公式を使ってやる方法です。４は県が計算した数値。県

の方はその数値の中の一番右側の流量比というところとか平均流量というところに示

されてある、これが最終的に出た数値であります。次を捲って頂いて、５ページ、これ

はまず私の方で断面を測量して測った時の場所と位置、その場所と位置に関しては県も

同じようにやって下さっています。その地図の中で、東俣川の下流部に落合から少し入

ったところに獅子ばい岩と書いてありますが、ここが今まで問題にされておる地点で、

ここの治水効果が非常に重要であると、こういうことを特別委員の方から提案が多かっ

た訳です。それで次の６ページ、これは、私の方で県と同じ計算方法で計算した数値を

示してありまして、ですから、それによった結果が一番下の段に出ています。前に戻っ

て下さい。私の３番目の段のところに今までの方法は、普通、水を中心にして、水が流

れるということだけで、計算しとるんですが、それに対して私は疑問を持っています。

水だけ計算しても本当の治水はできないと思っています。ですから、洪水の時には、泥

や砂や礫が混じって流れてくる訳でして、水だけ流れる訳ではないんですね。その砂礫

がどのように流れるかということを分析しておく必要があるということで、３番目には、

砂礫の分析、そしてそこから総流量を分析すべきであると、こういうようにやってみま

すと、分析方法と結果は別紙に示してありますが、その結論は６０対４０ということで、

この私の３つの数値で示してある基本的な配分はだいたい砥川本流が６割、東俣川が４

割と、こういう配分量が妥当でないかなあと、こういう意味です。そこで、下の考察の

３に、そのことが書いてあります。私がやったところの断面とか、その断面から基づい

たマニングによる流量計算とか、砂礫の分析による方法は、作為性がない、少ないとい

うこととか、客観性であるとか、そういうことにおいて、計算値より科学的ではないか

と、こういうように申し上げたい訳です。だから、砥川本流が６割の比重を占めておる

んですから、その本流域の不安定斜面、これが数多く抱えているという危険性を持つ訳

で、東俣川の方には、そういう危険性斜面は非常に少ない。ですから、そういうことを

考えた時に治水対策をどう取り組んでいくかということにならなくてはならないので
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はないかと提案しておる訳でありまして、最後の砂礫の総流量比較の方法と分析結果を

お願いしたいと思いますので、７ページを見て下さい。まず砥川本流、これは落合橋の

上です。ちょうど木落坂下の観客席のあるところなんですが、そこと東俣川、これは東

俣川の一番最下流部で落合から入ったところですが、そこからそれぞれの資料を採取し

ました。資料というのは、主に、礫交じりの砂を採取している訳です。それから一番最

下流部では赤砂のちょうど鷹野橋の付近ですね、そこで、砂を採取して、まず、やらな

ければならないことは、その採取した砂の粒径を比較した、粒径を比較した結果が第１

表に出ております。これも結果だけを重量１００分率で表しております。そうすると、

東俣川は非常に粗粒の物質であると、木落坂下は粗粒の物質はやや少なくなっていて、

細粒の物質が非常に多くなっている。赤砂にいきますと、ほとんど細粒のものしか出て

こないと、流れてこないと、こういう結果になっていまして、当然、分析やる時には、

その一番下の１mm 未満というのを使いました。それで、３へいきまして、３地点で代

表する今の１mm 以下、この中から更に振るい分けをしていって、０．２５から０．５

mm、この間のものを取り出しまして、洗浄し、更に顕微鏡下で、砂粒を分類した結果を

数えた訳です。分かり易く言いますと、東俣川で出て来る砂礫は黒いんです。それに対

して、砥川から出て来る砂礫は白、茶色、そして赤、これが目立ち、赤砂にいきますと、

その赤が非常に顕著になります。だから、赤砂という地名が生じております。それらは、

黒い砂礫の安山岩中の磁鉄鉱、有色鉱物、安山岩の岩片です。赤い砂礫というのは長石

や石英、それから石英石閃緑岩の岩片、それらが赤くなるのは熱水変質をして、更に風

化した結果です。その３地点の色別数量を数えました。その数えた結果が２表に出てい

ます。その割合を％で括弧で示してあります。そうしますと、基本的に東俣川は黒が多

い。砥川と赤砂は赤が多いと、こういう結果になります。その実際の計測したものに使

ったものは、８ページにカラー写真で示してあります。それを分かり易いようにする為

に整理したのが９ページです。９ページのグラフは、まず東俣川は、黒の数が６割、赤、

白の数が４割、砥川本流、木落坂下は、それに対して、８対２の割合、赤砂も同じよう

に８対２の割合、砥川本流と赤砂は配分比では一致しています。それで、下ですね、一

番下の帯グラフ見て下さい。それぞれのところの東俣川、及び砥川本流の方から赤砂ま

でそれぞれ２分の１づつ供給されたと、こういうふうに仮定して配分してみますと、砥

川本流から配分される砂礫は６割で、東俣川から供給される砂礫の量は４割になると、

こういうようにまとまりました。それで今までの洪水の時にそれが本当にそうなってい

るかということなんですけれども、次の１０ページ見て下さい。１、砥川の洪水には、

大量の砂礫、土砂が流出しています。一番最近起こった平成１１年の時の記録で見ます

と、医王渡橋で、１６０m3/s という痕跡水位で報告されている数、その医王渡橋直下

のところで、相当量の砂礫が堆砂していました。それから、さらに、②砥川の洪水は大

量の土砂や砂礫が諏訪湖まで搬出しておりました。それは下の写真に出ております。諏

訪湖の沖合に洲を作りました。その洲の土砂は、その後、写真にありますように、浚渫

されました。③下諏訪町誌によりますと、砥川本流の赤濁り、東俣川の黒濁りと書いて

あります。つまり、昔から両方の河川の濁り方は色で区別できる。ですから、砥川の洪

水は搬出する度に、洪水の度に排出する赤い土砂で、諏訪湖へ大きく突き出している赤

砂崎を、今まで作ってきました。砥川下流部の一部が天井川になっているんですけれど

も、現在の砥川下流部は赤砂崎を作ったというような結果が示すように、土砂の掃流力

というものは十分機能している訳です。そのことによって洪水を防いでいる訳です。洪

水の時には土砂が一気に流れているピーク時は、恐いんですけれども、越水するような

ことはないんですけれども、実際、今までの私の経験してきたところでいいますと、ピ

ーク時を過ぎたとたんに、一気に土砂が堆積し始めると、そこで河床が上がって、水が

堤防より高くなってしまうということなんです。ですから、現在の砥川の形状というも

のは非常に有効に働いているということの証明で、それによって洪水を防いでいると。
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その洪水の時の土砂の供給量はほとんどが、６割が砥川本流なんだから、砥川本流のと

ころをなんとか考えてほしいなあということなんでして、それで１１ページお願いしま

す。どうしてそんなことが起こるかということは、まず１、地質の違いによって起こる

んです。１２ページにその地質図を概略的に示してあります。まず、点々で示してある

ハッチの部分が黒っぽい砂礫の、つまり安山岩を中心とする火山岩類が分布するところ

でして、そこの分布域を見てみますと、東俣川の流域は圧倒的に多い訳です。それに対

して、砥川の方は山の高いところに４割くらい分布するんですが、河川に近いところの

ほとんどは、白や茶っぽい、赤っぽい、そういう砂礫を供給する石英閃緑岩や第三紀層

で、しかもそれが熱水変質を受けているという崩れ易い部分で、特に落合付近、落合か

らちょっと下の辺りに、現在も崩壊地がある訳でして、それに対して東俣川の方は、そ

ういう崩壊地が、顕著な崩壊地がないんです。しかも最下流の落合に合流する部分に狭

窄部というような印がしてあります。ここのところが非常に効果的に働いて、東俣川の

河川が急勾配であっても、ここのところで自然流下する時に、岸にぶつかり合ったり、

止められたりとするような自然効果が働いて、落合のところへ割合と和らいだ形で合流

してくるということになる訳です。それで、そんなような実体を見て頂いて、今説明し

たことは１１ページの２に説明してあります。１１ページの２に東俣川の出口なる狭窄

部の治水効果として、特に平成１１年６月末の洪水の時には、獅子ばい岩の上で天然の

スリットダム的効果が発揮されて、上流からの巨礫や流木がここで相当量たまってしま

っています。ですから、そこを通過した巨礫も狭窄部の中の屈曲部、その屈曲が非常に

激しい屈曲しますから、そこのところでストップしていまして、現在もその時の礫が川

の中に堆積しています。ですから、ここのところは、是非、残すべきだと、しかるにダ

ム計画においては、この狭窄部を縦断する工事用道路が計画されています。ということ

で、これは環境破壊も含めて、狭窄部に手を付けるということは、川を知らない人の仕

業、こういうようなことを強調したいんです。川を知ってちゃんとしたことをやって欲

しいなあという。それから３番目、砥川下流部の右岸の危険性、つまり崩壊地ですね。

これは写真を見て下さい。例えば、左側の写真は、木落坂下の右岸側の崩れは現在進行

中です。これは河川改修でなく、治山だと思うんですけれども、このまま放置しといて

いいんでしょうかという問題。それから、右側の写真は、毒沢の崩壊、それから山の神

沢、その上にある上の山の神沢と書いてあるところの崩壊地、それから、その上の一の

沢の崩壊地などは実際に空中写真なんかにも現われて、地形図にも出ている訳ですね。

こういうのの谷止め工みたいなのは、古い時代には行われているんですけれども、この

付近の水が強酸性の為にコンクリートがもう痛んでいる訳です。そういうようなところ

をきちんと対処しなきゃいけないかなあと、そういうことをしないと安心できないと。

それから、最後なんですけれども、砥川本流沿いの開発による危険というのがあります。

まず、先程説明しましたように、砥川の砂礫を分析してみますとですね、大量のビニー

ル類の破砕されたものが混入しとるんです。ですから、砥川の流域には、例えば、砥沢

の合流点には大量の産業廃棄物が、岸辺にうずたかく積み上げられています。そのまま

放置されています。そんなようなものが洪水の度に流れてくる訳ですね。それとか、町

に近い医王渡橋上流の新興住宅団地のところで危険な区域があるとか、こういうような

ことが見受けられるのでして、ここのが今両方の案に盛られているという説明だったん

ですけれども、まず、このことを最初にやるべきであると、こういうこと提案したいん

です。以上です。 

 

○宮地委員長 

 すいません。ダムあり案とダム無し案とのどっちかを選ぶという議論に近いようなご

主張があったように思うんですが、あれですか、前の東俣川と砥川の流量配分を変えな

ければ、この案に賛成できないということなんでしょうか、それとも、それを進めてい
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った時に、特に強調したいことをおっしゃったんでしょう。どちらでしょう。今問題は

２つの案をこれから検討委員会で審議をしていく、そういう方向で良いかということを

申し上げている訳でして、どちらに賛成か反対かということでは今のところではないよ

うに思ってるんですが。 

 

○松島(信)委員 

 つまり、反対か賛成かというと、ダム無し案に賛成なんです。けれども、なぜダム無

し案に賛成かというと、ダムあり案においては、砥川の流量を多く見積もって、そして

ダムでカットすれば、下流部の治水に貢献すると、こういう流れになっているのではな

いかと思います。 

 

○宮地委員長 

 ですから、先生のおっしゃるのは、流量配分の案が、この県の示したこの案では、砥

川の１００m3/s、東俣川９０m3/s、そういうことで計画を立っておりますね。これでは

駄目だとおっしゃっておるんでしょうか。 

 

○松島(信)委員 

 基本的にはそれにも繋がります。最初の流量配分、１４０対１３０というのがありま

すね。それに今度の新しく出たのも関連しておりますから、今度の新しく提案された、

先程の諏訪建から提案されたのも１００対９０ですから、これは大分矛盾が生じると思

います。砥川本流の方がもうちょっと多く見積もらないと、その分だけ東俣の方が少な

くなるはずだと。 

 

○宮地委員長 

 つまり、２００m3/sの流量の中でも、１００対９０では駄目だとおっしゃるんですね。 

 

○松島(信)委員 

 そういう問題が当然でます。 

 

○宮地委員長 

そういうふうになるとちょっと勘定がしにくくなる。今まで、やったのと違うご提案の

ようなんですが。 

 

○松島(信)委員 

 私の説明をもうちょっと付け足しますと、県は１００対９０ですが、流量配分は６対

４に配分すれば良いんではないかと思います。 

 

○宮地委員長 

 つまり、そう是非変えて欲しいというご提案ですね。いかがでございましょうか。は

い、どうぞ。 

 

○大熊委員 

 松島(信)委員の論拠は大変論理的であって、そういうことでいくと、ここの砥川と東

俣川が１００m3/s と９０m3/s になっている訳ですけれども、今の議論でいきますと、

１１４対７６ということになろうかと思います。そういう意味で東俣川の方が１４m3/s

くらい流量が少なくなくなるという前提でいくと、護岸やなんか、断面やなんかが、東

俣川の方の積算がちょっと低くなるのかなあという感じを受けます。ただ正直申し上げ
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て、多分、財政の方でこれを積算した時にそう大きな差はないだろうというふうに感じ

ますので、とりあえず、この１００対９０という形で出されたもので議論していいので

はないかというふうに考えます。多分東俣川での工事積算費か少し安くなるだろうとい

うことを頭に入れながら検討していくということで良いのではないかというふうに感

じますけれども、いかがでしょうか。特に高田委員、いかがでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 その辺、どうぞ。 

 

○高田委員 

 東俣川の流量に関しては前から八島湿原とか、霧が峰湿原とか、そういうのが平たい

土地ですから、そこに降った雨はそんな急にどっと流れてくるということはないという、

その話しは前からあった。ですから、１００対９０というのは、私も松島(信)委員言わ

れたことと同じで、絶対値はちょっと分かりませんが、大きすぎるんじゃないか。それ

と、この今資料４の４で、計算４の４の４ページで、計算されている東俣川の流量計算

の場合の粗度係数の与え方が、砥川の下流の方で０．０３に対して、０．０４いうのが

妥当かどうか、東俣川の方は粒径が５０ｃｍとか８０ｃｍとか、そんな石が河床にごろ

ごろあって、こんな値で良いのか、私もちょっとよく分からないんですけれども、砥川

の下流の方は細かい礫で滑らかです。それに対して、東俣川の方は非常に大きな礫がが

らがらあるところで、０．０４は少し小さいのではないかという気がします。私も絶対

値が分かりませんが。その辺から東俣川の流量が大きく、実際の、計算ではああいう１

００対９０で出るんでしょうけど、実体を反映しているのかどうか、ちょっと疑問があ

ります。 

 

○宮地委員長 

 はい、今の話し聞いていると、これが違うとこの次の話しに入り難い。はい、どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 今の案は第３案なんですか、要するに２８０m3/s、２００m3/s が対立する。２つ案が

出まして、今のおっしゃっているよりも砥川本体の方が危ないんだと言うことですから、

まったく別の視点からの第３案と見るのでしょうか。そうではなくて、配分し直せば良

いというだけの話しなんでしょうか。もし第３案とすれば、部会からやり直してもらわ

ないと、突如ここへ出できてもらっても対応仕様がないというか。これ、いつまで、ど

こまで続くか分かりませんけれども、ずっと何回も新しいのが出て来ると、どこかでピ

リオドしないと、財政だって、他の案だって、検討仕様がないと思っています。そうい

うレベルでいうと、実は後で提案しようと思った点ですけれども、実は両部会に意見が

あるんですけれども、基本的なこと、検討していないことがものすごい多いんだと私は

思っているんです。そういうものをどこでどのように処理するか、ルールを定めないと、

場当たり的に、ずっと進んでいくと思うんです。 

 

○宮地委員長 

 あると思います。はい、高田委員、どうぞ。 

 

○高田委員 

 その点で大熊委員が先程、おっしゃったように、これで財政の問題を云々する必要ま

ではいかないと思います。つまり、砥川の場合の主な論点は医王渡橋から下流ですから、

上流の方の工事というのは、それ程たいしたものではない。ちょっと私も細かいことを
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言い過ぎているとは思うんですが、大筋、五十嵐委員が言われたような第３案までの話

しにはいかないと思います。 

 

○宮地委員長 

 そうですか。どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 部会長の立場で、結果的には、今、大熊委員と高田委員と同じ考え方なんですが、要

するに、今松島(信)委員がお話しになられたことは、私もそのことについては、非常に

よく分かりますし、第３回目の部会でもご発表になられた松島(信)委員のご意見も尊重

しているつもりでございます。ただですね、今日の他の資料も見せて頂きましたけれど

も、様々な問題が出ております。財政ワーキンググループの方で、昨晩も五十嵐座長中

心に８時過ぎまでやった訳でございますが、財政ワーキンググループの中で検討をした

結果の状況はですね、それが全てという訳ではないと思いますし、まだそれで発表され

た後、今松島(信)委員や他の委員からも先程意見が出ている。それは当然、出て来ると

思います。当然、出てくると思いますけれども、今の問題点は、要するに２００m3/s

の代替案ですね、つまり、ダムを造らないという代替案の中での話しなのか、それとも、

ダムを入れた２８０m3/s の話しなのか、いろいろ出て来ると思いますけれども、結果

的には砥川の場合は、今高田委員がおっしゃられたように医王渡橋から下流２．６ｋｍ、

これが問題。それから上流の問題については、先程松島(信)委員がお写真で示されまし

た１１ページ、木落坂の右側に発生している流れ、この地すべり、県のダム砂防課の方

でも、地方事務所と一緒にここの対応策等、既に調査に入っていると思います。個々の

問題はそういう調査に入っているということ、私も諏訪建設事務所、ないしは、諏訪地

方事務所の林務課等々に確認を致しまして、今の状況については対応していくというこ

とで、先程通常のパターンの中でそれぞれ対応していくというお話しをさせて頂いたか

と思います。それにこれも含まれている課題でございます。ですから、そこら辺の中で、

後、このご主張はご主張として、出てくる量２８０m3/s、２００m3/s、この中の土石流

が何％、水が何％、こういう問題点のところに今のお話しは行き着くのではないかと、

決して、松島(信)委員のご持論を否定するものではありません。ただそこのところの全

体での水量、洪水の時の２８０m3/s、２００についての、その変更するご論議ではない

というふうに私は理解するところであります。ですので、この２８０m3/a と２００m3/s

の中の土石流と水の比率の問題はあるにしても、その問題のことについて大きく左右す

るところではないんではないだろうかと、こういうふうに考えております。ですので、

松島(信)委員は松島(信)委員のご意見、また財政の中でお話しした後、多いに論議をし

て頂くとして、深めて頂くとして、財政が今出しております、詰めてきた問題のところ

に大きく左右する問題ではないんではないだろうかという意見を持ちます。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○石坂委員 

 松島(信)委員から今提案されたことを、この後、議論頂くと思うんですけれども、浅

川の場合でも適用するというか、考えなければならないことが出て来る訳ですけど、こ

ういうことです。先程ご説明頂きました河川改修単独案の基本的な考え方というところ

の第１ページのところに、基本高水の設定を新たに２００m3/s、河川改修単独案という

ものを基本にすると、その場合、その他の地点については、按分計算で流量について算

定すると、この按分計算で配分するということ自身が、はたして適当であるのかどうか
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ということに関わってくる問題だと思うんです。浅川の場合で言いますと、千曲川との

合流点が治水基準点４５０m3/sということで今までダム計画の根拠になってきました。

しかし、部会の議論の中で、最終盤ですけれども、勿論、治水基準点の基本高水そのも

のについても過大であるということと、設定し直すべきではないかということが出る中

で、ダムサイトでのピーク流量がそんなにないんではないかということが、むしろもう

すこし主要な問題として、問題提起されていまして、例え、基本高水を従来の設定から

設定し直したとしても、従来計画の各流れ込む支流とか、いくつかの主要な地点での計

画基本高水を按分で配分していくということだけで済むのかなあということは、雨量や

水位のデータをどこのものを採用しているとか、また話しはあちこち戻るんですけれど

も、限られた雨量、水位、浅川の場合は、流量計算はしていない、流量測定はしていな

い訳ですけれども、そういうものをどういうデータを採用して、より信頼できる基本高

水の設定に迫っていくのかということに関わってくる問題として、従来の計算した流量

計算のそれぞれの支川ごと、地点ごとのものを按分で配分していくということで、矛盾

は起こらないだろうかという問題に関わってくると思うんですよね。砥川の話しに戻し

ますと、その按分した結果で、今の１００m3/s、９０m3/s という問題が出てきて、そ

の按分した結果として、医王渡橋から下はダムを造っても造らなくても今まで通りとい

いますか、同じ２００m3/s を呑み込む河川改修をやっていくと、そういう意味ではこ

れからやっていこうとする河川改修の計画の中身は医王渡橋から下については変わら

ないということで、変わらない訳ですから、費用的にも変わらないんですけれども、こ

の案分計算で算定した東俣川の９０m3/s というものをどういうふうに解決していくか

ということになりますと、今日提案されておりますように、結局、拡幅、嵩上げ、引堤、

用地買収をするかしないかという問題に関わってくる訳ですよね。だから、２００m3/s

の基本高水、全体としての治水基準点２００m3/s というものを設定したとして、しか

し、砥川と東俣川のそれぞれの流量配分がこの１９０でいいのかどうかということを、

具体的に検討、検証していかないと、東俣川の改修計画がどうなるのかということに関

わってくる問題として、これは第３案ということではないと思いますけれども、河川改

修単独案と言われるものの、もう少し具体的な中身というものを実際にどう対応してい

くかということを検証する時に、避けて通れない、具体的な課題として、東俣川の改修

が今日の基本的な考え方で提案されている、これだけの拡幅、嵩上げ、用地買収を必要

とするのかしないのかということに関わってくる問題として松島(信)委員が提案され

ているのではないかと、私はそのようにお聞き致しました。 

 

○宮地委員長 

 私はこれ砥川と書いてございますけれども、問題、東俣も砥川も、ちょっと待って下

さい。東俣も砥川も両方併せた治水案だと思っております。ですから、その中に、東俣

のことも、砥川のことも入っていると、先程のお話しでした。問題は今言われたように、

河川の流量配分が、この違いが決定的であるとおっしゃるのか、或いはそういう両方の

河川を含めた改修案の中で、技術的に、具体的に施行する場合の話しとして処理できる

ものであるのかどうか、なんかそんな感じがするんでございますけど、今、幹事会の方

でお手を上げになっておりますので、ちょっとお聞きをしたいと思います。どうぞ。 

 

○幹事（諏訪建設事務所） 

 諏訪建設事務所ですが、本日提案した流量はですね、前回の検討委員会の按分でよろ

しいですかということで確認しております。それで、昨日のワーキンググループにおい

ても、こういうやり方でやりましたということは、これは基本高水ではありません。あ

くまで、短い期間の中で、試算をする、その資料ということでご理解頂きたいと思いま

す。当然、実施に当たりましては、詳細調査から解析していくのは当然でありますので、
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そのように理解して頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○松島(信)委員 

 そういう説明の時に、この前の検討委員会の時に、私はその点はまだ疑問があります

ので、もう一回、次に疑問点を出しますということを申し上げました。それで今日出た

訳です。 

 

○宮地委員長 

 そういう意味で、松島(信)委員のご意見は伺った訳でありますので、否定している訳

ではございません。それでいかがでしょう。これはもう検討委員会で判断をしていくの

が妥当であると、私は思うのですが、これを部会に返す訳にはいかない。既に、松島(信)

委員は、この意見を部会ではお述べになっておるし、それも報告の中にお考えになって

ご報告をお書きになっているんだろうと、私は思っておりますが、だから、報告で全部

いけという意味ではございませんが、改めてその点検討委員会で確認をしたらどうかと

思うんですが、今のお話し、どうでしょう、松島(信)委員ご主張はご主張として承って

おきますが。つまり、砥川を含めた総合的治水の中で考えている訳で、今の幹事会のよ

うに、この数字はどんぴしゃりで動かせないんだというのではなくて、やはり、もう少

し今の松島(信)委員の意見を尊重しながら、今日の案は多分、１００対９０でございま

しょうけれども、これから先の具体的な執行の場合になんか考えていくことが可能であ

ると、そういうふうな考え方があれば、それはいかがかと思うのですが、私ちょっと言

い過ぎましたでしょうか。どうぞ。 

 

○植木委員 

 幹事会の方は、幹事会なりに、きちんと前回与えられた仕事というか、任務をやって

きた訳ですね。それでこういうかたちで出てきたと、ですから、これはひとつの考え方

であって、今回松島(信)委員が出されたのは、更に認識を深めて下さいということです

から、これはこれで今後検討する上ではそれなりの対応をしていかなければならないん

だろうと、前回の話しでもそうだと思うんですが、これが多少変わったとしても、財政

ワーキンググループが大きく金額が変わるという訳ではないだろうという話しは多分

したと思うんですね。単位がかなり大きな単位ですから、結果的には、金額の差には大

きく反映しないというふうに理解している訳ですから、但し、松島(信)委員の考え方は

極めて重要であって、今後の検討する上では、それは十分に理解するということで私は

それでいいのではないかというふうに思っておりますけれども。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 私は今の幹事が言ったこと、非常になんと言いますか、残念で聞いておりました。と

いいますのは、今２つの出された案、これもしですね、松島(信)委員が２００、それと、

２８０、これについて異論があるならば、その数字を具体的に出して頂いた方がよろし

いと思います。それで、今言われたのでやりましたではなくて、少なくても、部会の結

論は２００と２８０なんです。この重みを今の幹事会の報告の中にはその言葉がない。

言われたからやったんではないんです。ここで決まったからやってきたんです。これは
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やはり、重みを持って取って頂かなければ、私はいけないんではないかと思います。そ

れからですね、それを出した時です、出した経過ですね、これはそれなりきに理由が付

いている訳です。付帯は。要するに、２８０については今までの基本高水の今までのや

り方で出してきた方法、それから、２００m３については疑似洪水の１６０、これは平

成１１年の６月３０日の流量であります。それに２５％の安全率を見て、２００という

数字を出してきて、こういうことで部会からも出ておりますし、この間の中でもっても、

この２００というのは、そういう根拠でなされてきたというふうに私は理解しておりま

す。そういうひとつの基準があって出されてきているものに対して、もし違うというこ

とになりましたら、２００の水がそこで、医王渡橋のところを流れる、２００m3/s 秒

の水の中に、土砂が何％、水が何％ということなら分かりますよ。その比率でもって入

って来る土砂、赤砂だろうが、黒砂だろうが分かりませんですけれども、そこの比率の

ことをおっしゃられているように、私は理解します。今の話しは。もし、それが、２０

０じゃなかったならば、もっと多いよ、ということだったならば、これは基本的にこの

２００と２８０m3/s の問題のことについては、やり変えなければなりませんので、全

部河川断面から作り直さなければならない問題だと思います。 

 

○植木委員 

 委員長、すいません。私は今の宮澤委員の説明は分からないんですが、幹事会は２０

０m3/s というものを重視して考えた上で、これを出しているのではないんですか。こ

れは単なる東俣川と砥川の配分の関係を。 

 

○宮澤委員 

 同じことをいっているつもりです。 

 

○宮地委員長 

 同じことだと思います、私も。つまり宮澤委員は２００m3/s か２８０m3/s かというこ

とを基本にしておられるんで、その中の流量配分ということはそれ程重大ではないだろ

うと、こうおっしゃっておられると思います。松島(信)委員はそれに対して、そこの点

はよく考えて欲しいと、こうおっしゃっている。そこの違いだと思います。皆様方の、

先程から植木委員もおっしゃったのは、そういうものが、２つの案をこれから考えてい

く中で、松島(信)委員の主張もひとつ考えてみる、考慮の中に入れていこうと、そうい

うことで済むというのならば、基本的に、先程２００と２８０の案をこれから討議をし

たらよろしいのではないかと、私は思う訳でございますが。つまり、２００を取るか、

２８０を取るかという話しではなくて、流量配分はこれからの先の話しで処理できる、

考慮の中に入れられると、こういうご判断を皆さんが頂ければ、議論は進んでいくと思

うんですが、いかがでございましょうか。松島(信)委員、それでご了解頂けますか。 

 

○松島(信)委員 

 結構であります。 

 

○宮地委員長 

 それでは長く掛かりましたが、砥川の方につきましては、基本的にこの２００と２８

０の案で、これから議論を進めていくと、こういうことで、はい、どうぞ。 

 

 

○浜委員 

 確認ですが、砥川につきましても、浅川につきましても利水の問題がございますが、
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これはどのところで議論をして頂ける訳ですか。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 利水点についても問題あることは承知しております。後で問題提起をさせて頂く。両

方共通しますので、とりあえず河川改修のフィジカルな面ですね、これについて確定し

て頂ければと思います。 

 

○宮地委員長 

 まだここでは非常に限られた話しになっていますので、そうご理解頂きたいと思いま

す。大分時間を取ってしまいました。 

 

○大熊委員 

 確認しておきたいんですけど、松島(信)委員の提案の６対４という比率によって、大

きく工費なんかが変わるようであれば、これは後でもう一度、再検討してみたいという

ことで、ここで１００対９０で決めたから後で変えられないということでないというこ

とで議論を進めて頂きたい。 

 

○宮地委員長 

 松島(信)委員のご意見を考慮するということはそういうことだろうと私も思っており

ます。ただ、基本的に２００対２８０は変わらないのでしたね。それは大変なことにな

る。はい、どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 次に浅川のことも報告してもらいますけれども、無限大にですね、また次の機会にま

た別の案が出てきて検討というのは、物理的にできないということです。それはなぜか

と言いますと、多分、かなり明示的な合意として、今月末までに答申すると、後ろが切

られているということですね。その間に日程がどう行くのかということになりますと、

恐らく今後３回です。財政の問題は、このレベルを遥かに超える大きな問題がたくさん

ありまして、基本的なところの案が動いていきますと、その次に検討機会ということに

なりますね。５月９日になると思います。その次に、またそれを受けて試算をするとい

うことは到底間に合わないということですので、後ろあることを決めて、できることと

できないことを大きく整理して頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 私も今日の会議に当たりまして、いたるところから、いろいろご質問とか問題が出て

きまして、その中に新しい問題もあるし、古い問題あるしいろいろあるんですが、やは

り、今五十嵐委員が言われましたように、まったく、この議論の途中で新しいことをお

っしゃられますと、大変困る訳です。それを重大なことなら受け止めざるを得ないんで

すが、そういう意味では、ひとつよくお考えを頂いて、ご意見を出して頂きたい。それ

は、皆さん方にお願いをしておきたいと思います。ですから、議論の繰り返しにならな

いように、実はいろいろな質問書の中には、いろいろ部会等で、いろいろ出てきた意見

も重なっておるように私は思っておりますけれども、それについても後程、申し上げま

すけれども、今の五十嵐委員がおっしゃられましたように時間的にも制限がある訳でご

ざいますので、ひとつその辺をご理解頂いて議論を進めて頂きたいと思っております。
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さて、それでは、砥川の先程の２つの案はもうこれから審議の筋は決まったと思ってよ

ろしゅうございますね。次に浅川のご説明を頂きますが、１５分位でできますか。説明

だけ頂いてお昼にしようかと思うのですが、お願いたします。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 それでは浅川の河川改修単独案につきまして、ご説明させて頂きたいと思います。ま

ず、お手元に配布しました資料２の２によりご説明したいと思います。同じものがパワ

ーポイントで写されますので、それによりご説明したいと思います。まず浅川の河川改

修単独案についてでございますが、この計画は、部会報告及び検討委員会の指示に基づ

きまして設計したものでございます。中でも基本的な事項でございます基本高水につき

ましては、大熊委員より指示を頂きまして、また、考え方、工法等につきましては、石

坂部会長の指示に基づき、事務局、幹事がお手伝いして検討したものでございます。河

川改修単独案の基本高水についてご説明します。まず第９回の検討委員会におきまして

指示されました流量は画面の通り、基準点で３５０m3/s、浅川橋上流で１００m3/s で

あります。その際の基本高水流量は画面の通りでございます。今赤く塗ってある部分で

ございます。その後、昭和３４年型の流出解析を尊重して、稲田～平成橋付近は１７６

m3/s、浅川橋付近では１３９m3/s とするよう指示がございました。その基本高水の流

量については、画面の赤く新たに色づけされた部分でございます。この基本高水流量を

元に、事務局の考えが極力入らないよう、コンサルタントに依頼し、断面の検討を行い

ました。断面の検討に際しまして、委員会等より画面の通りの指示を受け、部会の考え

方と相違がないかを確認致しまして、検討に入った次第でございます。基本としまして

は、断面が不足する場合は、新たな用地買収を考えないようにし、①としまして、基本

高水＋余裕高、浅川の場合は６０ｃｍでございますが、それが堤内地盤を超えるような

場合は胸壁、パラペット構造とする。②としまして、計画河床を下げて断面を確保する。

③としまして、護岸勾配を１割から５分にするなどして断面を確保するということでご

ざいます。上流部の土砂・流木等対策施設につきましては、①土砂対策として、市街地

より上流に小規模な土砂流出防止施設や沈砂池を設ける。②、ダムサイト周辺に、スリ

ットダム、或いは鋼製格子ダム等も計画する。これらが主なご指示の内容でございます。

先程もご説明しましたが、浅川本川のそれぞれの箇所の基本高水流量につきましては、

画面の通りでございます。現在の改修はダムとセットで計画されておりまして、ダムを

なくして、河川のみで流すことのできる流量につきましては、図の真ん中の欄の流量で

ございます。今回の代替案では、駒沢川合流点付近から下流は、真ん中の欄と同じ流量

でございますが、駒沢川合流点付近から上流については、一番下の赤く色づけられた流

量をご指示されましたので、その流量につきまして検討を行っております。続きまして、

詳細な横断図に入りますけれども、この横断図は駒沢川合流点より下流の標準的な横断

図でございます。一番上の図面が合流点付近、真ん中が直ノ橋上流部、一番下が未改修

でございますけれども、五反田橋下流の現計画の横断図です。代替案におきましても、

この部分は基本高水流量が同じでございますので、横断計画の変わりはありません。続

きまして、この横断図でございますけれども、駒沢川合流から上流部の現在、護岸工が

完成している箇所でございます。現計画の１６０m3/s に対しまして、１８０m3/s とな

るものですから、２０m3/s 分の流下断面が不足します。現在できあがっている護岸を

取り壊し、やり直すことにつきましては、経済的ではない為、不足する流量分、約２０

ｃｍの嵩上げで対応しています。上の清水橋上流付近の横断図でございますけれども、

これにつきましては、護岸の嵩上げで対応し、下の富竹大橋付近の横断図でございます

けれども、これにつきましては、パラペットで対応しております。左岸側は掘り込み河

道、左岸といいますと図面の左側でございますけれども、左岸側は掘り込み河道となっ

ておりますので、２０ｃｍの不足分のみの嵩上げをし、新たな用地買収は伴わない計画
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としております。続きまして、他力橋、平成橋付近でございますけれども、この横断図

の上は他力橋付近の横断図でございます。未改修部分でございまして、この地点の場合

は取水施設がございますので、基本的に縦断を下げず、先程の横断図同様嵩上げで対応

しております。下の横断図につきましては平成橋下流付近でございますが、現計画１０

０m3/s に対しまして、１４０m3/s の基本高水流量を流下させる為、河床を７０ｃｍ程

下げる計画になります。その為に、現計画は、護床工程度の改修で良いのですが、河床

を下げることにより、護岸の根が浮いてしまいますので、既設護岸を取り壊して新たに

護岸を造る必要がございます。続きまして、浅川橋付近でございますけれども、この横

断図は浅川橋下流部付近の横断図でございます。縦断勾配を変えずに落差工を取りやめ

て対応した場合でも河床を８５ｃｍ下げるのが限界です。ですから、８５ｃｍ下げまし

て、そこで更に護岸の勾配を１割から５分にすることで、この場合は対応しております。

今まで、各横断図について説明をしてきましたが、全体的な問題としまして護岸の嵩上

げ、河床の低下に伴いまして、橋梁の架け替えが必要になります。その他の河川許可工

作物についても、移設が必要になります。今回の検討に当たりましては、代表的な横断

のみで検討を行いましたので、精度の高いものではございません。また実施に当たりま

しては、詳細な検討が必要になると思っております。 

 

○幹事 （長野建設事務所） 

 次に上流部代替案を説明致します。上流には沈砂池、土砂流出防止施設、流木対策施

設を計画しております。下流の沈砂池でありますけども、沈砂池は委員会での指示もあ

り、南浅川と合流点下流に現地に建設可能なものを計画しました。沈砂池は浅川本川の

土砂堆積を極力押さえるもので、堆砂、土砂の搬出をする維持管理は大切なものであり

ます。次に、土砂流出防止施設としましては、浅川の中、下流域での土砂堆積を防ぐ為

に、浅川ダム地点に計画しました。施設の規模からある程度の土砂が堆積した場合、次

期洪水に備え、土砂の搬出は重要なものと考えております。次に、流木対策施設は土砂

流出防止施設の上流に計画しました。流木対策施設は洪水時に流下してくる流木を止め

る施設であり、溜まった流木は次期洪水時に備えて搬出致します。以上、３施設の規模

につきましては、詳細な調査、設計を行っていませんので、概略であります。以上です。 

 

○宮地委員長 

 説明は終わりですか。全部終わりですね。それでは、只今、浅川に関する河川改修単

独案についてご説明を頂きました。ちょうど１２時になるところでございますが、休憩

にした方が良いと思います。ちょうどきりがよろしゅうございますので、但し、今の説

明を忘れないで、午後の議論に入っていきたいと思います。また浅川の問題もたくさん

あるようにも思いますので、白熱すると思いますが、ひとつよろしくお願い致します。

何時までがよろしゅうございましょうか。そうですか。陳情があるそうなんで、昼食の

休憩を１時間取らして頂きまして、１時に再開をすることに致します。よろしくお願い

致します。 

 

＜昼食休憩＞ １１：５７～１３：００ 

 

○田中治水・利水検討室長 

 それでは、午後の部をお願いしたいと思いますので、席の方へお戻りを頂きたいと思

います。よろしいでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 それでは、始めますか。もうひとり、松島(信)委員が。始めましょうよ。では、ちょ
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っと松島(信)委員まだですが、すぐ、お見えになると思いますので、定刻でございます。

午後の会議を再開致します。午前中、砥川の方は、一応基本的に２つの案に基づいて、

これから検討していくということは確定した訳でございますけれども、浅川について、

河川改修単独案のご説明を頂きました。それで、只今から、浅川の案について、いろい

ろご意見、ご質問を頂きたいと思いますが、ちょっと午前中の教訓に鑑みまして、ちょ

っと申し上げておきたいことは、これからまず第一にお願いしたいことは、県がこう出

しました河川改修単独案ともうひとつ、元からのダムあり案がございます。そういうも

のを元にして議論をしていって良いかどうか、そこにどういう問題があるかと、そうい

う意味にご議論を限定して頂きまして、それぞれの案に対する賛成、反対、そういうご

意見はちょっと後程に回させて頂きたい、そう思っておりますので、よろしく、その辺

をご了解頂きまして、ご意見を頂きたいと思っております。石坂委員、どうぞ。 

 

○石坂委員 

 午前中の最後に浅川の河川改修単独案の基本的な考え方と事務局で検討して頂いた中

身についてご説明を頂いた訳ですが、ご説明の最初にもありましたように、私も浅川部

会長として、その検討をお願いした立場ではありますが、そういう立場であるけれども、

ご説明を頂きましたことの中に若干の疑問、ご質問がありますし、また考え方について、

きちんとさせて頂きたいということがありますので、その２点について発言させて頂き

たいと思います。ひとつは、午前中の砥川の考え方と同じ考え方に立った場合、砥川の

場合で言いますと、医王渡橋より下流は、２８０m3/s の今までの基本高水の設定から、

２００m3/s に設定をし直した場合であっても、河川が呑み込む流量は２００m3/s であ

って、河川改修の中身、計画については、基本的に変わらないということについて確認

をされた訳ですが、その考え方で浅川の河川改修を考えていきますと、今までの基本高

水の設定が、４５０m3/s、今回設定し直して、３５０m3/s、ダムで１００m3/s カット

する訳だった分は、基本高水の見直しの中でいらないというのが、河川改修単独案の考

えになりますが、そうしますと進捗状況が今、河川改修約８割という状況の中で、今の

委員長が最初に申されましたように、細かい点をおいてということですが、基本的には、

８割の河川改修が終わっているところは、３５０m3/s が呑み込める流量での河川改修

を進めてきている訳ですから、基本的な手直しはいらないというのが、私は砥川の場合

と照らして言えることではないかと思うのですが、この間、事務局にいろいろご苦労頂

きまして、それから、私もお願いをしまして、お聞きして来る中で、先程のご説明でも

そうなんですけど、のはずですが、８割河川改修が終わってきている部分についても例

えば、橋の架け替えとか、かなりの手直しが必要であるようなご説明がありますので、

浅川はどうしてそうなるのかということが、大きな疑問として残っているということが

ありますので、教えて頂きたいというのが一点目です。２点目は、先程のご説明の最後

の方で、河川改修単独案にまつわる総合的治水の考え方の中で、ダムによらない治水対

策ということですので、小規模な沈砂池とか、土砂、流木対策の施設的なものも必要で

はないかと、そういう案は出ておりまして、そのご検討もお願いをしました。しかし、

それはあくまで小規模ということだけでありますので、ちょっとここに入っている数字

は、こういう形ということであれば、結構なんですけれども、小規模という規模の感覚

というのが、１７ｍとかというのが、小規模に値するのかというのはとても疑問があり

ますので、それから、森林ワーキンググループとの作業の絡みの中で繰り返し私は検討

委員会でも部会の中でも申し上げてきているんですけど、上流域の森林の整備といくつ

かの手立ての中で、例えば、流木を食い止める施設というのが最終的に本当に必要なの

かどうかということは、全体の絡みの中で検討していくべきことであると思いますので、

今ここに１１、１２、１３ページに詳しい図が断面とか書かれておりますけれども、こ

ういう規模のこういう形の、こういう施設というものが、なければならないのかという
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ことについて、総合的な今後の具体的な詰めていく検討の中で、再検討をお願いしたい

というふうに思っています。以上２点です。 

 

○宮地委員長 

 実は、私ちょっと先走って言っちゃったのかもしれませんが、浅川のことについてお

話しを頂きましたが、五十嵐委員の方から、何かご発言ございますか。 

 

○五十嵐委員 

 浅川について財政ワーキンググループで検討する上でいくつかの問題点になった点が

ございます。ひとつは基本高水の設定について、確か、部会では、３３０m3/s を前提

とした公聴会をやっているようであります。今回、検討委員会にきまして、３５０m3/s

で検討しておりますけれども、その間にそぐわはないと、検討委員会の３５０m3/s で

やってよろしいというふうに了解してよろしいのかどうかというのが第１点です。第２

点は、それに基づきまして、具体案が出てますけれども、具体案についてそれぞれそう

いう対応が適切なのかどうかということについて、様々な対応があり得るのであれば、

はやく出して頂きたいということが２番目です。３番目に、先程の冒頭で浜委員の意見

とも関連しますけれども、それを含めて、適切にこれを実施できるのか、財政の費用を

除きまして、法的にも、具体的に実際に実施できるのかどうかという３点について、合

意頂ければ、その上でそれに基づいた数字を発表させて頂くということです。今のとこ

ろ出戻りがありますとですね、いわば砂上楼閣になりますので、それぞれ注意深く検討

して、できるだけ合意を調達して頂けると有り難いということです。 

 

○宮地委員長 

 はい、只今かなり五十嵐委員の方から基本的な問題についてご提案がございました。

また、後で申し上げるとして、その他に実はこの浅川、特に浅川の問題に関係しまして、

本日、ご覧の通り資料がたくさん出ております。例えば、浅川部会の内山委員、それか

ら鷲澤特別委員、砥川部会の林委員、いろいろなものが出ておりますが、こういうこと

を、宮澤委員からも出ておる訳でございます。竹内委員も出ております。そういうこと

がございますけれども、ですから、その中でひとつ先程申し上げましたように、ダムあ

り案とそれからダム無し案、それぞれ賛否の問題でなくて、基本的に関わるところがご

ざいましたら、むしろ先に出して頂いたほうがよろしいかと思いますが、ちょっと、そ

の辺、まずその話しをしておかないと、また話しがこんがりそうな気がしますが、いか

がでございましょうか。はい。 

 

○松島(信)委員 

 部会の方で、上流の猫又の改修は、はやくやってくれないと危険だというのが、非常

に強かったように記憶しているんですけれども、それはこれの中に入っておるんでしょ

うか、この案の中に。２番の説明では入っていないんですけれども。 

 

○宮地委員長 

 幹事会、お答えできますか。はい、お願いします。 

 

○大口河川課長 

 五十嵐委員との話しの中で、川に触るやつで、後、先程お話ししましたように、副次

的なものについては、実施をする段階で、詳細をかけてやりなさいという指示を頂いて

おりますので、そういう方向ですから、今の計画の中には入っておりませんけれども、

実施をする段階では、そういうことも、長野市も調査をかけてやっておられるようです
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し、そういう意味でやるということです。だから、今の計画の中には入っていませんけ

れど、要は試算の中には入ってませんけれど、実際にはやるというご理解で良いと思う

んですけれども。 

 

○宮地委員長 

 よろしゅうございますか。それではちょっと、その基本的なところに限らせて頂いて、

いろいろ問題点を出して頂きましょう。藤原委員、先に手を挙げられましたので、恐れ

入ります。 

 

○藤原委員 

 先程、河川改修単独案について、というのを説明して頂いた中に、先程も石坂委員が

ちょっとおっしゃってましたけど、１２ページのところの土砂流出防止施設というのを

ダムの予定地のところに、こういうような大規模な土砂流出防止施設を作るというよう

な案になっているようですけれども、私達が部会でもって、話しあったのはむしろ、上

流の森林の整備をすると、そして森林の整備のなかには、例えば、治山工事ということ

で、いろいろなやり方がある訳です。山腹工、渓間工だとか、床固めだとか。そういう

ようないろいろなことでやることによりまして、森林の整備をしながら、しかも治山工

事をやりながらやれば、こういうような大規模な土砂流出防止施設なんていうのはいら

ない訳ですよ。ですから、これが、どうしてこんなものが入ってきたのか、私達の中で

は、むしろ緑のダムとして森林整備をしましょう。そして森林整備でしかも、ダムの上

流のところの開発というものをできるだけもう一度見直して、必要でないものについて

は、むしろそれを復元していくというような形もとれるのではないか。それから、森林

の整備をすることによって、むしろ保水力もこれ以上増やすこともできるのではないか、

そういうようなことで、治山工事なんかでもこういうふうな、これは林野庁が出してい

る治山工事の話しというパンフレットですけれども、こういうようないろいろなやり方

をやることによって、小規模に分散させて治山工事をすることによって、そういう意味

では環境にも負荷を与えない。そういうようなやり方でやろうというふうな提案をして

たんですが、急にここのところで見ると、こんな大きなものをですね、しかも、ダムの

予定地のところに造るという、何かあてつけみたいな案で出てきているんです。ちょっ

とこれは理解できません。 

 

○五十嵐委員 

 浅川部会報告書及び検討委員会結果で、藤原委員の理解のように、まったくいらない

んだと、森林の整備すれば良いんだというふうに理解するんなら、それは撤回致します。

それでよろしいんですか、本当に。 

 

○藤原委員 

 私は十分だというふうに思っております。 

 

○五十嵐委員 

 あなたが良いかどうではなくて、部会の意思としてそう受け止めてよろしいんでしょ

うか。 

 

○宮地委員長 

 今のお話しは、私は基本的なところでの、つまり、３５０m3/s 案と申しましょう。そ

れの中身の問題ではないかと、私は理解するんでございますけれども、今、私がお願い

しましたことは、それと、３５０m3/s という話しの中身に立ち入るよりも、３５０m3/s
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と４５０m3/s、その両方の案を基準にして、ものを考えていっていいかということを私

はお願いしたつもりなんですけれども、ですから、藤原委員のご意見は、３５０m3/s

の中でもここの点はこうした方が良いというご意見のように私は承ったんですが、そう

思ってよろしゅうございますか。はい。 

 

○藤原委員 

 これについての意見です。 

 

○宮地委員長 

 その中のご意見だと、私承っております。 

 

○五十嵐委員 

 ３５０m3/s を前提として、このような砂防ダムはいらないというふうに部会の報告と

して、前提に受け取ってよろしいんですか。代替案についても全部言って欲しいんです

よ。 

 

○宮地委員長 

 五十嵐委員その話しはもうちょっと進んでから話しを付けた方が、私は、皆さん分か

りが良いんだろうと思うんです。そうなるともっとその前の段階があるかも分かりませ

んので、はい、竹内委員、いかがでしょう。 

 

○竹内委員 

 今の話しはですね。浅川部会の報告書の中に、代替案の主張した中に入っているんで

すよね。小林委員が主張になってやられた中に入っているんですね。ですから、財政ワ

ーキンググループとしても、それは試算をして然るべきだろうということで、申し上げ

たということでありまして、ですから、部会報告を受けて、やったということで私は理

解しますし、また他の浅川の委員さん方もその辺が認識が違うのであれば、またしっか

り論議をしなければいけないと思いますけど、報告書はそうだという理解でいます。そ

れから、それに関連しまして、所謂、土石流の関係について、どうするんだということ

も、一方では部会では論議があった。ですから、今猫又池の話しもありましたけども、

猫又池が逆に決壊した場合ですね、防ぐ効果があるのかどうかというところまで話しは

ありました。経過として。ですから、そこは一致点としてはなかなか難しいのではない

かと思います。と同時にちょっとこれはお聞きしたいんですけど、この流木対策施設や

土石流防止施設を造った中で、例えば大規模な土石流災害が起きた時に、破水した時に

防げるのかどうかということについては、代替案の今回、設計する時にそれについては

検討されて、高さを決めたのかどうか、そのことをひとつ確認しておきたいということ

と、それから３ページでですね、基本高水合流点で３５０m3/s で、五反田橋付近まで

参りまして、新めがね橋から上については１８０m3/s、ですから、３３０m3/s の部会

でいうと、既往最大に基づく対応ということでやってきたのが、このところで変わる訳

ですね。これについて、例えば、ひとつの河川の中で、こうして基本高水が流域によっ

て変わるということについては合理的に判断して、河川整備計画を策定の時に認可にな

るのかどうか、この点を県としてはどう考えるのかということを確認をしておきたい。

後の方で３５０m3/s、そのものについても、同じことを後の方で論議になると思います

ので、とりあえず今のところで、それをお聞きをしておきたいということです。それか

ら、４ページの③、護岸勾配、例として１割から５分にするということで、これは、で

すから、護岸勾配がかなり急になるということになる訳ですけれども、これについては

ですね、安全上の対応として、国土交通省なりが求めている多自然型の川作りという観
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点からしますと、例えば、人がそこに落ちたりした時の対策としては、それは大丈夫な

のか、基準として、その点もちょっと確認をしておきたいというふうに思います。以上

２点について、県の見解をお聞きをしたいと思います。作った立場も含めて。 

 

○宮地委員長 

 まだ、基本的なところあると思いますが、どうでしょう。他に。 

 

○石坂委員 

 ちょっと、すいません。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○石坂委員 

 先程の繰り返しになって恐縮ですけれども、今竹内委員のご発言の最初の部分で報告

書に土砂流出防止施設を計画するというのがあるんだというお話しですけど、一般論と

しての言葉はありますけど、あくまでも小規模な、というふうに言っておりますので、

その小規模な、という提案がこういう形になるかどうかということにつきましては、先

程委員長が言われた３５０m3/s のその枠の中で、今後具体的に詰めていくということ

で、この設計図といいますか、これが提案しているものに一致するのかどうかというこ

との検討は必要ということで、先程申し上げていますのでお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 今後詰めていくと、いつ、誰が、詰めるんですか、それをはっきりさせて下さい。 

 

○石坂委員 

 はい、すいません。それは９日までに詰めればいいと思うんですけど、そういうこと

言い出せば、砥川の先程のもね、２００m3/s を認めた中での考え方でやっていくとい

うことで、それ以上の個別の詳しい対応についての議論はしなかったと思うんですよ。

それを言い出しますと、例えば、浅川も今の土砂流出、流木対策だけでなく、遊水地の

話しとか、いろいろな話しが出てきますので、そこまで今日やるのかどうかということ

も、では委員長に諮って頂きたいと思います。 

 

○五十嵐委員 

 誰がということも答えて下さい。部会に差し戻して、部会でやるのか。或いは部会長

がやるのか。或いは県の土木部と誰かがやるのか、それを決めてもらわないと財政はま

ったく動きません。そういうことです。 

 

○宮地委員長 

 多分、五十嵐委員がおっしゃっていることは、ここで何かやって、それは部会に持っ

て帰る必要があるという話しになると、これは何を計算しても無駄になる、無駄という

のは言い過ぎかもしれませんが、大変なことになる。それで、その辺をどこがどう判断

するかということをはっきりさせてくれということをおっしゃっているんだろうと思

います。私の考えを先に言うのは、あれですか。部会の方で一応議論をなさった上で報
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告書をお書きになっている訳ですから、それを私どもが基にして、検討委員会がひとつ

の判断を下す段階にあるんだろうと、私としては思っておるんです。但し、その判断が

部会の報告と非常にずれておるというようなことがございましたら、ご注意頂かないと

いけないんですが、この範囲内で収まるということは、部会、特に検討委員会から部会

に出ておられる委員の方がご判断頂けるならば、それは検討委員会の議論として十分成

り立ちうるんだろうと思っておるんですが、その辺、例えば、ここでの検討委員会の結

論、ある方向を考えたとして、それは、もし部会の話しに出ていなかったようなことが

盛られるようだったら、これは部会に戻さなければいかんということもあると思うんで

す。ですから、その意味で、例えば、先程の竹内委員がおっしゃった基本高水が変わる

のかという話しがございましたね。そういう点はちょっとここではっきりさせておかん

といかんのだろうと思うんです。或いは、それに対する考え方というのを、統一を取っ

ておく必要があるんではないか、そういうふうに私は思うんでありますが、そういう点

がまず一番最初になりまして、それから後の例えば、今の沈砂池をどこへどの程度の規

模を造るかというようなことが、先程の松島(信)委員のお話しと同じように、その枠の

中で考えられるということならば、それはまた改めて財政の方でも、それを頭において

試算をして頂く、そういうことで私はいけるんではないかと思うんですが、どんなもん

でございましょうか。はい、高田委員。 

 

○高田委員 

 沈砂池の問題、確かに大きな構造物という印象があります。それで砥川の場合、部会

には最初に沈砂池、流木防止は、話題になりました。公聴会の時にも話しがあったんで

すが、砥川の場合は天井川で、上流から大量の土砂が流れてくるんですが、それが川自

体が必要とする土砂を止めて、残りは全部諏訪湖へ流してしまう、そういう形で、河床

が維持されているということは、砥川の状況をみるに非常に大事なことです。浅川の上

流で土砂全部止めてしまったら、河床勾配のうんと大きいところ、駒沢川の合流点から

ずっと上の方、あそこは河床が維持できなくなる恐れがある。それで、大きな土砂災害

的な土石流を止めるというのは悪くないんですが、中小洪水の場合、上で止めてしまう

と、これは河川を維持する上で、逆に障害になるんではないかと思うんです。この辺の

ところ詳しくないんで、県の方の見解、或いは大熊委員の見解を聞いてみたいと思うの

ですが、いかがでしょうか。だから、ちょっと話しが外れてしまうのですが、五十嵐委

員言われたように、このダム、相当な金額の代物ですんで、ちょっと無視できないので、

土砂止めいうのは、悪くないのですけど、ここまでいるかという、これは藤原委員が言

われた内容と類似ですが。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○大熊委員 

 上の流木止めスリットの入ったものは、それなりに私は必要だろうというふうに思い

ますけれども、この砂防ダム、土砂流出防止施設というのは、やはり今、高田委員が指

摘したような、上流からの土砂の供給がなくなった場合、下流での侵食、河床低下の問

題なんかも、あり得ることだと思いますし、すこしこれは大きすぎるかなという感じも

致しておりまして、我々、部会でここまで共通認識があったとは、ちょっと考えられな

いなということで、この土砂流出防止施設というのは、少し対象から外した方が良いの

ではないかというふうに私も感じております。 
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○宮地委員長 

 どうでしょう。今、河川改修単独案のかなり中身のところに入っているように思うの

ですが、それ以前に、やはり、先程の話しと同じように３５０m3/s という高水量での

河川改修案、大枠、中身に入らないとちょっと難しいのかもしれませんが、それと２つ

の案でいって基本的に問題ないだろうか。後の今の土砂防止の話しとか、勾配がどうで

あるとかいう話しは、かなり技術的なものだというふうに私は思うんでございますけど、

それ以前のもっと基本的なところで、五十嵐委員が冒頭でおっしゃられたように、３３

０m3/s は部会で考えたこと、３５０m3/s は検討委員会でやったことだと、これでよろ

しいかという点にすこし問題を絞って頂けませんでしょうか。その方が僕は問題のあり

かをはっきりすると思うんですが。どうぞ。 

 

○石坂委員 

 今の点について、浅川部会長として、部会の議論の到達点を取り纏めた立場から発言

させて頂きたいと思います。公聴会は３３０m3/s で住民の意見を聞いたのではないか

というご意見については、その通りです。しかし、３３０m3/s で公聴会に図ったのは、

経過がありまして、簡単に言いますと、基本高水の議論が部会の中で、集中的に行われ

たのは終盤になってからでした、残念ながら。公聴会もその点で、大事な問題が煮詰ま

らない為に当初予定しておりました３月９日を２１日に延ばさざるを得ないという状

況でした。その中でダムによらない河川改修中心の対策案の基本高水の考え方につきま

しては、既往最大をひとつの基準として考えていこうという案が、住民側の提案として

出されました。その既往最大を基準にということを、今いろいろ出ているデータなどに

照らし合わせて数字を出すとすれば、それは昭和３４年洪水の３３０m3/s 相当ですよ

という、事務局のアドバイスがありまして、公聴会で一方の４５０m3/s に対して、数

字がないものを公聴会に掛けられないからという、そういう事務局のアドバイスと併せ

て、３３０m3/s 相当ということを記載して公聴会をやらせて頂いたというのが、公聴

会の時点での到達点です。その後、基本高水について更に議論がありまして、状況から

言いますと、最終部会を含めて、最終盤で、基本高水の考え方、検討の仕方について、

いくつかの問題提起がされたまま終わったというのが、実は部会の最終盤の状況です。

今日、浅川部会の特別委員でありました内山委員から詳しい意見書が上がっております

のも、実はそういう点でありまして、これは先程午前中にも砥川の例で、私が発言させ

て頂きましたけれども、治水基準点のピーク流量、基本高水をどう考えるのか、それに

関わっての各流域の流量配分を按分でやっていいのかどうかとか、そういうことにも関

わってくる問題にもなりますし、浅川の場合はダムサイトから上と下で、上は、簡単に

言いますと、そうはいっても森林率７２％、下はコンクリートで固まって、都市化が急

速に進んでいる。しかも千曲川との合流点で水門を閉めたりいろいろな問題があると、

内水災害の問題もあると、そういう状況の中で、ダムサイトで１００年に１度、１３０

mm 日量の雨が降った時の予想される計画ピーク流量１３０m3/s というのは過大ではな

いかということも、内山委員の方から、平成７年７月の洪水のデータを例に、提案、発

言がありました。以上のことから基本高水については、もう一度、例えば、雨量観測所

を城山のものでティーセン分割法でやる方式で良いのかどうか、データの取り方、雨量、

水位、流量等のデータの取り方等を含めて、基本的に見直すべきだ、細部検討を根本か

らやり直すべきだというのが、今日内山委員が出されております意見書の主な趣旨です。

そういうご意見も強力に出ましたし、今までのいろいろな議論の経過から１０パターン

を、１０の降雨パターンを取って、そこから４５０、一番計算結果として多く出たもの

を採用して算出した、今までの基本高水４５０m3/s ではない、基本高水の算定をする

べきではないかという、いろいろな意見が、既往最大を取るべきではないかとか出る中

で、最終的には、基本高水の設定については、議論半ばにして部会を終わらざるを得な
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いことから検討委員会にその決定と検討を委ねたいというのが、浅川部会の結論だった

と私は受け止めています。ですから、部会の到達点の報告書と致しましては、基本高水

について、そのような記載にさせて頂きまして、最後の終わりのところにも、そういう

部分について記載をさせて頂きました。よって結論から言いますと、浅川の基本高水に

つきましては、検討委員会で決めて頂きたいと、私は専門家ではありませんので、３５

０m3/s が良いのか、３３０m3/s が妥当か、それは分かりません。前回の検討委員会で、

以上の議論の経過もご存知の大熊委員からもアドバイスもありまして、検討委員会とし

て３５０m3/s を取っていこうとが決まったという経過だと、私は受け止めております

ので、浅川の基本高水については、検討委員会で決めて頂き、それを採用していくとい

うことでお願いをしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 今、部会長からそういうご意見でございますが、そうすると、いかがでしょう。特に

これは浅川の部会に出ておられた検討委員会の委員にも是非ご意見を伺いたいんでご

ざいますけど、そういうことは、少なくとも、皆さん方、検討委員会から出ていた浅川

部会の委員のご判断として取ってよろしゅうございますか。部会長の言っていることに

疑問を挟むというつもりはございませんですが、念の為にと思っております。はい、竹

内委員、先にお挙げになりました。 

 

○竹内委員 

 集約としては、部会長言われた通りだと思います。ただ、最後の第１３回の浅川部会

で一応集約として、それぞれ賛否を取った上で、部会長の方から言われていることがあ

りまして、何らかの形で検討委員会からご説明を頂く、或いは、意見交換の場を持って

いくという形でいいのではないかというご意見ですと、そういう意見があったというこ

となんですが、それについて一定のことを前の検討委員会でも確か言われていると思う

んですけど、この場所で言われていると思うんですけど、そういうものを配慮していき

たいと言われているんですよね。私はこの検討委員会で議してもらえばいいことなんで

すが、新たに具体的な代替案というものが示されて、それで全体がいくということにな

った時に、全体というか、ひとつの代替案でいくということになった時に、既存の、例

えば、既に改修済みのところについても一部弄るという問題も出てきますし、或いはこ

れまでの計画について、上流部についても構造的に変わってくるということについての

今まで地元説明したのかどうかわかりませんけれども、そういう問題も絡む。或いは、

先程の上流部におけるいろいろな問題について、流木の防止対策とか、土砂対策とか、

そういうものについての認識についても、まったく論議されてないということからする

と、石坂部会長がいつの段階でそういうことの処置をしていくのか、或いはしないのは、

そのところがやはり、問題にはなっていくだろうなという気は致します。ただ、それは

論議をして頂ければ良いと思うんですけれども、ですから、そういう意味でいくと、限

りなくその辺のところの過去の経緯がいろいろな複雑な問題だけに微妙なのかなとい

う感じがしますけれども、そこは部会長どう考えているのかということをお聞きしたい

のですが。 

 

○宮地委員長 

 藤原委員、先に。 

 

○藤原委員 

 基準点が３５０とか３３０とか４５０とかいう話しの前に、どうもよく分からないの

で、大熊委員に説明して頂きたいのは、１００分の１の確率でやると、１３０mm で、



 34

その時に浅川ダムの予定地のところで１３０m3/s ということでしたよね。ところが、

浅川部会で内山委員が平成７年７月の時点で１５４mm の雨が降ったのにも関わらず、

浅川ダムのところでは、多分、５４m3/s くらいしか流れていないんだということなん

ですね。そうすると、そこら辺のところの理解ですよね、１５４mm というのは、１０

０年に１回の確率よりも降っている訳ですよね。確かに９時９時ではなくて、２４時間

というふうになるかもしれませんけれども、この場合関係ないと思うんですよね。要す

るに１５４mm の雨が降ったのに、浅川ダムの予定地のところで５４mm しか流れていな

い。するとひとつの理解の仕方というのは、私なりに理解をすれば、やはり、浅川のダ

ムの上流のところ森林の貯留能力というものが相当機能しているんだというふうに思

っているんです。ところが、基本高水の計算の時には、１００分の１確率で１３０mm

降った時に１３０m3/s 流れると、それで１００m3/s カットして３０m3/s 流すというふ

うなことが、ずっと通っちゃっているんですね。事実をどういうふうに押えたらいいの

か。そこのところはどういうことなのか、説明をして頂きたいのですけれども。 

 

○大熊委員 

 先程の４５０m3/s を出したものは、昭和６１年でしたかね、６１年パターンだったと

思うんですけれども、あれは何度も申し上げておりますように、１１時間に６５mm 降

ったものを１３０mm に引き伸ばして、１１時間で１３０mm 降ったというパターンで計

算している訳ですね。そうすると、そういう計算であれば、ダムサイト地点で１３０m3/s

くらいの流量になるだろうと。平成７年の１５４mm という降り方は確かに１３０mm よ

りは多いんですけれども、あれはやはり、２４時間くらいに渡って１５４mm 降ってい

る、そういうパターンで、ところどころ高いのがありますけれども、比較的平坦に降っ

ているパターンだったと思います。そういう中で５０とか６０m3/s とかいう流出にな

っているのかなというふうに感じます。ここで私が提案している、昭和３４年型という

のも、１３０mm と言うことなんですけれども、これも比較的２４時間、１日に渡って

比較的降っていて、最後の方に集中的に降るパターンで出しております。この３４年型

の場合はダムサイトで９０m3/s という数字です。私が降雨パターンを眺めていて、３

４年型というのが完全に棄却できるかどうか。私はその６１年の１１時間１３０mm と

いうのは、これは私の解析の中でお示ししたように、これは１００分の１確率よりも小

さな確率、２００分の１、或いは３００分の１のようなものになっているだろうという

ことで、棄却すべきではないかと考えました。昭和３４年のがそういう観点から棄却で

きるかどうか、考えてみたんですけれども、どうしても棄却、完全に論拠を持って棄却

できないということで、私はこの３４年型というものを尊重して、これをベースにした

基本高水案を候補として挙げたということでございます。 

 

○藤原委員 

 この計算値と実測値の開きというものに、これは今日の内山さんの資料５の１の５ペ

ージのところなんですけど、資料５の１の５ページ、これは内山さんが宮地委員長と大

熊委員に出している文書です。それの５ページを見ますと、真ん中のところですが、内

山は第１１回部会の参考資料１ページで計算値は実測値で検証し、修正しなければなら

ないと指摘したと、そしてここのところで、今先程読み上げましたように、１００分の

１の確率だと、現実に降ったのは１５４mm 降って、それで５４．６m3/s しか出ていな

いと、これは１３０m3/s 出るといっているのから考えると、随分少ないではないか、

このことについて、計算値と実測値の開きについて、見解や所見らしいものを表明して

いないというふうに言われているんですが、これについていかがですか。 
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○大熊委員 

 先生がおっしゃるように上流の森林とか、そういう問題もあるかもしれませんけれど

も、その辺をちょっと置いときまして、降雨パターンから見た時に、何度も言っており

ますけれども、この１００分の１確率ですけれども、１３０m3/s という値が計算され

ているものは１１時間で１３０mm 降ったパターンです。この平成７年７月のはかなり

幅広く、２４時間くらいに渡って１５４mm が降っているパターンです。３４年型とい

うのも１３０mm 降っているパターンですけれども、これも１００分の１ということに

は変わりない訳ですけれども、比較的２４時間で降っていて、後半に集中するというパ

ターンで計算されていて、それは９０m3/s です。ですから、雨のパターンによって、

流量は変わってくるということで、その時に、１００分の１という確率を考えた時に、

１１時間で１３０mm 降るのは、１００分の１かということに関して、私はそれは１０

０分の１ではないんではないかということを申し上げている訳です。３４年型のパター

ンはやはり、１日で１３０mm 降っていますけれども、これが１００分の１の確率であ

り得るかどうかという時に、私は有りそうだというふうに感じたということなんですね。

棄却できなかったということは。そういうことです。ですから、雨の降り方によってピ

ーク流量が変わってきているんだということが私の理解であります。 

 

○宮地委員長 

 松岡委員、どうぞ。 

 

○松岡委員 

 今の平成７年でしたっけ。平成７年１５４mm 降っているというのは飯綱の雨量観測所

なんですよね。１３０mm というのは流域の平均値な訳なんです。やはり、基本的には、

山に近い方が雨がたくさん降る訳なんです。飯綱の雨量観測所というのは、時間雨量で

言うと、平成６年あたりから１３年までだと８年くらいですか、年最大２４時間雨量と

いうのは持っている訳ですね。その中で見ますと、２回くらい１００mm 超えている訳

です。その８年間位の中で、我々みたいな、なんと言うのか、素人に近い、同じ土木屋

でも素人に近いものが、手計算でプロットしてやれば、８年分のやつを対数正規確率紙

あたりにプロットして何年確率か見ることになる訳です。それでいくと、やはり、１０

０年遥かに超えているということには実はならない訳です。多い雨の飯綱観測所のデー

タをそれよりも小さいところへもってきてやれば、当然のことながら、リターンピリオ

ド、何年に１度というのは、でかくなるのは当たり前のことなんですが、飯綱観測所だ

けのデータからしますとですね、今１５０年とか２００年に１度にはならないんで、そ

れはですから、先程大熊委員が言われた雨量のパターンの問題と降った位置がどこかと

いうのをですね、やはり、山に降った雨のデータを平地の観測所のデータに合わせて評

価しようとすると、どうしてもやはり、なんと言うんでしょうか、錯誤みたいのが生じ

るのではないかと思うのですが。 

 

○大熊委員 

 基本的には、松岡委員、僕は１３０mmという雨は、ダムの上流域に降らせているとい

う形で計算しているんだから、同じことだと思うんですよ。１４０mm 降らせて計算し

た結果と、１５４mm 降って出てきたのと、ダムより上流に降らせていることには変わ

りはない訳ですから。 

 

○松岡委員 

 勿論なんですけど、その１５４が、２００年に１度かという話しになった時には、そ

れは違う。 
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○藤原委員 

 何年に１度の確率だからという話しは、僕はちっとも出していません。要するに１３

０mm 降れば、１３０m3/s の水が流れると言っているんだけれども、現実には１５４mm

降ったのに５０何 m3/s しか出ていないというのはどういうことですかということを言

っていまして、僕の方は、決して１５４が何年確率の雨だというようなことは言ってい

ません。 

 

○大熊委員 

 この資料、皆さん持っていないかもしれませんけれども、何度も出ていると思います

けれども、平成７年７月の降雨パターンは、１９．５mm といったようなピークがあり

ますけれども、大きく３つのピークがあって、だいたい２４時間に渡ってずっと降って

いるパターンです。それに対して、１３０m3/s を計算している昭和６１年降雨パター

ンというのは、１１時間できゅっと降っているという形で計算しています。ですから、

このパターンだと１３０m3/s か１１０m3/s か１６０m3/s か分かりませんけれども、そ

の辺の値が出て来るだろうなというふうには感じます。先程から何度も言っていますけ

れども、昭和３４年型というのは、それがもうちょっと２４時間全体に渡って、最後に

どっと降るパターンで降っていて、これだと９０m3/s くらいで、これは１００分の１

の確率でありそうだなという判断であったということです。 

 

○宮地委員長 

 大分、細かい話しになってきているような感じがするんでございますけれども、藤原

委員のおっしゃっていることは、内山委員の資料が今日出ております。これについてご

説明しますと、４月の上旬の段階で、内山委員から私はこういうある意見を持っている

から、この検討委員会で説明させて欲しいと、こういうご要望がございました。それに

ついて、私はその時に書いておいでになったことが、それ以前なんかこれから先の議論

を進めるというよりも、むしろ今までのことについていろいろなご意見があったように

感じたものですから、それはご説明頂かなくて結構ですと、資料として、この検討委員

会にお配りしました。それに対して、なお再度内山委員から、４月の下旬になりまして

詳細なご意見が出て参りました。これには今おっしゃられたことが書いてございますが、

それはもう多分、部会の中でも随分お話しになっていることだと思っております。です

から、今の藤原委員のご意見は、ちょっと伺いますが、それを、今ここであのご意見は、

部会の議論が十分でないからもっとやり直せと、そういうようなご意見だったと思うん

ですが、そういうことを前提としておっしゃられているんでございましょうか、藤原委

員。 

 

○藤原委員 

 今日出された資料に見解や所見らしいものを表明していないというふうに書いてある

んです。内山委員から出されたものに。それで、大熊委員にどういう意味、見解ですか、

というのを確認したんです。 

 

○宮澤委員 

 委員長。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 
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○宮澤委員 

 いろいろな議題がちょっと飛んじゃっているような気がするんです。ここで今のポイ

ントになってくることを原点に戻って、せっかく委員長、先程から何度もおっしゃられ

ているように、まず、浅川の案、ひとつは、４５０m３／秒ですね、これひとつの案で

すね。これはこれで案としてできていると、もうひとつの案が提案されている。代替案

が。その代替案が３５０でいいのか、３３０で良いのか、それを具体的にまず、今日、

今のここのところの今日の議事録によりますと、要するに治水計画案の一番ポイントは、

要するに３５０で良いのか、３３０なのか、そこをしっかりともうひとつの案を決めて

いかなければならない。その決めていくことは、今までのやり方は部会からの報告に基

づいて、こういう代替案も、要するに事務局の方で作ったけれども、こういう案でどう

だということでありましたが、部会長の方では、要するに今まで部会の中で結論がでな

かったから、この検討委員会で決めて頂きたいと、こういうご意見も出たような気がす

るんです。それだけ、はっきり決めてしまわないと、前でに進んでいかないと思うんで

すよ。個々の代替の３０ｍのが高いとか、大きいとか、小さいとかいう問題以前にです

ね、こういうことが、どこで決めるかということ、先程から五十嵐財政座長もお話しに

なられたように、それをまず決めて頂いて、後、それぞれの問題に、ここで入っていく

となれば、検討委員会でやらなければなりませんし、部会でもう一回やるとなれば、部

会でもう一回やることになると思いますし、まずそれを決めていかれないと、話しは進

んでいかないと思うんです。そこをまず、決めていただけないと逆に言えば代案はなか

ったのかと、４５０に対する代案というのは一本ではなかったと、こういうことになっ

てしまいますと、２つの案に絞れたということではないということになってしまうよう

な気がするんです。ですから、そこのところをよくよく確認してから個々の問題に入っ

て頂かないと、財政ワーキンググループで昨日８時までやって出ましたですけれども、

どこを基準に何を原則にしてお金を算出するのかという基本が出てこないと、いつまで

経っても、財政は組められないと、こういう状況になってくもんですから、その時に３

３０なのか３５０なのか、そこら辺のところどこで決めるのかということが、今の議論

の入り口になっていると思うんです。ここをもう一度整理してからかかっていかないと、

次に行けないような気がするんです。ちょっとそこのところだけ確認をさせて頂ければ

と思うんですが。 

 

○石坂委員 

 委員長。 

 

○宮地委員長 

 石坂委員、どうぞ。 

 

○石坂委員 

 今のことにも関連し、また先程竹内委員から私にご質問がありましたので、併せて同

じ問題ですので発言させて頂きます。部会は残念ながら議論の途中経過の中で、３月末

という期限で終わりなさいということですので、終わらざるを得ませんでした。継続を

望む委員も多数いらして、最終的には残念ながら、採決をとらざるを得ない状況の中で、

私は多数決に掛けまして、継続を望む委員の方が５名いらっしゃいましたけれども、多

数でありませんでしたので、終わらざるを得ないという形で、議論が途中経過の中で、

取り纏めをせざるを得なかったというのが部会の到達点です。それは何度も申し上げて

おります。よって、基本高水という今の一番の根本の問題について、どこが決めるのか

という点は、部会で話し合われたことを活かして頂いて、検討委員会で決めて頂くしか

ありませんので、検討委員会で決めて頂きたいと思います。ただ、検討委員会で決めて
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頂くことが、部会で話し合われたことを本当に活かして、その理念を受け止めて、決め

て頂けるかどうか、決めて頂いたものなのかどうかということは、先程竹内委員のご質

問にもありましたように、議論の中で、部会は残念ながら、取り纏めをせざるを、３月

末ということで、取り纏めをせざるを得ないけれども、今後検討委員会が検討していく

ダムによらない河川改修案というものの具体的な中身が自分達が本当に願ったもので

あるのかどうかについては、きちんと検討委員会としての説明も頂きたいし、自分達も

いろいろ意見を、今まで言って来たことが活かされているかどうか見届けたいというご

希望がありまして、その点については説明の機会ももつし、配慮もするし、部会長とし

て努力致しますということを約束もしてありますし、報告に記載してありますので、私

はそういう点では責任取らなければいけない立場だなというふうに思っております。従

いまして、検討委員会での一定の具体的なものがひとつひとつについて煮詰まった段階

で、そのご意見を出された特別委員の皆さんにその中身についてご説明をしたり、皆さ

んがおっしゃってたことと一致しているかどうかについては、確認させて頂くという、

そういう作業は私の責任でやらなければならないと、そういうふうに思っております。

砥川と違いまして、浅川は、基本高水を３５０で良いですかとかいうふうに数字では取

っておりません。考え方として４５０は過大であると、４５０の過大である理由につい

ては、一応それぞれ確認したと、どういう形で設定していくかという考え方は、いくつ

か問題提起がされたと、４５０ではない、既往最大等を基準にした考え方とか、根本的

にデータを見直しして、全部洗い直して、見直すべきだとか、いろいろな意見が出てお

りますけれども、その意見を活かした形での基本高水の新しい設定は検討委員会にお任

せをしたということですので、そういう形で今後私の責任で努力をしていきたいという

ふうに思っております。部会で改めて、議論をするとか、決めるとかということは、最

終部会での継続をするのかしないのかという結論が、継続はしないという結論に残念な

がらなっていますので、決めて頂くのは検討委員会です。 

 

○宮地委員長 

 はい、松島(貞)委員、どうぞ。 

 

○松島(貞)委員 

 委員長が言われる通り、浅川の河川改修単独案も９回検討委員会で３５０でやって頂

きたいということで、決めてあるので、条件設定は分かったので、３５０でやって、具

体的に実施可能かどうか、難しいこともあるかもしれませんが、それから土砂流出防止

のこの施設が必要かどうかということはあるかもしれませんが、それはそれで、この案

でどのくらい掛かるのかというのを発表して頂いて、防止施策がいらないと思う方は、

その部分をカットすればいいことであって、そのことを財政ワーキンググループの報告

をお聞きして、本論である２つの内のどっちにするかというのを、各流域ごとに、そう

いう議論に入って頂きたいと思います。 

 

○宮澤委員 

 委員長、それは間違っていると思います。今石坂部会長から、ここで具体的に決めて

下さいというお話しが出て、それで皆さんでもって、そういうふうに決まれば、それは

それでいいです。と思います。でも、進めて下さい、はい、そうですか、進めましょう、

では、今まで部会で１３回やってこられて、ましてや内山さんという方は、その部会の

審議じゃなく関わりなく、意見書も出しておられる訳です。ですから、浅川部会につい

ては、一体どうするのかということをどこで決めるのかということを、もう一回部会を

やるのか、私はやっても良いと思うんですよ。それできちんとした４５０は出ている訳

ですから、４５０に変わらないものが３５０なり３３０なり出てきて頂いて、その根拠
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もしっかり示して頂いて、それで出てきたものならば、これから、先程竹内委員が質問

して幹事会の方からそこのところということでそのままになってしまっていますけれ

ども、私、そこのところの議論もしっかりとしてから進めていかないと、そうでないと

財政がまたいって財政が出した時にまた気に食わないからそれではまた考えていきま

しょう、というやり方だったら、いつまで経ってもこの論議はエンドレスで終わりがな

いと思いますね。ですから、やはり、どこでその責任を、数字の責任はどういう根拠で、

どこで出してきたかということをきちんとやっていかないと財政なんかひとつも出せ

られっこないではないですか。今、だって、土砂のやつの３０ｍが大きいと言われてし

まったら、出しようがないですよ。それは全然、科学的に、私どもは行政として、責任

もってやらなければいけないという立場でものを考えている以上、そんなにきちっ、き

ちっとやっていくべきだと思います。ですから、私はここで決めるなら、ここで決める

のも結構だと思います。今部会長おっしゃられるように。また部会を開いて、少なくと

も代替案の基本高水はこうだ、どういう根拠だということくらいは出していかれないと、

ことが前に進んでいかないような気がします。 

 

○宮地委員長 

 松島(貞)委員もおっしゃったのは、もう３５０で良いよ、とおっしゃった訳ではなく

て、むしろ２つをどう並べて選ぶかという時に、松島(貞)委員は３５０でも良いとおっ

しゃった訳でして、その前に石坂委員が責任は私が取りますとおっしゃいましたけれど

も、これは部会長だけに責任を負わす訳にはいかないと思うんです。ですから、そうい

う意味では、さっきからお願いしていますのは、部会長は高水の問題についての判断は

検討委員会に委ねると、こういうことにしてありますというのに対して、本当にそれで

大丈夫ですかと、率直に申しますと藤原委員が内山さんの意見もお出しになったのは、

その点もし後でいろいろなことがあった時に、いろいろご心配があるからおっしゃられ

たのではないかと、率直に申しますと、私は率直に言って思った訳です。ですから、そ

れに対して大熊委員もお断りになりましたけれども、少なくとも、先程から申し上げて

いることは、浅川部会に出ておられる検討委員会の委員の方々は、ここの検討委員会の

意見、検討委員会の委員として、今のようにここで判断して、こう決めてよろしいと、

こういうふうな判断を下すかどうか、それを私はお伺いしようと思っている訳です。で

すから、その中で、具体的に細かい砂防ダムとか、そういう話しはちょっと後に回して

頂こうというのは、私はそういう意味では松島(貞)委員のご意見に賛同するのですが。

ですから、つまり率直に申しますと、３３０か３５０か、あんまりはっきり決められな

い段階にきておる訳ですね。それに対して私どもは一応前回の検討委員会では、３５０

m３ということでお願いをした。それでもって、部会の方はちゃんと説得できるかと、

私はそういうことだと思います。最終的に申しまして、その辺はちょっと委員の方にご

判断を頂きたい、そう思っております。どうぞ。 

 

○大熊委員 

 基本高水、前回、結局、私の理解では合流点では３５０m3/s ということで考えようと

いうことが出されたと思います。ただ、上流の方でダムをやめたことによって、流量が

多くなったりする点について、どうするんだ、ということで、基本高水ワーキンググル

ープに投げかけられて、それに対して、一応３人でメールをやり取りをして、最終的に

報告をして、それでここの今この砥川の３ページ目にある、昭和３４年型降雨のパター

ンを前提としてやって頂きたいと、ただ、既に改修が終わっていて、３３０m3/s より

大きいところは、何も、もうできている訳ですから、これを残していいだろうというこ

とで、上流の若干改修した部分もありますけれども、ダムがなくなったことによって流

量が増えるところに関して１８０m3/s、１４０m3/s という形で、財政ワーキンググル
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ープの方に投げかけて、これで計算して欲しいということをお願い致しました。その理

由みたいなところ、もう一度、先生３つ並べてみたんで、皆さんに配布してよろしいで

すか。 

 

○宮地委員長 

 それは何ですか。 

 

○大熊委員 

 これは先程から議論になっている平成７年と昭和３４年と昭和６１というものの、降

雨パターンです。それで、私が昭和３４年降雨パターンの流出計算結果を取ったらどう

かという、基本高水方法案に選んだ理由みたいなことをちょっとお話ししたいと。 

 

○宮地委員長 

 目処の根拠ですね。それではひとつ配布願います。 

 

○大熊委員 

 平成７年７月の降雨パターンが一番左側です。これが２４時間で１５４㎜降っている

というものであります。これで先程からいろいろ出てるのが、だいたい６０m3/s 弱と

いったような数字であるわけです。それから真ん中の昭和３４年８月洪水というのは２

４時間で１３０㎜降るという仮定で計算したものです。この計算でダムサイトで９０

m3/s です。それから一番右側の昭和６１年９月というのは、１１時間で１３０㎜降る

というパターンで計算していて、これがダムサイトで１３０m3/s という形になってい

ます。これを眺めていて確かに平成７年のものは６０m3/s とちょっと少ないかなと感

じもしておりますけれども、逆に昭和３４年の降雨パターンみたいなので９０m3/s が

出ないとも限らないというふうに私は感じて、それで昭和３４年型というのは捨てきれ

ないということで採用している。昭和６１年パターンは１１時間で１３０㎜降っている。

これは、１００分の１の確率から見てずっと確率的に小さい、２００分の１だとか３０

０分の１に相当するだろうということで、前にもお話ししたようにこういう場合は棄却

していいじゃはないかということで棄却したということであります。それでこの３４年

型のものであればカバー率６０％から８０％の間で、だいたい７０％位でしたか、そう

いうものになって河川砂防技術基準（案）にものっとった形で計算されたものであるの

で、これをベースに基本高水を決めれば国土交通省と交渉する時にも十分認可を頂ける

ものではないかというふうに考えて、これを今回の基本高水案としてワーキンググルー

プとして財政ワーキンググループに投げかけたということでございます。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。ただいまの説明なんですがいかがでしょう。ちょっ

と私お伺いしますが、先程ご説明があった２ページには河川改修単独案基本高水等で、

失礼しました、３ページです。３ページのところで計画高水というところが下から２番

目と言った方がいいですか、ダムカット３３０、２７０、２３０、１６０となっていま

す。昭和３４年型降雨、これがだいたい今大熊委員がお考えになった昭和３４年パター

ンですね。率直に申しますとその上の合流点付近、直ノ橋、五反田橋、上の３つの方は

ダムカット３５０とすれば呑めていればこれで良いではないかと、そういうことでござ

いますか。そういう考えでよろしゅうございますか。そうすると結局は基本的なデータ

は昭和３４年降雨のパターンであって、ここでは前回３５０m3/s ということを申し上

げたんで呑めているから話はよろしいという筋になるんですね。いかがでございましょ

う。はい、どうぞ。 
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○竹内委員 

 さっきもお聞きしたんですけどもいずれにしてもこの案がですね、窓口になっても結

果がダメだとか国の協議の話もあるんですけども、この検討会委員会でも伴ってしまい

ますので、ですから先程同じ質問をしましたように途中で基本高水が一つの河川の中で

途中で変わることの対応について整合性という観点からすると問題があるんではない

か。そのことについて河川整備計画を策定する上で認可が得られるのかどうか。そのこ

とさっき県の方にお聞きしていますので、明確にそこは確かめておいて議論していただ

きたい。と同時に先程お聞きしているのが他にも基本的なことについて言ったもんです

から先程は高い、低いという問題があったもんですから土石流防止についても流木につ

いても、それについてどの程度を見込んで例えば土石流対応についてやっているのかに

ついても先程の他の土石流被害に関する対応についてどんなことを設定しているのか

確認しておきたいのと、勾配について計画変更があるということについては、認可上か

ら或いは安全性の対応から問題ないのか。この３点さっきお聞きしていますので、そう

いうこと確認した上で話をして頂いた方が私はすっきりみたいになりますのでよろし

くお願いします。 

 

○宮地委員長 

３つお話にありましたように、一番基本的なところは基本高水を４５０を３５０に変

えたと、それから認可が得られるかという、それに対する見解でございますね。そうで

はないですか。 

 

○竹内委員 

後でそれはやろうと思ってましたけど、今で良ければそれを含めてもらっても・・。

それは後で、今私が言っているのは、一つの河川の中でいわゆる合流点付近が３５０で、

めがね橋付近と浅川橋付近に示されている基本高水が変わるということで。 

 

○宮地委員長 

ここの段差のことですね。もう一遍大熊委員にお話お伺いした方がいいと思うんです

が、昭和３４年型の降雨を頭に入れてずっとやってきて下さったんだと、しかし実際に

前回の委員会でお願いしたら３５０と致しますと、３５０にしておけば上の方が呑める

から、余裕があっていいだろうと、そういうご返事を私は頂いたと思っている訳です。

大熊先生には。そうですね。それでいいかどうかは別ですが、大熊委員はそうお答えに

なったと私は思っているんです。ですから高水は変わったのではないと理解しているん

です。 

 

○大熊委員 

そういうことが事務局として認められるかどうかということを・・。   

 

○宮地委員長 

はい、それでは事務局の方でお考えをお聞きしたいと思います。如何でしょう。 

 

○五十嵐委員 

代替案として合理的に部会報告案としての案だと、先ずですね、部会委員の人達、こ

この検討委員会の委員の方、これだいたいいいんですか？先ず、この中から少なくとも

合流点は土砂ダムだけは取ると、或いは小さくする、小さくするというのは半分でいい

のか分かりませんけど、一つ検討してください。バラバラやっても誰の意見をどう採る
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か分からないのですよ。これでいいんですか？これでまずいの？これで。おそらくね、

どのサミットか分かりませんけど、この中から土砂ダムを取れば、これを部会で言って

いる代替案と認めてよろしいですか。よろしいというのであれば、改めて私もそちらの

方に聞きたいんですけど、これがよくないとなると、何を土台にしていいのか分からな

いんですよ。いいんですか？ 

 

○宮地委員長 

五十嵐委員さん、それは第１ページ？ 

 

○五十嵐委員 

いいや浅川に関するのがありまして、基本高水という３ページです。具体的に基本高

水とありまして、以下ずっと書いてあります。 

 

○宮地委員長 

ですから今３ページの方をやっていて、黒く塗ってあるところ、その中のことをおっ

しゃったと、私は思っております。ですからこれでいいかどうかということをお伺いし

ている。 

 

○五十嵐委員 

そう、それでこの案に基づきまして、具体的にこういう工事になってきます。３５０

を前提としてありますと、こういう工事になってきます。その中にそれと直接加味する

ところはありませんけれども、少なくとも僕は部会報告案については土砂流出防止装置

を入れたんですけども、土砂流出工事はよくないという話なので、これをカットして、  

うんと規模を縮小するということを前提で、この案で浅川の代替案については少なくと

も浅川の部会の人たちは了承してくれますかね、その上で全体に私も質問したいことが

あるので答えているんです。いいですか？ 

 

○宮澤委員 

まず基本的な考えで五十嵐委員もおっしゃられたけれど、まず部会は本当にこれでい

いのかなということなんですよ。部会の皆さん方に委員長が私が責任を持ちますという

話をされました。その時に宮地委員長は「部会長だけに責任を持たせても」と言って、

それで止まっちゃってるんですね。この検討委員会でそこまで踏み込んでやるというこ

とになれば、そういうことでございますし、そこなんですよね。どこで決めるかという

ことをまず明確に、もし部会に差し戻して決めるのなら部会だと思うし、少なくとも基

本高水、財政、各それぞれのワーキングから、ここの６人の人たちはそれぞれ分かれて

浅川、砥川に入っているわけですよね。各ワーキングの代表として。で、その人たちと

一回私はまず、私、砥川のところはしょっちゅうそういうことを使ったんですけど、今

部会長の言われているように、それでいいのかどうか、決めて頂かないと、いろいろ出

てくると思うんですよ、意見が。そこでどこが基本的な考え方を決めていくかというこ

とを、ここでもう一回整理した上で次の問題に入っていった方がいいんじゃないでしょ

うか。 

 

○五十嵐委員 

あのですね、なんでこんなことをしつこく申し上げているかというと、実は財政は相

当これは大きく大きく響きます。恐らく記録、決定で採用するぐらいの大きな額になり

ます。それで額だけ最初に出しちゃいますとね、あとはどのぐらい入れろと出しようが

ないものですから、本当にこの案でいいのかどうかあげてくださいと言っているわけで
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すよ。だから私の意見は、ここで決めていいんですか？ダメなんですか？ちっとも分か

らない。 

 

○宮地委員長 

やはり部会長は先程のことでいいとおっしゃったんですね。 

 

○石坂委員 

何度も申し上げてますけど、最終部会で部会を継続するかどうかを採択している訳で

すよ。その時に６人の委員の皆さんのご意見も分かれて、多数の方が継続すべきでない

ということを選ばれた訳ですから、それを白紙に戻して改めて検討委員会でもう一度部

会を開きなさいということを決定して頂くんであれば、私はそれに従いますけれども、

部会の経過で継続できないという結論になっていますので、その上に立ってお考えをお

願いするしかないというのが私の立場です。 

 

○五十嵐委員 

 具体的にこの案でいいんですか？ 

 

○石坂委員 

それはまだ意見はあります。 

 

○五十嵐委員 

 それを決めてくださいよ。 

 

○宮地委員長 

私はさっきから五十嵐委員に言っているように思っているんですけども、それをここ

で先程の検討委員会から出ていた浅川部会の委員の方々は少なくともそれに対してご

意見を賜りたいとこう申し上げているわけです。どうぞ。 

 

○松島（信）委員 

私達浅川部会に出ていた６人が決めろという、そういう意味にもとれる訳です。それ

は一つの原案として、そうでないとするならばいいんですけれども、そういうように取

れるとするならば、ちょっと６人の人で内々に相談させて欲しいと思います。個人的に

私が何かやれと言っちゃって・・。 

 

○五十嵐委員 

 ちょっと休憩をしてもらって。 

 

○宮地委員長 

 そういうご提案であればそれは分かります。私の申し上げていることもその筋であり

ますので。 

 

○竹内委員 

ただ私が申し上げているのは、この案については良いか悪いかという判断については、

先程３つの点について、私が回答いただけなければ判断できないわけですから、それで

質問している訳です。もしこれが通らないといいですよと決めて後で恥をかいてしまう

ということがありうるわけですよ。 
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○五十嵐委員 

 やってみて下さい。部会でこういう方向で代替案を認識してよろしいと、その上でダ

メならダメだと言ったらいいじゃない。 

 

○石坂委員 

そのために答えて頂いた方が。 

 

○竹内委員 

 答えてもらった方がより相談しやすいと思いますけれどね。疑問点があるからお聞き

してるんです。 

 

○宮地委員長 

 どっちを先にいたしましょうか。皆さん方のご判断を仰ぐ場面ではございません。  

ちょっと相談してみたいというご意見で。 

 

○松島（信）委員 

今竹内さんが言ったとおりに順序として、竹内さんの質問を答えていただいて休憩を

していただければと。 

 

○宮地委員長 

 そうですか。それではよろしゅうございますか。そういうことで今のここの案でです

ね、３ページにある案、これで起草をつけていろいろな交渉があるんでしょうが、アウ

トと言われる心配はないがということをお聞きしましょう。事務局に。それでよろしゅ

うございますか。 

 

○石坂委員 

 じゃなくて、竹内委員の質問に答えてもらう。 

 

○宮地委員長 

違う、ではもう一回竹内さんの質問を。 

 

○竹内委員 

 １点目は、この案で河川整備計画の認可が得るのかどうかというのが一つです。それ

からそれに関連しているんですが、その中で多自然型の関係でいきますと、勾配につい

て、４ページ目で、１割から５分にすることについてはどうなのか、それから土石流に

対する対応として先程高さの問題がありましたけれども、どういう前提でやられている

のか、ということの３つをお聞きしたいということです。 

 

○宮地委員長 

その３つのことについてお諮りをして、ご返答いただきましょう。如何でしょう。は

い、どうぞ。 

 

○幹事（河川課） 

今ご質問にありました、河川整備計画の認可の話でございますが、１点だけ確認させて

頂きたいのは３ページで、河川改修単独基本高水の中に今竹内委員が申し上げられたの

は、途中でちょうど五反田橋付近と新めがね橋付近でここが変わっている、このところ

で一貫性がない、その部分について、河川の整備計画の認可が得られるかどうかという
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お話しかと、ただ先程ちょっと宮地委員長が申し上げられたのは、現基本高水４５０と

ここで言う３３０もしくは３５０の２つがあることがどうかというようなことを話さ

れたように伺いました。河川整備計画の認可を得るということは、国の認可を得ること

で、県の方針が出たところで国が個別に判断することだというふうに思いますが、例え

ば、この下の３３０m3/s の一連の流れでいきますと、要は河川整備計画を立てる上で

の目標として考えるか、或いはこれは整備を進める上の整備として捉えるかによっても

違うというふうに考えられます。ですから、現基本高水４５０m3/s と３３０もしくは

３５０という２点で基本高水がどうかという点で考えられるか、今言ったように整備の

在り方として考えられるかによって、認可の考え方も違ってくるのではないかと、その

ように思います。 

 

○大熊委員 

はっきり言って下さい、大事なところだから。 

 

○宮地委員長 

  要するにこの段差のところの論理をちゃんと整備しろということですか。 

 

○大熊委員 

はっきりして下さいよ。大事なところだから。 

 

○大口河川課長 

 ３ページの説明でよろしい訳ですね。大熊委員の出された、言われた、この計画高水

ですけれども、３５０、２７０、２３０ときて、後、３４年型ということで、１８０、

１４０で上限が決められている訳ですが、下流側で３５０m3/s 流れるから、３５０m3/s

の計画高水でいいではないかというのではなくて、やはり、一貫性のある計画でなけれ

ばまずいと思うんです。３３０m3/s の高水を流す時に、今出来ているものが、呑める

か、呑めないかという計算をした時、やってみたら２０m3/s 余裕あった。３５０m3/s

なんだ、では今のやつはいじらないでいいんだなという検証に使われるならば結構です

けれども、一貫性のない計画でしたら、それは県としても認められないと思います。 

 

○大熊委員 

 ということで、私は３４年型で一貫性を持たせて、その中で考えて頂きたいというこ

とです。 

 

○宮地委員長 

 論理としては昭和３４年型の論理だと、ということですね。実際に下の方は改修がで

きているから３５０という計算になりますよと、そういうことですな。私一番始めにそ

ういうことを申し上げたつもりだったんですが、ちょっと早まりすぎた。もうひとつ、

まだ残っております。勾配の話しと、それから土砂の話しがございます。 

 

○幹事（長野建設事務所） 

 まず勾配の関係ですけれども、私どもとしましては、勾配を部会の議論の中でも親水

に配慮して、多自然型にすることで、なるべく緩勾配の護岸を検討、取りいれたいとい

う議論がありました。私どもとしては、そういう方向でもっていきたいところではござ

いますけれども、委員さんの方から、護岸を急にすることで検討してくれと、これはい

ろいろな構造令や河川砂防技術基準（案）に構造令に則しているというメールも頂きま

して、ここは部会長の判断によってこういうことで行っております。これを県の見解は
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どうだと言われますと、県としては好ましい方法ではないと言わざるを得ないと思いま

す。 

 

○宮地委員長 

 好ましい方向ではない。 

 

○幹事（長野建設事務所） 

 それともう一点、上流部の土砂対策ですけれども、先程から３つの点について言われ

ていると思います。特にどうしてこんな位置に造るのかということと、砂防ダムはいら

ないのではないかと、土砂流出防止施設はいらないのでは、森林整備だけでいいではな

いかというご意見、藤原委員の方からございました。土砂流出防止施設の規模について

のご質問もございました。これについては、前回の第９回の検討委員会の資料、浅川の

部会報告の１４ページ見て頂ければいいんですけども、その中に上流部の土砂流出防止

対策、中流部、上部、上松から真光寺に砂防堰堤と沈砂池を検討するということで、は

っきり明示されております。私ども検討した沈砂池は上松地籍の南浅川の合流点でして、

上松地籍でございますし、砂防堰堤はループ橋もある近辺であります真光寺地籍でござ

います。砂防堰堤の規模ですけれども、この図面にいいますと、袖もいれれば１７ｍ規

模になっていますけれども、堤体の大きさは１４ｍ規模でして、通常の大きさでござい

ます。決して特段大きいものではございません。なお、この流域１６k㎡ございまして、

きちんと砂防基本計画を立てて、流出土砂の計算をしますと、恐らくこの規模の砂防ダ

ムでございましたら、１基、２基では済まないと、長期的には、もっともっと数は必要

ではないかと、そんなふうにも思っております。また、第８回の検討委員会で、森林ワ

ーキンググループの方からの提案もございましたように、浅川流域では、年間５７００

m3 の流出土砂があると見込まれると、それだけ上流部が荒廃しているということでご

ざいます。それに併せて、大水、洪水時の土石流等の対策も考えますと、この１４ｍク

ラスの流出防止施設は決して大きなものではないと考えます。以上です。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。只今、３つのものについてご返事を頂いた訳であり

ますが、いかがでしょう。そういうことで、先程、松島(信)委員のご提案のように、ち

ょっとご相談頂けますが、但し、それは決定できないということをご承知の上で、浅川

部会に出ておられる委員の方、ちょっとご相談頂きたい。 

 

○大熊委員 

 ちょっと、質問よろしいですか、一点だけ。今の砂防ダムのボリュームはいくらにな

るんですか。高さだけのご議論ですけれども、大よそでいいんです。何１０万ｍ３くら

いなのか。 

 

○幹事（長野建設事務所） 

 詳細は、きちんと測量して検討しなければいけないんですけれども、概算４万m3 程度

かなというふうに、考えています。 

 

○大熊委員 

 ４万 m3。 

 

○宮地委員長 

 ありがとうございました。それでは、今２５分ちょっと過ぎてございますが、４０分



 47

まででよろしゅうございますか。もうちょっと取った方がいいでしょうか。２時４０分

まででよろしゅうございますか。 

 

○幹事（長野建設事務所） 

 あの今の、コンクリートボリュームですか。 

 

○大熊委員 

貯留量ですよ。 

 

○幹事（長野建設事務所） 

 ４万 m3程度かなというふうに、考えています。 

 

○宮地委員長 

 いいですか。どうでしょう。何時まで、どのくらい。４５分までにしときましょうか。

２時４５分まで休憩と致します。その間にちょっとご協議下さい。お願いします。 

 

＜ 休 憩 ＞  １４：２５～１４：５１ 

 

○田中治水・利水検討室長 

 それでは、休憩前に引き続きまして審議の方よろしくお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 はい、それでは審議を再開致します。先程休憩時間の間にいろいろご相談を頂いたん

でございますが、その辺のまとめはどんなふうでございましょうか。どなたがお話し頂

けますでしょうか。いいですか、はい、お願い致します。 

 

○石坂委員 

 では休憩時間を頂きまして、浅川部会に参加の委員の皆さんで検討しました結論を申

し上げたいと思いますが、大きく基本高水の問題とそれから、基本的な考え方というこ

とで、提案された河川改修単独案について、どう取り扱うかということだと思いますが、

基本高水の問題につきましては、先程委員長からもいろいろアドバイス頂きまして、実

体での検証とか、いろいろなお話しがあったんですけれども、いろいろ過程がありまし

たが、資料の３ページにあります昭和３４年型降雨をパターンに取ったケースで、これ

を基本にし、３３０m3/s ということになりますが、これでいくのが妥当ではないかと

いうことに、今の話し合いの結果はなりました。それから対策案の中の最後の方の砂防

堰堤、それから流木対策などの施設につきましては、小規模のという、規模の大小とか

在り方については、今後話しを煮詰めていくことになると思いますが、基本的には、こ

こに提案された考え方を採用していくことでいいのではないかと、つまり、これでいこ

うということです。以上です。また補足があれば皆さんから。 

 

○宮地委員長 

 今のようなご報告を頂きましたんですが、これは今、浅川部会に出ている検討委員会

の皆さんのご意見でございまして、その他の方々の意見、ご意見いかがでございましょ

う。はい、どうぞ。 

 

○竹内委員 

 先程の時にも申し上げたんですが、基本的にこれをひとつの代替案、ダムあり案に対
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する代替案としてのあれとしては、よろしいんですけども、その前提として、先程お聞

きしたのは、この在り方で、河川整備計画策定に当たって、認可され、補助対象になる

のかどうかという観点については、私の個人的考えでは難しいのではないか、ですから、

上流部における対応でそれぞれ厳密な調査をやれば、高さとかそういうものについても、

或いは、先程のお話しのように他の箇所について、新たな施設を造らなければならない

ということも、当然あり得るだろうと。従って、それも補助を受けるか受けないかとい

うことによっても変化してくるでしょう、ということは申し上げ、そして、個人的には

補助対象にならないものについては、私としては、無理があるのではないかということ

を意見として申し上げておきました。ですから、それはきっと、今後の論議の対象とし

てなっていくんだと思いますけれども、一応、そういうことを申し上げて、付け加えて

おきます。 

 

○宮地委員長 

 それでは、竹内委員のおっしゃったような意見は付いておるけれども、大筋としては、

この案で議論を進めていこうということでございますね。そういうことで、他の委員の

方、ご発言ございますか。よろしゅうございますか。はい、どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 少し、財政ワーキンググループからもう一度確認させて下さい。基本高水はそうする

と、３５０ではなくて３３０に戻ったんですか。また３５０なんですか。これはどうな

んですか。それがひとつです。仮に３５０にしろ３３０にしろ、どちらでも良いんです

けど、そういう高水を考えると、こういう工法で工事をするということは連動して考え

てよろしいんでしょうか。連動して考える場合にも、先程ちょっと県当局から、これは

問題が多いという指摘もありましたけれども、問題が多くてもこの方法でいくというこ

とを了解したということなんですか。それから、それについても出戻り無しで、これで

一切それでよろしいということであれば、そのように致します。そういうことです。 

 

○宮地委員長 

 先程問題が多いというか、好ましい方向ではない、というご返事だったですね。 

 

○五十嵐委員 

 もっと言いますとですね、前回の県議会のこと、思い出して頂いければいいんですけ

ど、問題多いものを放置して、仮に県議会で質問された時に、問題が多いと仮に答えて、

それで答申案にこれもこうだったと書けるんかどうかなんです。問題が多いと、問題が

あるというか、ニュアンス微妙ですけれども、多分県議会が始まった時に同じことを答

えるんだろうと思うんです。県としては。その時に代替案のひとつとして、その問題あ

るというようなものも、それを承知で書いていいものかどうか、そういうこと含めて部

会の人達はこれで OK なんですか。 

 

○石坂委員 

 基本高水の問題につきましては、先程も整合性の問題についてのご意見、ご質問があ

ったんですけれども、国の認可を得ていくという大前提の元に、整合性をもった対応が

必要だろうということで、現状が３５０m3/s 呑み込める河川改修が８割進んでいると

いうことを加味すると、この３ページの図になる訳ですが、整合性をもった計画にして

いくという点での３３０m3/s を確認したというふうに考えて頂ければと思います。 
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○宮地委員長 

 よろしゅうございますか。 

 

○五十嵐委員 

 いいんですか本当に、根拠も大丈夫ですね。 

 

○宮地委員長 

 部会の方、大丈夫ですね、それで。部会は３３０m3/s で前から言っている訳ですけれ

ども、それを検討委員会の方で３５０というふうにお願いをした訳ですけれども、それ

がやはり、いろいろ整合性から考え得ると３３０だと、それでいこうということでござ

いますが、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 もう一度確認ですが、私も財政のメンバーでございますので確認しますんですが、こ

れは既往最大に相当するピーク流量という形の中で出された３３０というふうに、その

３３０の根拠はそういうふうに取ってよろしいかということがひとつ。それから、私も

先程ちょっと誤解していて間違えていました、訂正させて頂きますけれども、出て来る

雨量でございますから、砥川も２８０m3/s、あれは土砂入っておりませんので、訂正さ

せて頂きたいと思いますけれども、ここで今、先程出ている土砂流出の防止施設、私も

北安曇とか、大変土石流の多い河川をもっているんで、多少砂防ダムについては知識を

もっているんですが、逆にＨ＝１４．５ｍくらいの砂防ダムひとつで、浅川の上流のこ

の奥深いところを呑み込めるとはちょっと思えないんですが、ここら辺のところ幹事会

の方にこのことだけはお聞きをしたい、どういう根拠なのか。それとも、これ以上、私

はもっといるのではないかと見ているのだけれども、そういうようなところも含めて、

どういう根拠でこの１４．５というのは出してきたのか、そこら辺のところも、私は大

きいどころではない、小さいのではないかと思うくらいに認識しているんですけれども、

はい。 

 

○宮地委員長 

 砂防のことについて、どうぞ。先程ご指名しませんでしたが、どうぞ。 

 

○堀内砂防課長 

 土木部の砂防課長の堀内でございます。浅川上流部の今、代替案として提案のあった

土砂対象施設ということでございますが、砂防課としては、この上流域の土石流対策、

或いは、砂防計画上の施設として、十分か、或いは、これでは足りないかという検討は

一切してございません。事務局の方から、部会の方から、１４．５ｍの堰堤１基造るの

にいくら掛かりますかというご質問がありまして、場所にもよりますけれども、高さが

１４．５ｍで幅が５０ｍくらいだったら、だいたい３、４億くらいではないですかとい

うお答えをしただけで、ここにこれだけの施設を造ったら、あそこの土石流対策が十分

だという検討もしておりませんし、私、一般的に見て、とても足りないと思いますけれ

ども、どれくらい足りないという検討も一切してございません。午前中の砥川の議論の

中でも土砂災害対策の可能性とか或いは必要性のご指摘ございました。藤原委員或いは

松島(信)委員の方からも、土砂災害対策必要だというご指摘あったんですけれども、こ

れについては、ご指摘を受けるまでもなく、十分認識しておりまして、砥川流域につい

ても、浅川流域についても通常事業で、これまで対応してきているところでございます。

砥川上流部の具体的なところも松島(信)委員ご指摘になりましたけれども、あそこにつ

きましても、山腹等からの土砂の流出、生産については、林務部でしっかり対応して頂
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くと。渓流に流出した有害土砂については、砂防で対応するということでございますけ

れども、ご指摘の点については、十分現地機関と見直しをしてみたいと考えております。

但し、誤解のないようにして頂きたいのは、土砂が流出、堆積して、河積が縮まって、

それによって水が溢れ出して洪水が発生するという現象、この現象を松島(信)委員、ご

指摘になっておりますけれども、そういう現象は基本高水とはまったく関係がないもの

と、こういうことでございます。即ち、例えば、砥川で土砂の生産、流出堆積を考慮す

べきということは、基本高水の２８０m3/s＋土砂量を考えないといけないということで、

２８０か２００かという議論とは土砂はまったく別問題ということを誤解のないよう

にして頂きたいと思います。逆の言い方をしますと、砂防事業や治山事業で、土砂の生

産、流出を完全に食い止めたとしても基本高水の２８０m3/s は、増える訳でもないし、

減る訳でもないということでございます。これは河川工学をすこしでも勉強した人だっ

たら学生でも分かることなんですけれども、一般の方は土砂量とか流出について、ちょ

っと言い方によって、誤解があってはいけませんので、土砂流出のある無し、或いは施

設のある無しと基本高水とはまったく関係がないということをしっかり理解した上で、

基本高水流量の議論をして頂きたいということでございます。そういう意味で、この浅

川の上流部の土砂対策施設の位置付けは私もよく理解できてない、ダムがあった場合の

堆砂容量の代替施設として河川で考えられるのかというふうな認識で聞いておりまし

て、砂防施設、或いは砂防計画上の施設ということでの検討はまったく行っておりませ

んし、あったとしてもなかったとしても基本高水にはまったく関係のないものでござい

ますので、ここでは基本高水の議論をして頂いた方が現実的ではないかというふうに考

えております。 

 

○宮地委員長 

 確かに別であろうと、私も思いますんですが、そういう土砂が砂防堰堤でよろしいか

ということは検討しておらないということですね。 

 

○宮澤委員 

 委員長、今、幹事会の方で言われたのは、土砂の流出の規模、先程藤原委員の方から

大きいのではないかと、森林の方で対応できるのではないかと、こういうお話しがござ

いました。私も直感的なもので誠に申し訳ないのですが、そんなことないというような

ことで。と言いますのは、これから財政の方でひとつひとつ詰めていきますと、その時

に、いや、大丈夫でないんではないか、こうなんではないかとなりますと、財政の座長

が、検討した結果をお話しになられる時に、また元に戻った論議になってしまう。こう

いうことを一番心配するから、今、たまたま土砂の例を私は引いたまででございます。

そういうことで、お話しをお聞きしたかったと、こういうことでございます。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○藤原委員 

 林務の方でやる治山堰堤というのは、やはり、規模は小さいんでよね。こんな大きい

のではなくて、もっと低いものを使ってやっているんですから、その代わり、そういう

ような認識で、そうすると１４．５ｍというのは大きいなと思って言った訳ですが、堀

内さんの話しも分かりますし、それから、この問題について松島(信)委員からも指摘が

ありまして、やはり、この程度のダムは必要ではないかというふうな認識になったとい

うことです。 
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○宮地委員長 

 そういたしますと、県の方では小さいというご意見でしたが、要するに規模の話しと

して理解していいのか、どの程度の規模が必要かという程度で、理解しておいて、今の

段階でいいのか。それとも、もう少し詰めた話しをせんといかんのか。その辺、竹内委

員、どうですか。先程の話しは、それを含めても良いというお考えのように私は承った

んですが。 

 

○五十嵐委員 

 ちなみにどういうイメージで話しして頂きたいか、ひとつだけ数字、明らかに致しま

す。今の砂防ダム、大体どのくらい掛かるかというと、３億から４億です。この数字は

極めて重い数字です。先程の議論を見ると要らない方が良いというのと、もっと足りな

いというのと、大きすぎると、小さすぎると議論がうんと幅があるんです。財政として

やる時には、どっちの方向で振るのかを決めて頂かないと、非常に大きい数字で不明と

いうふうになってくると、見当付かないということになるんだろうと、私は思っている

んです。もうひとつ、これ含めて、先程聞いているのは、この基本高水を取ると、こう

いう河川工事が必然なのかどうか決めて頂きたい。私の感じでは極めてコンクリートの

多い、非常に膨大な河川改修に実はなっとるんですね。これと別の工法があれば、別の

工法考えれば良いと思うんですけれども、そのこれしかないんだというなら、これで財

政検討致しますし、もっと別の方法があれば、別の方法も検討できると思うんですけれ

ども、要するに、言いたいことは、後でもっと別の方法がある、これ要らないと、いろ

いろ言われちゃうと数字出しちゃった時には、お手上げになるということなので、是非、

特に浅川の代替案、トータルイメージを確定して頂きたい。今の砂防ダムについてどう

するんですか、本当に。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○大口河川課長 

浅川の部会で聞いていた話しは砂防ダムについては、そういう話しではなくて、出て

きたものを維持管理するという解釈で、私は今までずっと部会の中で聞いておるんです

が溜まればかき出し、溜まればかき出しという話しだったと思うんですが違いますかね。

だから、数が多いの少ないのという話しではないように思うんです。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○石坂委員 

 今、大口課長の言われた通りと、基本的には私もそう受け止めておりまして、必要に

応じて、小規模な砂防堰堤を組み合わせるというご意見も出ましたけれども、全体の確

認事項として、どの位の規模の砂防堰堤を造ろうかと、それでどれだれの何年分を対応

しようかと、そういうところまで議論が煮詰まった訳ではありませんし、逆に今、砂防

課長から全然考えていないと言われて、そういうこともお願いしなければいけないと、

逆に思った訳ですけれども、ダムを造っても造らなくても、地すべり地域も抱えたり、

非常に、砂防や治山のお仕事が必要な浅川の上流域には、そういう手当ては必要ですの

で、特に地すべり対策はダムとはまったく別に今までも７０、８０億円以上と思います

けれども、そのくらいの規模でやっている地域ですので、そういう全体としての治山や

砂防対策というのは治水計画に関わらず、総合的に今後検討していかなければならない
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ことだと思いますので、そういうものの一環として、考えていくべきだと。今まで、所

謂、代替案と言われるような治水対策案の話しの中では沈砂池というような考え方で、

洪水が起きる度に、溜まったものを浚渫して管理していくという考え方が、むしろ主要

で、砂防堰堤、土砂をほとんど止めていくという、そういう考え方では無かった訳で、

只今の課長の言われた通りです。 

 

○宮地委員長 

 そうですか。そうすると、この代替案の中で是非入れなければいけないということよ

りも、むしろ、地すべり地帯の対策のひとつとして考えて欲しいと、そういうふうに理

解してよろしゅうございますか。やはり、入れる入れないといわなきゃ、財政は困るん

ですね、きっと。 

 

○五十嵐委員 

 具体的に、沈砂池はいるのかいらないのか、その流出防止施設はいるのかいらないの

か決めてくれないと、総合的に、総合的にと言われても、どうすれば。これだけ２つ併

せて１０億円あるんですよ。１０億と言えば決定的ですよ。 

 

○宮地委員長 

 これは部会としてではなくて、やはり、検討委員会として。 

 

○宮澤委員 

 私はそこだと思うんです。今まで部会の論議、石坂部会長ご苦労されて、部会の皆さ

んそれぞれ熱心なご論議をされてきてある訳で、そのご主張を汲みたいという検討委員

会の趣旨は大賛成でありますし、そうでなくてはならないと思うんでありますが、それ

で今のところで、逆にこれで今、財政ワーキンググループの中では、昨日は、そういう

ような意図の、取るという意思の砂防の３億とか４億ということの議題は出ておりませ

んでしたので、それも今、幹事会の方からやはり、もっと必要なんではないかとか、そ

ういうことになれば、やはり、いれなければいけない。その決定は誰が下していくのか

ということはですね、なかなか今回、こっちへ全部検討委員会に決定権を委ねられたと

いうことは、宮地委員長のご指導の下に決めていくということになると思いますので、

非常にこの後、また大変になってくるなあと、こんなふうにはちょっと感じたんですが。 

 

○五十嵐委員 

 私の意見としてはですね、もう一度、９日までの間に大至急、この原案を見て、どこ

を修正すべきかというところを何人かの委員で決めて頂けませんか。具体的に。それに

基づいて財政ワーキンググループやらして頂きます。これが決まらないと非常に大きな

ところでうんと単位が違ってくるので、多分財政報告としては報告できないということ

になると思います。 

 

○宮地委員長 

 問題は沈砂池と砂防堰堤。 

 

○五十嵐委員 

 もうひとつ、本当にこの工法でよろしいんですか。これは非常にお金の掛かる話しな

んですよ。もっと別の案本当に無いのかどうか。３３０にしまして、これを具体化した

時に、こういう工事の方法が提示されているんですけれども、率直に言いまして非常に

お金の掛かる工法です。それから、先程言いましたように、自然的な工法という点から
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いくと少し問題があるという県の見解もあるんです。だけど、この委員会で、これでい

いんだという前提で進むんなら、これに基づいて試算致しますし、別の方法があるんな

ら、今日か９日の前に出して頂ければ有り難い。 

 

○宮地委員長 

 先程は基本的に、そういう竹内委員のような意見も付いているけれども、基本的には

良いという方向でしたね、お話しは。はい、どうぞ。 

 

○竹内委員 

 あのですね、ちょっと私、先程何の為に休憩取ったんだといわれると困るんですが、

ちょっと私も誤解していまして、３３０m3/s の捉え方、石坂部会長からご説明ありま

したけど、それは私の、めがね橋付近から上のところの部分が３３０という私は解釈を、

に基づく数値として１８０、１４０というふうに、私は勝手に誤解をして、受け取って

おりました。そこは、先程は松岡委員に確認しましたら、そうではないんだよと、合流

点付近が３３０なんだよということなんですが、申し上げた大熊委員、そういうことで

よろしいんでしょうか。ですから、この表でいきますと、３でいきますと、昭和３４年

型降雨、注１のところをずっと一貫していくんだということでよろしいんですか。 

 

○大熊委員 

 ですから、これによって今、五十嵐委員が心配しているように、いろいろ工事費が掛

かりそうだと言うことをおっしゃっている訳ですけれども、そうならざるを得ないだろ

うというふうに私は思います。 

 

○竹内委員 

 そうしますと、ちょっと申し訳ないです、ということは３５０m3/s を出しまして、試

算をされている訳ですよね、財政ワーキンググループで。それはそれでということにな

ると、今日は出せないということなんですが、ただ問題は、お金が掛かりそうだと、従

って、３３０m3/s にしました、というふうにも逆に言うと取れてしまうということに

なりますよね。ですから、その浅川流域の関係でいきますと、始めは３６０、公聴会３

３０、そして先般３５０、そして今日また３３０と、こうなると、やはり、何の為の論

議なのか、結局、住民の安全の為の論議なのかですね、そこの観点が対外的に見ても、

私は恥ずかしくなってしまう、笑われてしまうと思うんですよ。そこのところ今五十嵐

委員が言われるように、きっちりとやはり固めて拠としてやって頂かないと、私は流域

の皆さんの住民に対して説明できないというふうに思いますんで、そこはしっかり確定

して、考えて、ちょっと私誤解していましたんで、今、こういうこと申し上げて、本当

に申し訳ないんですけど、そういうことだと思うんです。ですから、私はそれであえて

申し上げれば、３３０m3/s でいった場合にも整合性をもって、例えば、合理的に補助

対象事業になるのかということも、先程３５０m3/s を前提に言ったんですが、大熊委

員は、河川砂防技術基準（案）に則って合理性があるから大丈夫だろうというふうに言

われました。しかし、ひとつの論点として大事なことは、もう既に事業が着手されて、

そしてそれが中止になっているところに、また新たなところを弄るということになると

いうのは、これはまったく他の河川とは違ったことになるだろうと思うんですよね。そ

の点については、これから論議することですけれども、後で、本当に補助の対象になる

のかどうか、その辺については、河川整備計画がまたすぐあるものを、変更する訳です

から、そこについては既存のみなし規定の中でやっている事業を変更する訳ですから、

そこのところどうなのかということ、後で県の方で確認を申し上げておきたいと思いま

す。いずれにしても、しっかりしたものを位置付けてやっていかないとこれは問題があ
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るんではないかと思いますので、その辺は今、五十嵐委員が言われたように、きっちり

とやって頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 そうだと思いますね。私は決してお金が掛かるから３３０にしたという論理ではない

と思っておりますが、その為に五十嵐委員は財政のことをまだ最終的にはご報告にはな

っていない訳です。やはり、３３０にしたことの論理性がどこにあるかということをち

ゃんと理解した上でやらなければいけない。但し、それが、竹内委員、今までの既存の

データでやっているところは一応認可を得てやっている訳ですから、それを変更しよう

と思えばどうしたって協議がいる訳ですよね。ですから、必ずいる訳で、それが認可さ

れるかどうか、これは見通しもございますけれども、いろいろ問題は含むところだ。そ

れも頭の中に入れなければいかんということは理解致しますが、今のところ私どもはこ

の３３０というものでいこうではないかというのは、ひとつの案になっているように思

っているんですが、そこで、例えば、それが認可されるかどうか、今県に聞きまして答

えが出るもんですかね。そういう論理で説明をしてみますということはおっしゃられる

かも分からない。 

 

○五十嵐委員 

 いずれこれは、どこかで誰かが決着付けなければいけない問題ですので、架空の査定

をしてもしょうがありませんから、率直に意見を言って下さいよ。言って下さい。 

 

○宮地委員長 

 いかがですか。そういうものについて県の土木部が今までおやりになってきた感覚に

なるんでしょうけれども、今ご返事はできますか。はい、お願いします。 

 

○幹事（河川課） 

 ４月２５日の時に浜委員の方から河川整備に関する質問というのがございまして、そ

の関係で、その辺の中で、私ども資料用意しておりますので、ここで説明してよろしけ

れば、しますけれども。 

  

○宮地委員長 

 浜委員の質問に関連して、お答えするという意味で、そうですか。では、よろしゅう

ございますか。ちょっと今、浜委員の質問が資料の何でございましょう。 

 

○幹事（河川課） 

  浜委員の質問は資料４の１でございます。 

 

○宮地委員長 

 ４の１。この質問の中に入っているんですね。これが今ポイントですから、これにつ

いて幹事から書面による説明を求めます。これをお願いしましょうか、はい、ではお願

いします。 

 

○幹事（河川課） 

 それでは、資料４の７ということで、浜委員からご質問がございました件に関して回

答させて頂きます。質問を読みながら回答させて頂きたいと思います。 

砥川部会においては、既往最大流量ないしカバー率の観点で基本高水を下げることは、

実質的に治水安全度を下げることになるとの説明が国土交通省からあったが、合理的な
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理由なくして基本高水を下げて計画した場合、河川整備計画は許可になるのか、という

ことでございます。以下にちょっと文書書いてございます。最初に申し上げましたが、

河川整備計画の認可は、国の認可が得られるかどうかというのは、県の方針が出たとこ

ろで、個々に判断することになると考えておりますが、留意点としましては、ここに述

べさせて頂いてます。河川管理者は、補助、県単事業にもかかわらず、計画的に河川の

整備を実施すべき区間について、河川法第１６条の２により河川整備計画を策定し、法

第７９条により国の認可を得ることが義務づけられている。また河川整備計画の策定に

当たっては、学識経験者、地域住民、農業、漁業等の関係者の意見を十分に反映させた

計画とし、関係市町村長の意見を聴かなければならないとされている。浅川ダム、下諏

訪ダムともに、今、言われました大臣の認可等の手続きを経て進められてきたものであ

り、これを変更する場合には、改めて河川整備計画の大臣の認可等が必要になりますと。

この河川整備計画の認可に当たっての基準は、平成１２年１２月の河川局長通達に示さ

れており、河川整備計画の目標に関する事項については、目標とされる水準が、当該河

川の重要性、所管地域内の他の河川とのバランス、近年の災害の発生状況等を考慮して

設定されていることとされている。なお、基本高水の設定については、同通達において、

基本高水を算定する際の計画規模は、当該河川の重要性、所管地域内の他の河川とのバ

ランス、既往最大洪水の規模等が総合的に考慮されているものであること。基本高水の

設定と書いてありますが、算定に直して頂けます。すいません。算定が適切な手法によ

り行われていること。基本高水について、河道と洪水調節施設への配分が合理的である

こと。計画高水流量について、上下流、本支流間の流量が不整合になっていないこと、

等の基準が示されている。このことから、河川整備計画の認可を求めるに当たっても、

これらの基準に適合していることを県が国に説明する必要があると思われます。先程申

し上げましたが、国の認可が得られるかどうかは、県の方針が出たところで、国が判断

することとなりますが、砥川部会で国土交通省の専門官が、治水計画を立案する上で考

慮せざるを得ない計画降雨から求められた最大流量が妥当な値と判断されるに関わら

ず、単にカバー率の観点で基本高水を下げることは、実質的に安全度を下げることと同

義である旨の発言があったことから、河川整備計画の認可を得るには、基本高水を下げ

ることについての、合理的な理由が必要であると考えられます。次のページでございま

す。河川整備計画の策定に当たっては関係市町村長の意見を聞く事になっているが、市

町村長の理解が得られないまま、河川整備計画は策定できるのかという２点目のご質問

でございます。河川整備計画は最終的に河川管理者の判断により策定するものであり、

必ずしも市町村長の意見を計画に反映させなければならないというものではないが、地

域の意向を十分に反映する為の手続きの一環として関係市町村長の意見を聴くことが

義務づけられております。これは河川整備計画が地域住民の安全や河川環境の在り方等

に直接関わるものである為、具体的な河川工事等を定めるに当たって、当該地域の行政

上の責任を有する関係市町村長の意見を聴くこととするものであります。したがって、

関係市町村長の意見はその地域の代表者としての重みを持ったものであることから、こ

れらの意見を十分踏まえた上で、河川整備計画を策定すべきであると、そのように考え

ます。３番目でございますが。 

 

○幹事（河川課） 

 ３ページをご覧頂きたいと思いますが、質問の内容でございます。四角の中にござい

ますように、河川整備計画の認可、市町村長の理解が得られないまま、県単独事業で安

全度を下げた計画で治水計画を行い、災害が発生した場合、責任の所在はどうなるのか。

損害賠償等の請求を受けた場合、河川管理者が責任を取るのか、というご質問でござい

ます。これは竹内委員からも同様のご質問を受けております。この答えにつきましては、

河川管理者であります知事が責任を取ることになるということでございますので、以下
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でご説明申し上げます。まず、災害が発生した場合の損害賠償につきましては、大東水

害訴訟最高裁判所判決というのが昭和５９年４月２６日に出されておりまして、それに

よりまして判断基準が確立されております。その骨子でございますけれども、河川管理

の瑕疵の有無については、過去に発生した水害の規模、発生の頻度、発生原因、被害の

性質、降雨状況、流域の地形その他の自然的条件、土地の利用状況、その他の社会的条

件、改修を要する緊急性の有無及びその程度等諸般の事情を総合的に考慮し、前記とい

うは河川管理の特性に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約のことでございますけ

れども、これの元での同種、同規模の河川の管理の一般水準及び社会的通念に照らして、

是認し得る安全性を備えていないと認められるかどうかを基準として判断すべき、とい

うこととされております。従いまして、合理的な理由がなくて、当該計画における治水

安全度を引き下げることにより、同種、同規模の河川の管理の一般水準及び社会的通念

に照らして、是認し得る安全性を備えていないということが認められるに至った場合、

河川管理者に瑕疵があるとして、河川管理者、即ち、本件でいきますと長野県知事にな

りますけれども、河川管理者は損害賠償を問われる可能性が高くなるというふうに考え

られます。次に、県がその管理の一部を行っている一級河川につきましては、知事が河

川管理者である国土交通大臣の事務の一部を法定受託事務として行っているものでご

ざいます。この法定受託事務は一号法定受託事務と呼ばれるものでございまして、国が

本来果たすべき役割に関わるものであって、国において、その適性な処理を特に確保す

る必要があるものというものに位置付けられる法定受託事務でございます。この場合、

災害が発生した場合、知事がその責任を負うことになっている。また、その知事の行う

事務については、大臣は法律に基づきまして認可等を行うこととなっております。具体

的には、河川法の７９条に整備計画の策定、変更の場合には、国土交通大臣の認可を得

ることが必要とされております。このことから、災害が発生した場合の損害賠償等の責

任につきましては、まず県が責任を負うということになりますけれども、先程申し上げ

ました認可等の手続きを経ている場合においては、国の過失等が明らかになった場合に

は、その過失等により生じた損害の範囲内で国も賠償責任を負うことになると考えられ

ております。なお、県が法定の手続きを踏まずに、不充分な治水事業を行い、これは先

程の認可を得ずに勝手に治水工事をやったというような場合が考えられると思います

けれども、その為に災害が発生した場合は、県が所要の手続きを行わなかったことにつ

いて、県が手続きの不作為により生じた損害についての賠償責任を負うこととなるとい

うふうに考えられます。以上です。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。これには浜委員のご質問、それから竹内委員のご質

問も含まれている訳でございますけれども、宮澤委員のところはいかなかったですね。

すいません。２つ含まれておりますが、いかがでしょうか。つまり合理的な理由が必要

であるという訳ですね。合理的な理由がどこにあるかということなんで、今の話しを聞

いておっても、この案が良いとか悪いとかいうことに対する見解はちょっと分からない

ように、私は思ったんですが、五十嵐委員、こういうのは読むのに慣れておられると思

いますが、どうですか。 

 

○五十嵐委員 

 私自身の考えでは、代替案も十分に合理的な理由を付ければ成り立つと思います。絶

対駄目ということはまったくないと思うんです。合理的かどうかについて、本当にこれ

でいいかどうかは、英知を絞ってもう一回検討しましょうということです。 
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○宮地委員長 

 やはり、これを主張する以上は、相当合理的な理由を付ける必要がある。これは皆さ

んご承知を頂いておかねばいかんことだと思いますが、それから、関係市町村の意見を

聞くことが義務付けられていると、いろいろなこと書いてある。そういうものを十分に

踏まえた上で、河川整備計画を策定すべき、当然のことでございますね。だから、どう

もお話しを聞いているとしっかりやれば良い。合理的な理由がなくやってはいけないと

いっていることだと思いますが、その辺の、つまり論理性をここでももう少し議論する

必要があるんでしょうかね。 

 

○五十嵐委員 

 例えば、今の市町村のことについて言いますとですね、吉野川河口堰のそういう問題

がありまして、吉野川河口堰では、徳島市の市長は最初賛成でした。住民投票の結果、

住民が、反対が多数であるという時どうするかというのはね直ちに市町村長だけの意見

を聞く訳にはいかない。当然のことですよ。今回の公聴会やったり、意見聞いています

から、そういう正当性があれば、仮に市長がダムに賛成であるという場合でも、多くの

住民が反対であるという時には、それはそれで、それなりに尊重される、そういうこと

です。 

 

○宮地委員長 

 いかがでございましょう。ありがとうございました。ちょっと、浜委員、どうぞ。 

 

○浜委員 

 ここで言っているのは基本高水を下げて河川改修を行うことに対して、合理的な理由

が必要であるということを言っているんですね。それで、今、五十嵐委員の方から、合

理的な理由をどう考えていくかということですよね。ですから、この代替案を論議して

いく、まず大事なことは、その合理的な理由が見つかるかどうかということだと、私は

思うんですね。ここからスタートをしないと、お金の算出もできません。それから、基

本高水の問題も解決が着きません。ですから、まず、本来、五十嵐委員が合理的な理由

は見つかると、こうおっしゃっておられますから、その合理的な理由できちんと精査を

して頂いて、それを一回国へフィードバックしてもらう。そうでないと、検討委員会と

しての責任をもった代替案を答申できないのではないかと思いますが、いかがでしょう。 

 

○五十嵐委員 

 ひとつ、合理的な理由を差し上げましょうか、議論の為に。 

 

○宮地委員長 

 はい、すぐ、それはありますか。浜委員がおっしゃったこと、当然だと思うんです。

それで、その為に議論をするひとつの案として、ここにかいてある河川改修案について

やって、それで合理的な理由がつくかどうか、そういうことで議論をしてみようと、議

論の出発点をそこに決めるという意味で私は理解したんですが、それだったら話しは進

んでいくと思いますね。もし、あったら、それについて五十嵐委員からまた今の合理的

な理由というのを、ひとつの考え方をおっしゃって頂く、そういう話しになると思いま

すが、よろしゅうございますか。そういう進め方で、はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 その時にどこでその案をお作りになられるのかどうか、例えば、今、大熊委員が今の

ところでお作りになられるのか。そこを具体的にここでみんなでわんわんとやられるの
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か、その方法についても委員長、お決めになられて、そして内容の濃い論議にしていっ

た方が良いと思うんですが、いかがでございましょうか。 

 

○五十嵐委員 

 参考にまで、合理的な理由を１つ、２つくらい例を差し上げますので、これを土台に

して今後のやり方を進めて下さい。よろしいですか。ひとつはですね、浜委員は前から、

基本高水を下げる、安全度を下げる、下げる、こういう表現ですね。本当に別の基本高

水の選択肢を出すことが安全度を下げるということになるのかどうか。私自身は従来の

建設省の基本高水の設定の仕方が過剰だったと思っています。だから、必ずしも下げる

ということにはなりません。それがひとつです。もうひとつは、これは財政と非常に関

わると思いますけれども、例えば、ひとつだけ数字を明らかにしますと、砥川について

言いますとですね、公表されている数字でいきますと、ダム＋河川改修で２３５億掛か

ります。しかし、単独改修案というのは遥かに低い数字です。今日まだ発表致しません

けれども、財政上の観点から見て、数１０倍もなるような差があるとすれば、安い方を

選ぶというのは、合理的な物凄い大きな理由です。最高裁判所の判例の中でも、財政的

制約は非常に重要な論点になっておりまして、そういう観点からも安い方を選ぶという

のは、合理的な案だと思います。いわんや、国家的な財政危機、或いは浜委員もご存知

のような長野県の財政危機の中で、どちらを選ぶか、非常に重要な選択肢でありまして、

それは合理的な理由のひとつだと思います。もっと山ほどあります。 

 

○宮地委員長 

 はい、ちょっと先に議論が出ましたんですが、浜委員のご質問に対しては、私は、今

の合理的であるかどうかという議論をする具体的な案として、ここの案を採用しておこ

うとも、今の段階で、それは合意しておかんと、いろいろな話しが出るのではないでし

ょうか。それははっきりしておいた方が良いと思います。先程から、浅川についてもお

願いしたのは、浅川については３３０m3/s という単独改修案、砥川に対しては２００

m3/s という単独改修案、それについて、それに合理性を付けられるか、その議論をし

ようと、そういうところを出発点にしたらどうでしょう。それはそうして頂かないと、

拡散する恐れがございます。それで、そのひとつとして、五十嵐委員がひとつ始めにな

りましたけど、そこに今一遍に入ってしまうか、もう少しちょっと時間をおいて、皆さ

んにゆっくり考えて頂いた方がいいのか、これは私やはり、相当、つまり今度の案を我々

出す時には、全国でも見ておりますから、そこら辺に合理的な理由が付かないと、これ

は言い訳にならないように思いますんですが、だから、ちょっと今からぱっといってと

いう話しにはならないと思いますが。 

 

○五十嵐委員 

 ちょっと、この時間帯でいいのかどうかわかりませんけれども、併せて今日具体的な

数字出しませんけれども、合理的かどうかを考える上で財政上重要な論点は、いくつも

ありますので、今から提示しますので、これを次回までに考えて頂いて、その合理的な

理由の中に入れてもらえばいいかと。 

 

○宮澤委員 

 ちょっといいですか。合理的な問題だけが駆け足していくと、ここのところから離れ

ちゃうと思うんですよ。今、合理的な問題のことについてあれですけれども、具体的に

今問題になっているのは、浅川ですよね。 
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○五十嵐委員 

 ３３０対既存案で、この案で基本的に良いんではないんですか、違うんですか。 

 

○宮澤委員 

 それをまずがちっと決めてから、次に。 

 

○宮地委員長 

 私は今それを申し上げたつもりです。砥川だけでは無くて、砥川については２００と

２８０、浅川については、先程おっしゃられる３３０と４５０、それでとにかく議論を

進めてみようと、そういうことをお願いしたつもりなんですが。 

 

○宮澤委員 

 そうすると、先程私確認したんですが、やはり、どういう根拠で出るかということが

一番大事なことでありますけれども、その３３０というのは、既往最大ピーク流量とい

うことで考えて、そこから算出したというふうに理解させて頂いてよろしゅうございま

すか。根拠です。 

 

○大熊委員 

 基本高水ワーキンググループとしては、河川砂防技術案に則って計算された結果の中

から、例えば、昭和６１年のようなものは１１時間で１３０mm 降ったというような形

になっていて、これは１００年確率ではないであろうということが判断できるものを棄

却して、残ったもので、妥当だと思われるものを採用したと、それが結果的には、カバ

ー率７０%程度になっていると思いますけれども、そういうものであるということで、

そういう中で、過去の既往最大も包含しているというようなことで、ある程度妥当性が

あるだろうと、そういう考え方です。 

 

○宮澤委員 

 委員長、今その件につきまして、今の６１年度のやつは当初、１００%のカバー率で見

た時には、これは入れているんですか、入れてないんですか、という疑問がひとつ。そ

れから、もしいれてないとしたならば、その入れなかったということが、公正に認知さ

れるかどうかということが２点目。それから私、テレビを見て驚いた訳でありますけれ

ども、既往最大ということできたならば、今日の朝、報道されました長野市から出され

た、私もこれ見ていないんですけれども、ニュースでは昨日の夜のニュース、財政ワー

キング終わった後、８時４５分からのニュースで初めて知ったんですけど、４１５とい

う既往水量をどういうふうに問題とするとかと、ここのところもきちんと出していかな

いと、一般の人達には、とにかく分からないと思いますので、その３点について、まず

お伺いを致します。 

 

○宮地委員長 

 いかがでしょう、今の話しはここの案が合理的なであるかどうかということの議論に

入っているように私は思うんです。ですから、それは、ちょっと後にして頂いて。 

 

○宮澤委員 

 ３３０ということが既往水量だということになれば、４１５はどう取るかということ

ですし、何でカバー率の６１年のやつは、幹事会でもどこで答えて頂いて良いんですが、

大熊先生でも結構です。１００%取る時には、それ取ったのか、取って無いのかという

ことだけ。大熊委員が判断したのか誰が判断したのか、そこのところも誰が判断したか
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ってこともお聞きしたいので、そのことお聞きしたいし、どこに３３０という根拠があ

るのかというところで、私は既往洪水から取るのが別に悪いと言っているんではないん

で、そこら辺のところも明確な取り方を、３３０というものが、今度は３３０と４５０

というのが、今２つ決まった訳でございますか、その３３０ということで既往水量から

ということで、算出したということだったならば、そこのところで今、明確に合理的に

そこのところをお話しして、３３０が取っていいのかどうかという議論に入っていると

いうことでございます。次の議論に行っているつもりでございますが。 

 

○宮地委員長 

 次の議論にまだ入ってないんでしょうか。 

 

○宮澤委員 

 ３３０に対して、私は今疑問を投げているんですよ。 

 

○宮地委員長 

 それが合理的であるかどうかという議論をこの次にして頂きたいと、これが先にして

頂きたいと。私はそれ止める訳ではないんです。ですから、今その話しをしているので

はなくて、ここを出発点に致しましょうということを議論している。宮澤委員はひとつ

飛び越え、前に進められたんです。 

 

○宮澤委員 

 そうではなくて、３３０というのは、どこの根拠でもって出されたのかということだ

け、もう一回、ご説明を頂きたいんです。３３０ということは、今日必ず片方の代替の

ところで出される訳ですから、その３３０という数字はどういう根拠で出されてきたの

かと、ですから、私は既往水量だということになれば、既往水量ということで納得しま

すし、そうするとその時に、今、大熊委員が７０だということになったということにな

ったとしたならば、６１年の出されたのは、これは棄却したんですか、それとも、入れ

ているんですか、そこのところが分からないというのが、２点目。ですから、３３０の

理由付けについて、私は今承っているということです。そうした時に３つ目として、昭

和４２年の既往水量から取るとしたら、４１５どうやって処理するんですかということ

をお聞きしているので、３３０に対しての根拠というものを聞いているつもりでござい

ますが。 

 

○宮地委員長 

 そうでしょうか。何か。 

 

○大熊委員 

 その前に昭和１２年の４１５m3/s というのは、私も今ここで初めてちらちらと眺めて

いるものでして、これはよく精査してみないと、なんとも答えられないというのが、第

１点です。それと先程から申し上げているのは、要は昭和３４年降雨型での流出解析結

果を取ったということであります。 

 

○宮地委員長 

 宮澤委員いかがでしょう。その論拠は一応お答えになっている訳だと思いますね。で

すから、それが妥当であるかどうか、という話しはですね、いろいろな話しがこれから

あると思うんです。例えば、今の浅川の話しに致しましても、砥川でもきっとあるんだ

ろうと思いますよ。ですから、砥川の２００m3/s について、そこら辺の論拠もあると
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私は思います。それは今時間も大分いっていますので、宮澤委員のご質問、ご尤もです、

その合理的な理由を付けなければいけない。そういう全体の中でひとつ議論をして頂き

たいと私は思ったんでございます。 

 

○宮澤委員 

 委員長の進行に従います。 

 

○宮地委員長 

 よろしゅうございますか、すいません。それではそういうことで、とにかく、ここに

書いてある案について議論を進める。それについてやはり、大事なことはこれから個々

に疑問点とか問題点とか、ダム案もダム無し案も両方ある訳でございますけれども、そ

れについて議論をして頂く、そういうことに致したいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。どうぞ。 

 

○竹内委員 

 私は、浅川の場合は４５０m3/s でやるべきだという主張をもってますが、これは今日

は論議することではありませんので、申し上げませんが、ただ、代替案について、３３

０m3/s でやった場合に、先程合理性があるかどうかという問題がありまして、合理性

というのはひとつには、私は先程の発端は、補助をもらえるかどうかというところの合

理性だと思うんですね。もし、補助が出ないということになった場合は、代替案という

ことで主張する皆さんは県単でも良いということなのかですね。そういう論議、当然起

きてくると思います。そこのところはどうなのか。合理性ということだけで対応してい

って、例えば、それ駄目だった場合のこともありますね。もう一度確認したいんですけ

ど、例えば、今説明頂いた合理性という問題について、現状の中で、今後、国土交通省

と協議しなければならないという話しもあるんですが、浅川の３３０m3/s、そして砥川

の２００m3/s、これで、現状の中で、国との補助がもらえる見通しなのかということは、

私もう一度聞いておきたいと思います。管理者に。もう一度。それと浅川は先程申し上

げているように、途中で中止をしてもう既に手を付けている箇所についてまた修正する

という、今日の３５０m3/s の場合にはそうなんですよね。下流域と。それは本当に計

画の変更になるんですけど、私、通常的に考えると、これはもうかなり厳しいと思うん

ですけど、現時点で分かるところで、分からないなら分からないで良いです、県の回答

が。本当にどうなのかということはちょっと、今日の時点では今後のことがありますの

で、確認しておきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 そういうことを是非、お聞きしたいとおっしゃっておりますが。 

 

○竹内委員 

 先程、浜委員も初めの時に質問した砥川の件も出てますので。 

 

○宮地委員長 

 同じですね。はい。変更することは、進んでいるやつは難しいというと、今まで手の

付いているダムは全部変えられないということになっちゃう訳でございますけれども、

どうぞ、やはり、何かご返事頂けます。先程ご返事を頂いておる訳ですけれども、幹事

会、いかがでございましょう。 
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○幹事（河川課） 

 今の認可が得られるか、補助が得られるかというお話しだと思うんですけれども、そ

れにつきましては、国の認可が得られるかということで、先程資料の中でちょっと説明

させて頂きましたが、認可が得られない限り補助は得られないということで、ご判断頂

きたいと思いますけど、国の認可が得られるかどうかというのは、県の方針が出たとこ

ろで国が判断することになりますけれども、砥川の時に、国の国土交通省の専門官が治

水計画を立案する上で、考慮せざるを得ない計画降雨から求められた最大流量が妥当な

値と判断されるかは、先程資料を読んでいますけれども、にかかわらず、単にカバー率

の観点で基本高水を下げるということは、実質的に安全度を下げると同義語である旨の

発言があったということでございますので、このあたりから、県の方針が出たところで

国が具体的に判断するということになりまして、先程から合理的な論議になっておりま

す合理的な理由からその高水を下げることができるかという、明快な説明ができるかと

いうことに関わってきているのではないかといふうに思っております。 

 

○宮地委員長 

 カバー率だけでは駄目ですよと言ったということですな。 

 

○大熊委員 

 ちょっと、良いですか。そういうお話しは分かるんですけれども、逆に今、国の方も

いくつもダムを現実に止めている訳ですよね。それを国はどう説明するのか、私は国の

方から説明を是非聞きたいというふうに思うんですけどね。特にここの場合は、大仏ダ

ムを止めた訳ですから、それについて後どうするのかを、止めた方からやはり、説明し

て頂きたいと、その説明が無くて、浅川だけに、一方的に、或いは砥川に関して、一方

的に、我々に説明しろと言われても、問題があるんではないか。私はやはり、そうおっ

しゃるんなら、薄川に関しまして、合理的な説明を国に求めたいというふうに思います。 

 

○石坂委員 

 質問ですが、資料の提供者が本日いらっしゃらないと思いますので、お答えはお聞き

できないかもしれませんが、長野市の昭和１２年４１５m3/s ということをどう考える

のか、ちょっと今この短い時間で資料全部読めませんので、私は分かりませんが、ただ

今まで１０の降雨パターンを取った中に、つまり、貯留関数法で、降雨パターンを採用

して、計算した計算値の中に、４１５m3/s というのはあったような気がします。です

から、４１５m3/s というのは、計算値なんですか、実績雨量なんですか。そこをごっ

ちゃにして、なんかお話しされていくと、どんどん分からなくなっていくので、計算値

なんですよね。実績雨量なんですか。 

 

○宮地委員長 

 計算値と書いてあります。従来の県の計算法によると４１５m3/s になると、そう書い

てあったように私は読みましたんですが、いかがですか。 

 

○大熊委員 

 この一行だけではなんとも判断できなくて、やはり、昭和１２年の雨量パターンやな

んかも全部出して頂いて、そこから見ないと、これだけでは判断しろと言われても、昭

和１２年は確か下流の方では、今の合流点より下流になろうかと思うんですが、あの辺

で破堤したとかいう話しは聞いているんですが、それこそ天井川だってこの途中では溢

れてないと聞いていますし、ですから、４１５m3/s ということを単純に理解しろと言

われても、ちょっと理解ができないというのが実情です。 
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○宮地委員長 

 それはご尤もだと、そういう今まで無かったデータがぽんと出てきますと、大変心配

なんですが、この計画降雨の中には入っていない訳です。ですから、その辺を県がどう

ご判断されるのか、それは分かりませんが、そういう意味で、私、今日もたくさん質問

なんか出ておるのですが、これから先のこともございますし、こういうのが無限に続い

ていくとエンドレスになってしまう。ですから、余程、なんか、これは新発見だとか、

大変な根拠がある、そういうことでない限りは、ひとつ、資料要求とか、説明とか、か

なりよくお考えの上でお出し頂きたい。それはお願いをしときたいと思います。それで

ないと、砥川の場合、例えば、平成１１年降雨の話しがございましたね、あれもデータ

はあまり出ていない。ですから、そういうところまでどんどん広がっていきますし、そ

れに対して、やはり、出てくればいろいろな反論はあるでしょうけれども、お出しにな

る時には、そのこともお考え頂いて頂きたいと思っております。別に出してはいかんと

いうことではございませんが、あれは部会の中で何遍も言及されておりますので、多分、

皆さん、ご存知かと思っておりますが、つまり、今どういう土俵で議論しているかとい

うことは明確にしておかないと、議論が拡散していくような気が致します。 

 

○宮澤委員 

 委員長、今の発言で結構でございますが、砥川の場合はＢ案、これは平成１１年６月

３０日の豪雨に対する１６０を１．２５倍したものでございますので、そこだけ間違い

にならないようにして頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 既往最大流量という意味でですね。それは存じております。それで、実は時間がもう

大分参りまして、こんなに時間が掛かるとは正直なところ思っていなかったんですが、

ただ、議論の出発点だけはかろうじて明確にできた。その論理付けがこれから必要であ

る。それからもうひとつは、本日お話ししましたのは、両部会とも、河川改修案に話し

が集中しております。総合的な治水、利水というのは、これだけではございません。森

林の問題もございますし、財政もあるし、それから、利水の問題もある。それから、も

っと地質に関連して、ダムの安全性という問題もある。そういうものを、いちいちここ

の検討委員会では議論にのせていかなければいけない。それをだいたいなあなあでいく

のではなくて、一応、検討委員会で議論をした段階でないと、レポートは書けないと私

は思うんですが、そういうことを頭において頂いて、やっと入り口に辿り着いたという

感じでございますが、一応、浅川と砥川についてのこれからの議論の発端ということは

できたと思うんですが、いかがでしょうか。どうぞ。 

 

○浜委員 

 私はその進め方で良いと思います。委員長のおっしゃる議論の出発点というものは基

本高水を下げた案というものの、合理的な理由、これに対して、先程五十嵐委員の方か

ら、自信をもって安全度を下げるのではなく、過剰すぎるんだということ、それから、

２５３億、お金のかかる問題であるから、その安全度というものは下げても仕方ないん

だということですね。それが実際に、合理的な理由になりうるのかどうか。この辺を基

準にして、やはり、もう一回、幹事会の方から、国の方に投げて頂いて、その返事が来

ないと、合理的な理由になっているかどうかということは分からない訳ですから。 

 

○宮地委員長 

 今、合理的な理由は、五十嵐委員はひとつのご意見をおっしゃられたと思うんですが、
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それ以外にいろいろな話しを、我々出さないといけないと思うんですよ、出すならば。

それをやった段階で、今の段階で国に投げるというのは、私はちょっと早すぎると思う

のですが、いかがでしょうか。やはり、ここで議論した上で、我々はこう考えました、

これでどうですか、というなら、それは私は話しに乗って下さると思うのですが、いか

がでしょうか。どうぞ、竹内委員 

 

○竹内委員 

 今後の進め方に関連すると思うんですけれども、今日、実は私も質問書を出しまして、

先程、委員長が言われたのが、前にも論議したものだということに該当するのか分かり

ませんが、いずれにしても、これからの論議の中で、合理性ということと、財政の問題、

或いは、その選んだ選択が、今回砥川も浅川も両方とも両論併記になっているというこ

とを考えた時に、私は先程の言われた五十嵐委員の、例えば、合理性のところちょっと

食い違う部分はあるんですけれども、やはり、きっちりと論議をこの検討委員会として

も、しておかないといけないことがあると思うんです。それは先程話し出てきている中

身と同時に、私はなぜ質問書を出したかというのは、大熊委員の案に対してですね、基

本高水の基本的な考え方も、まさに合理的な、先程以来論議になっているように、合理

的なのかどうかということが、一番国との間では関係しますよね。県単であればという

ことは別だと思うんですよね。ですから、そこのところはきっちり論議する必要がある

だろうということで、私は質問させて頂いて、今日県の方からも算出方法についてとか、

そういう一応県の見解も、ご説明頂くということで、お願いをした訳でございます。ま

た同時に、同じことを、私としては、国土交通省へも同じ質問事項ということで申し上

げて、同時に、もうひとつ付け加えて、既往最大流量をもって基本高水流量としている

というのと、引き伸ばし率を用いずに流量を算定する手法を用いている河川が、過去の

説明資料の中にあったんですよね。それについてはどういう見解なのかということも求

めようということで、私としては考えて、他にもいろいろあると思うんですけれども、

そういうこともきっちりと検証しといた方がいいだろうと、そうしなければ、説明果た

せないだろうということで申し上げました。これがいつまたやって頂けるのかというこ

とですね、説明も当然県から求めて、説明も聞きたい訳ですけれども、それと同時に先

程以来、お話し出ていますように、国に対して、国土交通省に対して、求める意見を、

回答を求めるようなことが他にあればですね、国土交通省に出しても回答を出すかどう

かわかりませんけれども、答えて頂けるのであれば、先程言われました、例えば、大熊

委員からの意見とか、他にもあれば、この際、時間も制約がありますので、やっといた

方が私はより効率的に進んでいくのでないかというふうに思いますので、ご意見として

申し上げたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 申し上げようと思ったんですが、はい。 

 

○松島(貞)委員 

 関連した意見、よろしいですか。意見を述べさせて下さい。 

 

○宮地委員長 

 議論の進め方についてちょっと申し上げようと思ったんですが。 

 

○松島(貞)委員 

 今のことについて、進める上で今竹内委員が言われたことに関して、私の意見だけ申

し上げておきたいと思うんですが、最近、この議論の中で、非常に国土交通省が認可す
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るのか、それから、補助金はもらえるのか、県の見解はどうなんだという意見が、特に、

県会議員選出の委員の皆さんから出るんだけれども、現行法の中でだけでどう解決する

かという議論だったら、これは検討委員会でなくて、知事と県議会とでやって頂ければ

良い話しであって、その委員会を作ってまで検討しようと言ったのは、現行法から全然

離れるという意味ではないんだけれども、もしかしたら現行法には適合しないけれども、

今、竹内委員の言葉を借りれば、県単という言葉がでましたけれども、現行法にはそぐ

わないことがあるかもしれないけれども、しかし、検討委員会ではこういう検討をして、

この方法がベストだというものが答申されても、県の皆さんは事務屋としてはできない

という答弁があっても、委員会としては答申できるというような議論がなければ、現行

法だけの範囲の中で検討するだけだったら、それは何も委員会まで作ってくれなくても、

知事と県議会でやってくれれば良かったというふうに思っておりますから、必ずしも国

土交通省の見解を聞いて、それが駄目だというんだったら、指導通りにやるというだけ

の話しでない方がいいのではないかというふうに、そういう意見をもっています。 

 

○宮地委員長 

 竹内委員もそういうつもりでおっしゃったんではないと思いますが。 

 

○竹内委員 

 そういうつもりで申し上げているのではございません。ですから、検証しなければな

らない、合理性という問題が出ましたので、それはやはり、どうなのかということはき

ちんと検証した上で判断することだろうと思います。それは誤解のないように思います。

ただ、個人的な意見はその上では申し上げることがあろうかと思います。そこはひとつ

誤解のないようにお願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 松島(貞)委員のおっしゃったことは、私も委員会の姿勢としては誠に正当だと存じま

す。ただ、その時に考えなくてはいかんファクターとしてはいろいろなことがある。こ

れは事実だと思いますけれども、つまり何がポイントになるか、むちゃくちゃをやって

もいいと申し上げる訳ではございませんけれども、ひとつの姿勢だけはもっていこうと、

これが松島(貞)委員のご提案だと思います。それは竹内委員も別に反対をしている訳で

はない。ただいろいろなことをご存知ですから、いろいろなご心配をなさるんだと私は

率直に思いますけれども、ご意見は誠に正論だと思います。全部が済むかどうか分かり

ませんけれども、この検討委員会は委員会として申し上げるべきことは申し上げようと、

こういう姿勢はやはり、もっておった方がいいだろうと、そういうふうに私自身は思っ

ております。 

 

○宮澤委員 

 それは皆さんのご意見ですから、結構だと思いますけれども、本当にそれで纏まった

一本の意見になるというふうに思うなら、まず財政ワーキンググループが分裂すると思

いますよ。どこの基準でもってお話しを、お金から出していくか。お金かかろうが、そ

んなこと関係ないではないかという意見の人と、それからこうだという話しになったら、

まったく今の話し聞いていたんでは、現実は関係なくても良いと、検討委員会は検討委

員会で良いではないか、それから、国がやろうが県単でやるんだからいいではないか、

そういう議論で私はもし取ってはいけないとしたら、取りませんけれども、私はどうも

住民の皆さんやそこの人達に責任もっているということで、ちょっと私も村を預かって

いる村長さんの意見としては驚いて、今唾を飲み込みながら話しているんですけれども、

学者の先生なら結構だと思いますけれども、私自身としては、私ども県議会がどうのこ
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うのということで私申し上げているのではなくて、やはり、ある程度了承された案をも

っていかなかったら、最初から自由にキャンパスに絵を描いて、それで終わりではない

ですか。私そういうふうな気がするんですけれども。 

 

○松島(貞)委員 

 今の宮澤委員の意見はそういうふうに言ってしまえば、おしまいだと思うのですが、

私どもが言っておるのは、当然全ての総合的治水というふうに検討するのであったら、

その中にはどうしてもこれは国が了承できなくて、県単でやらなければならないという

事態も起きるであろうと、それは補助対象にならないから駄目だって、そういうふうな

ことではない議論、そういう検討の方が良いのではないかということを申し上げておる

んです。例えば、私どもだって、県にお願いしたって県の補助基準でないと駄目だとい

われること一杯あって、それは村単でやる。そういう行政の現場におって、私どもやっ

ているから言ってる話しであって、全て国、県の指導通りに全部その中で解決するので

あったら、検討委員会でなくて、それは十分、知事と県議会の間でできるのではないか

ということを申し上げたい。せっかく委員会作った中には、もしかしたら、国や県の基

準には該当しないことも、これは是非やって欲しいということも入るんだろうと、私は、

これは利水のことで実は後に意見を述べる訳でございますが、そういう想いをもってお

るので、その位の議論がされても良いのではないか。そのくらいの答申は出ても良いの

ではないかということを思っております。 

 

○宮地委員長 

 多分突き詰めていくとそんなに違いはないんだろうと思いますが、言葉の上でいろい

ろ違いがありましょうが、確かに利水というのは、市町村長の認可がなくてはできん。

ですから、そういう意味で申しますと、利水のこと何にも言わないことになっちゃうか

も分からないと思うのですが、やはり、こういうことを考えて頂きたいということはあ

ると思うんです。決して、宮澤委員のおっしゃるように、いきなり金が掛かっているも

のとか、そんな話しにはしないと私は信じておりますので、そういう意味でひとつ調和

をとって議論をしていったらどうでしょうか。私はそう思いますが。はい。 

 

○石坂委員 

 ちょっと、関連してなんですけど、先程どなたの発言という意味ではないんですけれ

ども、例えば、安ければ良いということで、ダムでない方法を取ろうというふうに考え

て、ダムに反対している人は誰もいない訳です。逆に。例えば、浅川ダムにつきまして

も、危険な地すべり地帯の周辺に良いだろうかということとか、ダムによる効果にも非

常に疑問があるということが部会の議論の中で出てきた中で、そうでない方法を取れれ

ばそれに超したことが無いというところから、ダムでない治水対策案をという話しが出

ている訳ですので、そういう意味で言いますと、今議論になっている費用の話しとか、

制度の話しとかというのは、費用や制度が先にあるのではなくて、より良い方法が先に

あると、より良い方法を選んだ場合に、例えば、松島(貞)委員からお話しがあったよう

に、現行の国の補助制度にはのらない場合もあると思います。なるべくのった方が良い

訳ですけど、のらなかったら、利水ワーキンググループでもしばしば話しに出たことで

すけれども、他目的ダムは補助が手厚く、利水の場合は市町村がほとんど責任を負わな

ければならない。今までだと、建設費用が安くて済むから多目的ダムから取水した方が

良いではないかということが、ほとんどの選択だったと思いますけれども、それでいい

のかどうかという新しい選択を検討をしていると思うんですよね。だから、そういう意

味で費用や制度が先にあるのではなく、一番住民にとってより良い方法は何かというこ

とが先にあるということで、この検討委員会の議論をしていかなければならないのでは
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ないかと、私も思っています。付け加えてですけれども、先程の浜委員等のご質問の中

に、先日議会の土木住宅委員会の初委員会でもそんなご質問があって、私はちょっと疑

問に思ったことですけれども、例えば、基本高水の設定を変えたと、それから、今まで

と違う計画を選んだと、国が例えば、認可しなかったと、するかもしれないんですけれ

ども、そういう場合責任は誰にあるのかというご質問なんですけれども、そういう方法

を取った場合でも、今のダム計画で治水対策をした場合でも、どちらもそれは河川管理

者の知事に責任がどちらもあるのであって、最終的に住民の安全には知事、県の行政が

責任を負わなければならないという点は変わらない訳ですので、方法を変更した場合の

みの責任ということでなく、いつも責任は知事や県にあるということを踏まえていかな

ければならない点と、そういう点で振り返ってみますと、今ダム問題とか公共事業の問

題でこれだけいろいろな議論や疑問、そういうものが出て来るのは、例えば、地附山の

地すべり災害もそうでしたし、ダムのことで言えば今係争中ですけれども、裾花ダムの

問題などで実際に被害を受けたり、命からがら逃げ出したという人もいたりして、そう

いう責任をではどれだけ県が取ってきたかといえば、結局、裁判にならなければ、裁判

で負けなければ責任取らなかったという事実も長野県にある訳ですから、そういう広い

意味で行政の責任というのを考えていかなければならないと私は思っておりますので、

新しい方法を選ぶこと、それから今の現行の制度や補助制度にのらないことのみをもっ

て、責任を追求していくやり方はちょっと考えた方が良いのではないかというふうに、

そういう意見を私はもっています。以上です。 

 

○宮地委員長 

 ご意見を。 

 

○浜委員 

 私は今の石坂委員のお話しにですね、よろしいですか。お話しなんですけれども、こ

れ、大東水害の訴訟のことにもあるんですが、所謂、河川管理の一般水準というレベル

を満たしていて、なおかつそれ以上の水が流れて、災害が起きたということになります

れば、これはある場面に起きましては天災というふうに取り扱わざるを得ないんですね。

しかし、その水準すら満たしていない、ひとつの河川改修をした中で、それが知事が決

定して、そうした河川改修をして、それで被害にあった、これは長野の市長もおっしゃ

っているように、私は人災だと申し上げているんですね。ですから、その責任の重さ、

即ち、一定レベルの安全性を備えているのかいないのかということが一番大きな論点だ

と思うんですね。そのことをやはり、責任の所在ということ、即ち砥川でいうのである

ならば、高田委員と大熊委員が出されてきた２００というもの、この論拠というものを

はっきりして、この合理性というものをはっきりしていかなければ、この検討委員会に

もそうした災害が起きた時には、大きな社会的な責任がかかってくるということを私は

言いたかったんです。 

 

○宮地委員長 

 ごもっともでございます。要するに、知事が責任がもつというより、それ以前に私ど

もは答申を書く訳ですが、それ以前に検討委員会が責任をもつことだと思います。です

から、今の話しはこれから、この案について我々が議論していくというふうに、合理性

がどれだけあるか、そういうような話しを詰めていく段階のご議論のひとつだろうと、

私は理解しておりますが、そういうことでいかがでしょう。本日この問題については、

ここで議論を、ちょっと一度打ち切った方がよろしいように思うんですが、いかがでし

ょうか。よろしゅうございますか。すると、後ですね、実は今日ご質問を頂いたのがい

くつかあるのですが、その内で浜委員のご質問は一応、済んだと思ってよろしゅうござ
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いますですね。浜委員からの質問、これは、資料４の１のご質問です。これ先程。 

 

○竹内委員 

 その前にすいません。先程財政ワーキンググループの件で、先程のやつは話しが詰ま

ったということでよろしいんですか。次回までに、３３０ので、具体的に誰かが責任も

ってやるという話しは、確認しとかないと、まずいと思うんですけど、数字が次回。 

 

○宮地委員長 

 五十嵐委員。 

 

○五十嵐委員 

 皆さんから意見でないんですか。３３０でこの案を基本にして、砂防ダム、あそこの

ところだけどうするか分かりませんけれども、こういう場合はこう、こういう場合はこ

うという数字出しますか。 

 

○宮地委員長 

 砂防堰堤は規模はちょっと分からんけれども、とにかく付けるということでございま

したね、先程の話しは。付けて考えて欲しい。はい。 

 

○藤原委員 

 石坂委員から回答がいったと思うんですけど、まとめて部会として結論として、これ

は現状を認めるという段階で話しは付きました。 

 

○五十嵐委員 

 いいんですね、それから工法はこれでよろしいんですか。 

 

○宮地委員長 

 工法ですか。 

 

○高田委員 

 どこまで細かい話しをしていいか分かりませんが、これは実施設計の段階でもっと慎

重にやらんといけないと思うのですが、実は、それとダムの件で先程私が言いました下

流の河床低下の問題というのは、これは例えば、砂防ダムの規模の問題もあるし、構造

の問題、下から開けて、中小洪水の土砂を流すとか、そういう問題もあると思います。

砂防ダムの場合、でかい土石流を止めるという、要するに山崩れのようなでかい土石流

を止めるというのと、普段の河床勾配を緩和するという両方あるんです。この砂防ダム

の意味が、浅川はとにかく長時間になると相当な土砂が普段から流れているんだ、それ

を止めるんだということになると、ちょっと分からない。これはちょっと検討して頂か

ないと。河床に溜まった土を取るんだというのだったら、もっと規模は小さくても良い

訳です。でかい土石流をどっと止めるというんだったら、でかくないと駄目です。要す

るに目的がちょっと分からないんで、これ検討して頂きたいと思います。もうひとつ、

五十嵐委員から工法はこれで良いのかというなんですが、先日、上川部会が昼までに終

わりましたんで、私浅川の駒沢川合流点からループ橋に上がる、あの道まで橋を見てき

ました。その前に県の方から、架け替えの可能性がある橋梁一覧表というのをもらいま

した。これに従って、県の方は架け替えの可能性、○、×、ダムありダム無しに関わら

ず、他力橋とこれは浅川橋ですが、こういうもので嵩上げとか河床掘削で、橋台の基礎

に影響ある無し、こういうリストをもらっています。リストは不完全で、分からない橋
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が数カ所ありました。それと気が付いたのは、護岸の勾配が１割、１対１というのは悪

くないんですが、国土交通省の指導で生き物とか、景観に配慮して、できるだけ緩勾配

にしなさい、というわけですがコンクリートの場合は、反って、無生物空間が広くなっ

てしまって、２割勾配いうのもありました。これはちょっと行き過ぎて、１割のところ

でも覆土しているところがあるんですが、これはずり落ちて何も残っていないところが

たくさんあります。これは草を生やそうということのようですが、上流部では地元の人

を２組見ましたが、せっせと護岸の間の草を１本残らず抜いている場所もありました。

５分勾配とか３分勾配というのが上流の方にあるんですが、下流の方で工事進んでいる

というところというのは２割とか１割とかいろいろありまして、全体として治水とその

関連問題に対して、どういう選択肢、組み合わせがあるのか、ちょっとよく分からなか

った。私は提案したいんですが、こういう橋が非常にたくさんあります。それで我々と

県の技術屋さんが一緒に歩いて、具体的にここはどうしようということを現場見ながら

考えたい。いつか早急にそれをやることを提案したいと思います。以上、感想です。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 すいません、よろしいでしょうか、今、委員さんの方から架け替えの可能性のある橋

梁の関係でいろいろご指摘がございました。それにつきまして、改めて確認をしたいと

思いますけれども、まず一点はここにある橋がない場合、現況に無いというのが一点で、

それにつきまして、先程お話しをお伺いしますと、東方線と小町橋という橋でございま

すか、砂川橋２号橋、もう一橋は、小町橋という橋でよろしいんでしょうか 

 

○高田委員 

 東方歩道橋というのが２本あるんです。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 その歩道橋の関係でございますね。それと砂川橋２号橋。 

 

○高田委員 

これはなかったです。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 それともう一橋は。 

 

○高田委員 

 小町大橋というのが新しくできています。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 それでは、その関係についてご説明させて頂きたいと思います。 

 

○高田委員 

 それはここでは結構ですけど。 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 実際はございますし、それはありますので、それで後先程の橋梁の架け替えが必要に

なるかどうかという判断でございますが実際に基本高水を頂いたのが４月１５日頃で

結果を出すのが４月１７日頃に代替案を出さなければならないという時間的な制約が

まずございました。それでうちの方で確認できる資料としましては、占用物件等でそう
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いう横断図等が出てきております。それで判断を致しまして、橋梁の架け替えの必要の

ないものについては、この場合の×という形でしております。○につきましては、多分

可能性があるのではないかということで、判断させて頂いております。ですから、これ

につきましては、やはり、そういった形で、先程も申し上げましたけれども、詳細な調

査が必要ではないかというふうに、私ども感じておりますが、今の段階では、そういう

それぞれの嵩上げですとか、河床の掘り込み等によって、影響があると思われるものに

ついて挙げておりますので、ご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。先程、橋

がないという話しにつきましては、またご要望であれば、現地で確認をさせて頂ければ

と思いますけれども、うちの方では全部ある橋でございますので、現地に行けば判断で

きると思います。 

 

○宮地委員長 

 今の高田委員のご指摘、県の方ではそういうことはないとおっしゃっている訳ですね。

橋はある、架け替えが必要かどうかは、判断があるだろうと、こうおっしゃったと思い

ます。その辺、ちょっと詰めて頂けますが、高田委員がそういうことおっしゃったんで

すから、ちゃんと突合わせて頂きたいと思います。むしろ、勾配については、これでも

よろしいと高田委員はおっしゃっているんですね。勾配、１割ではなくて、０．５でも

良いと。 

 

○高田委員 

 １割は別に良いんですけど、５分勾配が駄目という根拠はおかしいと思います。２割

は行き過ぎだと思います。実際に先程配られたこの中にも２割近い断面がありますが、

２割にすると河床幅もほとんどありません。流速も大きくなって木工沈床を置かないと

いけないという、全部を触らないといかんようになってしまう。それとか、いくつかの

橋は橋台より護岸法線が前へ出ている。わざわざ前に出すことはないと思うんですが、

その辺のところ、ちょっと詳細設計、今の段階で話しが細かいのでこの場では良いんで

すけど、詳細設計の段階でもうちょっと、要するにここでは断面では２０㎝を争ってい

る訳です。毎秒２０m3/s 相当の、それに対して５分勾配だったら充分断面取れるのに

というような、そういう部分もあります。何遍も言いますが、景観とか、生物の多様性

とか、そういうふうな問題に対してコンクリートの面積を増やしてそういうことは言え

ない。階段状に親水用のところもありますが、そこでも１割勾配のところの狭い階段と

いうところは非常に危険です。だから、ここで言われている緩勾配にしなさいと言って

いる目的はこういう急流河川、毎秒数ｍで流れるような急流河川に対して、そのまま適

用するのはおかしいと思います。ちょっとその辺は考えて頂きたいと思います。今後の

改修断面に対して。 

 

○宮地委員長 

 そういうことは砥川の財政ワーキンググループで勘定を出すのに必要なんですね。だ

から、それはどっちに関わればいいんですか。そこのところをはっきりしとかんと財政

ワーキンググループは困ると思うんですね。もうひとつは、砂防ダムの規模がどのくら

いかということ、これもありますので、先程の話しでは一応、普通のやつを造れば良い

という感じがしたんですが。つまり今度財政ワーキンググループに頼む種がはっきりし

とかんと困ると思います。どうぞ。そちらで。意見ではなくて、 

 

○幹事（浅川ダム建設事務所） 

 先程、私橋梁の関係で説明をしましたが、申し訳ございません。皆さんに橋梁のやつ

のペーパーはいっていないと思いますので、その点は先程高田委員がおっしゃいました
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通り、現場で確認すれば済む話しでございますし、護岸の勾配とか多自然型の川作りに

つきましても、平成９年度の河川法が改訂されまして、そういうことで、住民のニーズ

を取り込んだものということで、そういうご意見等は、主に委員会の中で頂ければとい

うふうに考えておりますし、そこら辺は今の高田委員のお話しとおり、今後詰めて行け

ばいいという話しであると思いますので、そういうことでよろしいでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○五十嵐委員 

 今後正式に報告する時に数字申し上げますけれども、例えば、平成１４年度の長野県

土木部河川課の予算はいくらかというと２９億円しかないんですよ。その内の維持管理

費が３分の１くらいになります。裁量するといったって、何億円という感じになります。

だから、今言っている数字が非常に大きい数字なんです。つまり、大雑把にやられても

困っちゃうので、できれば、高田委員にもう一度この案見て頂いて、チェックして頂け

ますか。その案で確定したものを、前提として弾くというしかないんだろうと思います

けれども、いかがでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 今の架け替え河川のリストも配られていない訳でございますので。ちょっとその辺チ

ェックして頂いたらどうでしょう。 

 

○宮澤委員 

 それはですね。私はあれですけれども、ご意見を言ってはいけませんけれども、石坂

部会長を中心に、６名のこの検討委員会からそれぞれワーキンググループを背負って頂

いて、それぞれ出て頂いていらっしゃるんですから、その中の人達と打ち合せをする中

で進めていって頂くということしかないんではないかと思いますが、いかがでございま

しょうか。 

 

○石坂委員 

 いいと思います。それでまた検討委員会でそれを叩いて頂くといいますか。ご意見を

頂ければ結構だと思います。ここでチェックを頂いて結論です 

 

○宮地委員長 

 高田委員は浅川の部会ではないですが、ひとつ、入れて頂いて、是非、協力をとって

頂きたい。お願い致します。 

 

○高田委員 

 今申し上げたようなところ、内部で反映して頂いたら良いと思います。 

 

○宮地委員長 

 もう、言うべきことは言ったということですか。それで、よろしゅうございますか。

石坂委員、お願いできますか。 

 

○石坂委員 

 ご協力は積極的にお願いします。 
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○宮地委員長 

 皆さん、ご協力をいただきたいと思います。まだ他に、先程出ておりましたのは、宮

澤委員のご質問がまだ処理されておりません。処理してしまいたいと思います。お願い

します。資料の４の３でございます。どうぞ、宮澤委員。これについて、検討委員会、

河川課で書面でお答え頂きたいと書いてございますが、もうできておりますか。では、

お話し下さい。はい、どうぞ。 

 

○幹事（河川課） 

 それでは、宮澤委員のご質問についてお答えしたいと思います。まず質問の内容につ

いてですけれども、読ませて頂きたいと思います。浅川部会の報告書の中にあったが、

建設省が昭和３３年に河川砂防技術基準を作成した。その後、昭和５１年に改訂された

が、この改訂の基本方針はどのような背景で変わってしまったのか。また全国の各県は、

この改訂を受けて、どのような点に留意して計画をつくるようになったのかというご質

問でございますけれども、まず最初に河川計画論の歴史的変遷についてでございますが、

戦前の河川計画の考え方というのは、財政上の制約、水文資料の未整備等から既往最大

洪水を計画対象にしていたと、これは雨ではなくて実際の実績の洪水流量を対象にして

計画していたと、所謂既往最大主義と言われるものです。既往最大主義というものには、

当時から問題ありまして、それの中には、気象の偶然性に支配され、他の河川間のバラ

ンスということを考えるとちょっと問題が多かったという考え方だったと思います。そ

の後、水文学の進展ですとか、それによって、計画対象流量を何年に１回生じる流量で

あるかというのを年超過確率で表し、その地域の社会的、経済的重要性、想定される被

害の質量などから全国の河川の重要度を定め、これによって、基本高水流量を定めると

いった考え方、これは確率主義と言われるものです。というものに戦後移行されてきま

した。この考え方については、昭和３３年河川砂防技術基準の中にも概念として導入さ

れておりまして、記載としましては基本高水は既往洪水を検討し、最大の既往洪水、事

業の経済効果、ならびに計画対象地域の重要度を総合的に考慮して決定すると。更に基

本高水の決定に当たっては、計画対象地域の重要度に応じて、年超過確率を考慮するも

のとする、というふうに記載されています。ただそれ以外に最大の既往洪水を重視する

という記載があるんですけれども、ここにも書いてある通り、当時は経済効果、重要度

について十分な検討を行う資料が得られる場合が少ないという資料の信頼性から、従来

原則的に採用していた最大の既往洪水を重視すると。すいません、ちょっと最初に資料

ページを言うの忘れましたけれども、資料４の７の４ページです。その後昭和５１年に、

この河川砂防技術基準が改訂された訳ですけれども、その改訂の背景としては水理、水

文学の進展ですとか、貯留関数法等の解析手法の確立等の河川技術の進歩を整理して河

川砂防技術基準（案）が改訂されました。この中で正式に基本高水を設定する方法とし

て、所定の治水安全度に対応する超過確率をもつ計画降雨を定め、この降雨から一定の

手法でハイドログラフを設定する方法が、この時に河川砂防技術基準の中で標準とされ

ております。更にその中で治水安全度の決定ということに関して、河川の重要度を重視

すると共に、既往洪水による被害の実態、経済効果等を総合的に考慮して定めるものと

し、それぞれの河川の重要度に応じて上下流、本支流のバランスが保持され、かつ全国

的に均衡が保たれることという記載がございます。その後平成９年に河川砂防技術案改

訂されているんですけれども、この項目については現行の基準も変わっておりません。

このような背景で改定されたということになるかと思います。また全国的にどうなのか

というお話しですけれども、全国的に基本高水流量は現行の基準に従い、その地域の社

会的、経済的重要性、想定される被害の質量ですとか、災害の履歴などを考慮して、そ

の治水安全度に対応する年超過確率の雨から流出解析した結果を基本高水流量として

設定しております。以上です。 
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○宮澤委員 

 ここちょっと分からないところだけ質問させて頂きたいと思いますが、それぞれ昭和

５１年改正になったほうでございますが、これは過日、大熊委員からもご説明頂いて、

ハイドログラフを設定して基準となったと、こういうことはお聞きした訳でありますけ

れども、このところの一番最後ですが、河川の重要度に応じて、上下流、本支流のバラ

ンスが保持され、且つ全国的に均衡が保たれている。ここちょっとよく意味が分からな

いですが、河川の重要度、要するに川というのは上と下と同じで流れてくる訳ですから、

そのバランスは保たれるということはよく分かりますが、バランスを保つということは、

一体どういうことを意味しているのか、且つ全国的に均衡が保たれることというのはど

ういう意味か、この２点についてちょっと教えて頂きたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 お答え頂けますか。 

 

○幹事（河川課） 

 まず、上下流、本支流のバランスというのは当然流量の逆転がないかとか、そういう

ものです。それと後、資産に応じて河川の重要度というバランスが保持されているかと

いう点のバランスとですね、且つ全国的な均衡というお話しなんですけれども、確率論

という考え方自体が公平に安全性を確保するという観点から確率論という考え方が導

入されたということもありまして、それは長野県だけではなくて、当然一律の基準とし

て、例えば、資産ですとか、人口ですとか、そういうもので重要度というのを定めて、

それが県だけではなくて、全国的にも重要度として均衡なりバランスが保たれていると

いう意味でございます。 

 

○宮澤委員 

 ちょっとそこのところ詰めて良いですか。先程、松島(貞)委員から長野県は長野県独

自で県単でやれば、こういうことは良いではないか、違っても良いではないかという話

しもちょっとニュアンスの中にあったんですが、この上下流のバランスと、これは、例

えば、信濃川で言ったならば、新潟県ということのバランスというふうに理解していい

のか。浅川は千曲川に流れ込むということですか、この全国的にバランスということの、

バランスが保たれていることというのは、浅川と千曲川と他の全国的にバランスが保た

れている、具体的にはどういうことか、ちょっと分かり易くご説明頂きたいと思います

が。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○幹事（河川課） 

 すいません。ちょっと資料を、７ページに、古いんですが、３３年の河川砂防技術基

準になるんですけれども、その中に、ちょっと今はD級まで、その中段に基本高水ピー

ク流量の年超過確率、A 級、B 級、C 級という表示があるかと思いますけれども、これ

に対して、当然こういう一定の指標に基づいて全国的なバランスと、例えば、人口とか

資産とかある程度一定の指標で見た時に、この川は１００年、もしくは、資産がすくな

い。被害、ダメージポテンシャル、想定される被害が少ないとか、そういう場合には確

率を落すとか、そういった公平な目で、全国的にも、公平な目で年超過確率というもの

を評価しようという考え方から、全国的にも均衡が、バランスが保たれている方が望ま
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しいという意味なんですけれども。 

 

○宮地委員長 

 いかがですか。 

 

○宮澤委員 

もう一回聞きますけれども、具体的に、今の千曲川と浅川とそれから信濃川のそこの

ところについて、具体的に説明して下さい。 

 

○宮地委員長 

 はい。 

 

○幹事（河川課） 

 前に基本高水流量の決定ということでお渡した資料、今すぐ委員さん出すことができ

ないと思いますけれども、その時に河川の重要度と計画の規模という形で、河川の重要

度をA 級とかB級とか C 級D、Eという形で。 

 

○宮澤委員 

 委員長、すいません、それでは、全部分かっておりますけれども、具体的な数字で今

のそこを言って頂きたいということです。 

 

○幹事（河川課） 

 分かりました。その中で、今信濃川は B 級といいまして１００年から２００年という

形で、規模を示されております。千曲川の長野県側の方では１００分の１で現在計画さ

れております。それから前にお話あったように、新潟県に入りまして、信濃川になりま

すと、１５０分の１で計画されていると思います。浅川につきましては、先程の C 級と

いう区分の中で５０年から１００年ということでございますけれども、資産と人口、そ

こに住んでおられます人口ですね、そんなようなことから考えて、１００分の１という

形で計画をしてございます。 

 

○宮地委員長 

 よろしゅうございますか。 

 

○幹事（河川課） 

 もうひとつ、忘れました。県庁の横を流れております裾花川も同じく C 級で１００分

の１ということで、現在整備されております。 

 

○宮地委員長 

 それでは一応、皆さん委員から出されたご質問に対しては、今のところ返事は出して

いると、あと、竹内委員からのご質問に関しましては、ひとつ、これは国土交通省にも

伺っているということでございますので質問の趣旨をよく竹内委員とお打ち合わせの

上で、幹事会の方で対応して頂く、それでいかがでしょう。どうぞ。 

 

○竹内委員 

 時間的な制約があるので次回でも良いんですけど、一応今日県に対する見解について

は出ています。資料として出ていますので、次回にするか今日にするか判断でやって頂

ければ。 
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○宮地委員長 

 はい、分かりました。それでは、一応、資料については、ご質問については済んだと

思います。あとですね、実は今日出されている資料の中でまだ説明の無いものがあるん

ですが、例えば、これは内山特別委員からの資料、林特別委員からの資料、鷲澤特別委

員からの資料、これは実は先程ちょっと申し上げましたが、内山特別委員からの資料は

詳細なものが出ておりまして、藤原委員が確かかなり言及されました。ここでは、ご説

明を内山委員から頂きませんけれども、このことも頭において、私どもは今後の議論を

続けていきたい。実は内山委員は浅川の特別部会の報告に対してはかなりのご異論があ

るようでございますが、私はそういうことを部会の方では、一応ご承知の上でご報告を

頂いたと思っておりますので、この内山委員の資料を頭において、私どもはこれから頭

の中に入れておいて今後の議論を進める、そういうことで対処していったらどうかとは

思っております。それから、林委員の方の資料は岡谷の利水に関しての岡谷市の見解を

お述べ頂きました。これも後程、利水の時には、全然に新しいことはないと思いますが、

また、ご議論の中に頭に入れておいて頂いて良いのではないかと思います。鷲澤委員の

方は、先程申しましたように、まったく新しいデータでございますので、これをどう考

えるか。これから先の問題が残ると思いますが、はい、どうぞ。 

 

○竹内委員 

 長野市の鷲澤委員から出されたのについては、私も補強してくれるように頼まれてい

るんですが、一応先程申し上げました県にお願いします基本高水算出方法についてと関

連する中身でして、それをより言ってみれば、関係したのを浅川に適用して長野気象台

の資料に基づいて分析をしたということですので関連しているということでご覧を頂

きたいと思います。なお、先程の話し、長野気象台の降雨パターンの内３割は１１時間

以内に降雨が集中する形であるというところに長野市の主眼がございまして、降雨のパ

ターンとしていずれにしても先程昭和１２年の形態もありますよということをしっか

りと認識頂ければということも言っておりました。細かくはこの資料の説明に関連して

申し上げたいと思います。 

 

○宮澤委員 

 委員長、ちょっとよろしゅうございますか。すいません。岡谷市の林市長からのこの

水利用、私、部会長という立場もありますし読まさせて頂きますが、これは岡谷市長の

立場、特別委員という肩書きで出しているものではないというふうに私は受け止めたん

でございますが、その件でこれは是非とも私ちょっと部会の中でもまだ消化不良のとこ

ろがございましたので、是非ともここで利水委員会のところに資料の提出をお願いした

いと思うんでございますが、この機会でよろしゅうございますか。ひとつは横河川から

の利水について、上流部からの利水、要するに水がたくさん流れている方の部分ですね、

ここからの利水問題のことについてですね、問題について公聴会でも大変、一応調べさ

せたんですが、大変多く出ていました。それで検討委員会でこの横河川の利水、私は利

水ワーキンググループということではなくて、是非とも河川管理者の方から明確にお答

えをお話しして頂きたいと、できるものなら利水が出来れば有り難い訳でありますけれ

ども、その点ともうひとつ、新和田トンネルからの利水の可能性について、利水ワーキ

ンググループの座長の方からも利水ワーキンググループからご説明頂いたんでありま

すが、これについてもこの可能性について、もう少ししっかりお話しを頂きたいという

ことで、まだ関係３者、道路管理者、下諏訪町、和田村の３村の会議も一度も持たれて

いないようでございますので、この問題については大至急会議をして頂いて、この検討

委員会にご報告を頂たいと、それでないと、この問題について未消化のままで検討委員
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会としての方向性を出さざるを得ないものですから、この問題につきましては、私も部

会長としてもう一回しっかりとしたお話し合いをして頂きたいということで資料要求

も含めてでございますが、お願いしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

それはどこへ、横河川の利水のことについては、県の方に。 

 

○宮澤委員 

県といいますか、要するに、河川管理者。それから新和田トンネルの問題につきまし

ては、道路管理者、道路管理者がキャスティングボード取って頂いても、このワーキン

ググループの座長が取って頂いても結構でございますが、一応、３人の関係は道路管理

者と和田村と下諏訪町だと思いますので、どなたがキャスティングボード取って頂くか

は別問題として公聴会でも出ておりましたし、部会でも非常に大きな論議が出ておりま

したので、ここのことについて是非とも話し合いをお願いしたいと。 

 

○宮地委員長 

 それは河川管理者の話しと道路管理者。 

 

○宮澤委員 

 新和田トンネルは道路管理者が入っておりますので、これは県でございますので、道

路管理者がキャスティングボードを握って頂いてお話しをして頂ければ有り難いとこ

ういうことです。 

 

○宮地委員長 

 今のお話し頂けますか。はい、どうぞ。お願いします。 

 

○青山幹事長 

 今の話しにつきましては、河川管理者、それから道路管理者ということで、ともに知

事だと思いますので、検討しましてご回答するようにしたいと思います。 

 

○宮地委員長 

 ひとつ、お願い致します。それでは、まだ終わってないんですが、もうひとつ残って

いる資料の４の６、河川整備計画の認可等について、幹事の説明資料がございますが、

これは割と短い時間で説明できるとおっしゃっておりますので、ご説明をお願い致しま

す。松島(貞)委員すいません、延びまして、申し訳ありません。資料４の６です。説明

して下さい。 

 

○幹事（河川課） 

 それでは、竹内委員から質問ありました資料４の２質問、大熊委員案に関しての１か

ら３番までについて、県の河川課の見解について説明をしたいと思います。資料の４の

５に見解まとめてございます。これをプロジェクターを用いて説明をしたいと思います。

また、資料４の６についてはこのスライドのアウトプットになっております。まず、４

月１１日の委員会において、松岡委員から裾花川では実際に降雨パターンにより、流出

量に差が出た事例があるのではという質問に対して、県から資料を配布しております。

これについて、再度説明したいと思います。大熊委員はひとつの計画規模の雨量に対し

て、その流出計算結果が４０%から６０%の開きであるならば、科学的であるといえるか

もしれないが、２倍、３倍では、開きが大きすぎ科学的に判断できる範疇にないと主張
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されております。実際に、河川では同じような雨量でも、雨の降り方により流量が５０%

以上になる開きはよくあることです。具体的な事例で説明したいと思います。事例１は、

平成１２年９月１１日の６時から１２日の６時まで、この２４時間に６５．２mm、平成

１３年８月４日の１１時から、翌日５日の２４時間に６１．２mm という同様な雨量が

ありまして、それぞれのその時のダム流入量が、４５m3/s、それから１４４m3/s とい

うことで、このケースの場合、同量の雨量に対し、約３．２倍の開きがございます。事

例２も同様に、奥裾花ダムの事例ですけれども、平成８年６月２４日の１７時から、翌

日の１７時まで、１４４．２mm の降雨がありました。平成１１年９月１４日の１８時

から、１５日の１８時まで、この２４時間には１３３．６mm の雨量があります。この

時のダム流入量はそれぞれ９０m3/s、１５５m3/s ということで、この雨、同様の降雨

に対して、このケースでは１．７倍の差となっております。このように実際の降雨には

だらだらと降り続く雨、集中豪雨のように短時間に纏まって強く振る雨など、時間的、

地域的に様々なパターンがあります。このパターンが異なると、同じような降雨量であ

っても、洪水流量は大きく異なることがあります。従って、同一の降雨量に対して様々

な雨量パターンから求めたピーク流量に幅が生じるということはなんら問題がないと

いうふうに考えております。次に確率降雨の評価方法ですけれども、高田委員、大熊委

員は実績規模の計画規模の引き伸ばし方法について、降雨継続時間をそのままにして、

降雨量だけ引き延ばすため、計画規模より高い確率になっているということで棄却の判

断を主張されておりますが、まず基本高水の設定に当たっては、安全度に対応した適正

な流量が設定されているかどうか、これを十分に検討する必要があります。その為、洪

水到達時間が河川の集水域の最も遠い点、離れている地点に降った雨が流下してきて、

基準点に掛かるまで、到達するまでの時間ですけれども、この洪水到達時間が数時間で

ある浅川や砥川のような中小河川の場合は、降雨規模における、短時間の降雨の強度、

これが計画規模と比べて適正のものかどうか、これを確認する必要があります。これは

河川砂防技術基準（案）にも記載されている通りです。その結果をまた合理式、比流量

で確認するということを行います。事例３でまた説明したいと思いますけれども、これ

は平成７年７月１２日から１３日の降雨です。この事例で分かりますのは、強い雨が降

った直後に河川のピーク流量が大きくなることが分かります。これは裾花川だけでもな

く、検討委員会内のほかの河川も同様でありまして、河川に身近に住んでいる方々は、

強い雨が降った後、すぐ水嵩が増えるといった日常的な体験から実感できるかと思いま

す。このようにピーク流量は短時間に強い雨が降った直後に洪水流量が大きくなるとい

うことで、短時間の雨量、洪水到達時間内の雨量の影響を受ける為、降雨確率の評価と

しては、この短時間雨量が計画規模と著しい差異があるかどうか、これを確認する必要

があると思われます。こういった観点から、ピーク流量に支配的な洪水到達時間内の雨

量を浅川と砥川で検証してみます。浅川、砥川共に、計画規模は１００分の１です。浅

川の洪水到達時間が１３５．７分、砥川が８０分です。浅川の場合長野観測所での、１

００年確率の洪水到達時間内の短時間雨量強度、これが３３．３mm です。これに対し、

基本高水決定洪水到達時間内の短時間雨量強度が２９mm ということで、１００年確率

と大きな値とはなっていません。同様に砥川の場合ですけれども、諏訪測候所の洪水到

達時間内の短時間雨量強度、これが５１．１mm。基本高水決定洪水の洪水到達時間内雨

量強度が３０mm ということで、これも１００年確率以内となっております。このよう

に浅川、砥川共にピーク流量に支配的な洪水到達時間内雨量は計画規模と比べ、決して

大きなものではないというふうに言えます。次に浅川と砥川の基本高水の合理式による

結果を検証します。浅川については基本高水４５０m3/s ですけれども、合理式による

検証の結果４４０．１m3/s ということで、合理式とほぼ同一の値となっております。

砥川につきましては、基本高水２８０m3/s、合理式による算定の結果が４５４．１m3/s

ということで、合理式より求められた値よりも小さい値となっております。次に、比流
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量数ですけれども、県内の他河川との比流量図の比較をします。比流量とは、基本高水

を流域面積で割ったものでありまして、流域面積が異なる河川の比較に用いられます。

横軸に流域面積を取ります。これは対数、この目盛りは対数になっております。縦軸に

比流量を取ります。見てお分かりの通り、流域面積が小さい河川においては、比流量が

大きく、流域面積が大きい河川においては、小さくなっております。右下下がりの傾向

が得られます。この中で、浅川がここ、砥川がここですけれども、浅川、砥川共に県内

河川と比べて比流量図のバランスは図られています。このように合理式からの結果、比

流量図による比較から浅川、砥川共に、基本高水流量は妥当であるというふうに考えま

す。次に、今説明しましたように、洪水到達時間の短い河川では、計画降雨の選定に当

たっては短時間の雨量が計画規模と比べて、著しい差異が無いかどうかで判断すべきと

思われます。大熊委員、高田委員提案のこの雨量継続時間の確率関係の曲線の引き方に

ついて、次の様な疑問点がございます。まず日雨量と２４時間雨量はデータが異なる。

これはデータ算出の考え方が違うものです。２点目として、各継続時間ごとに流域平均

雨量と長野県観測所の差分は異なるのが通常ではないかと思われます。この為、２４時

間雨量と日雨量の差をそのまま継続時間河川改修差し引くといったことはちょっと疑

問でございます。長野観測所での日雨量、これは９時９時です。９時９時の日雨量と２

４時間雨量を比較したのがこの表です。９時９時の日雨量と２４時間雨量は異なるもの

を示しています。まずここは長野のアメダスの長野地点の２４時間雨量は日雨量に対し

て１．１４倍になっております。それから、長野観測所の日雨量と２４時間雨量ですけ

れども、１００年確率の場合、日雨量１１８．９mm、２４時間雨量が１４４mm という

ことで、２４時間雨量は日雨量より大きなものとなります。次に流域平均と長野の観測

所の雨量について説明します。こちらが、流域平均の日雨量、これが長野観測所の日雨

量、確率年毎に整理しています。１００年確率の場合、流域平均日雨量が１３２．９mm、

長野観測所の日雨量が１１８．９mm ということで、流域平均の方が１４mm 多くなって

おります。１００年確率についていえば、流域平均日雨量は、長野観測所の日雨量より

大きいといった結果が分かります。先程のグラフに戻りますが、今説明しましたとおり、

９時９時の日雨量と２４時間雨量はデータが、データ算出の考え方も異なります。それ

を同一のグラフの中にプロットしているんですけれども、こういった点は時間雨量を整

理してプロットしたものです。それから紫の真ん中の線、これも時間雨量を整理したも

のです。その中に考え方の違う日雨量といったものをプロットして、これを元に流域平

均というものを考えるのはちょっと疑問だと思います。それから流域平均の日雨量と長

野観測所の時間雨量、先程説明しました通り１００年確率ですと、流域平均の方が大き

な結果になっておりましたので流域平均の時間雨量が長野観測所の時間雨量より常に

小さくなるという関係にあるとは思いません。よって、この黄色の線を引いて流域平均

雨量としているんですけれども、これついても科学的な根拠はないと思われ、これを用

いて計画降雨について１００年確率以上になっているとは、断定できないと思われます。

よって、このグラフから計画降雨の棄却の判断はできないものと考えます。まとめにな

りますが、繰り返しになります基本高水は安全度、計画規模、既往洪水、計画対象施設

の性質等を総合的に検討し、県内河川のバランスを考慮し河川管理者が決定するもので

あると。県としては基本高水算出の元となる計画降雨の妥当性、これは今説明しました

通り、洪水のピーク流量に特に効いてくる短時間降雨の強度に注目して今説明しました。

それから流出解析、合理式による検討、比流量による他河川との比較によって検証して

おります。その結果、基本高水決定の元となった計画降雨は、計画の対象として考慮せ

ざるを得ないものであり、流出解析手法も適切なものと考えて、合理式による確認、比

流量による他河川との比較の結果も妥当であります。よって、現計画の基本高水流量、

浅川４５０m3／秒、砥川２８０m3／秒は、計画規模に対応する適正な流量であると考え

ます。現計画の基本高水流量を下げることは、治水の安全度を下げることと同義であり、
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流域住民の生命、財産の安全を確保する為には、合理的な理由が無い限り許されないと

考えております。以上が河川課の見解ですけれども、これらを判断頂き、検討委員会や

部会で十分に議論して頂きたいと思います。以上、竹内委員からの大熊委員案に関する

質問の回答を終わります。 

 

○宮地委員長 

 はい、ありがとうございました。只今のご説明、大熊委員、高田委員のご質問に対す

る返事でございますが、私はこのせっぱ詰まった時間にまだいろいろ議論があると思い

ます。ですから、今のご説明はご説明として伺って、これはまたこの次の議論の時にま

た丁々発止があるのではないかと私は予想しておりますが、そういう前提でよろしゅう

ございますでしょうか。大分時間が経って参りました。議論すべきことはだいたい終わ

ったんですが、次の今後の予定についてというのがありまして、ちょっと２つほどお諮

りしたいと思っていることがございます。そのひとつは、検討委員会も、ご存知のよう

に、答申の時期が近づいております。ですから、答申案をどう作ることをそろそろ考え

ておかないといかんだろうと思う訳でございますが、答申案の起草について、どんなふ

うに考えていたら良いか。中身はまだ決まらん訳ですが、少し時間を掛けて、そういう

ことに対する構想をお考え頂きたい、このようにと私は思っておるんですが、その辺い

かがでございましょうか。もうそろそろそういう具体的なことを頭に置いておいた方が

皆さんの心の対応もできるんではないかと思うんでございますが、そういうことを考え

て見てよろしゅうございますか。それでは、要するに起草委員会というものを作ったほ

うがいいと、端的に言って思うんでございますが、起草委員会をどんなふうに考えたら

良いか。実は、前に私ちょっと申し上げたことがございまして、ワーキンググループが

ございます。それは問題点をいろいろ整理した訳でございますので、いろいろなワーキ

ンググループからひとりずつくらいお出し頂くということを考えてはどうか。それでも

うひとつは地質の方は、実は、ワーキンググループは無い訳でございますけれども、こ

れはやはり、いろいろな問題で浅川にも砥川にも関係しておりますので、地質について

もひとつ加えて頂いて、基本高水、それから財政、利水、森林、そのワーキンググルー

プからひとりずつ起草委員ということを考え、お互いにご相談頂いてお出し頂いて、考

えておいて頂いたらどうかと思うんですが、どんなもんでございましょうか。 

 

○五十嵐委員 

 それでよろしいと思います。 

 

○宮地委員長 

 いかがでございましょう。よろしゅうございますか。それでは後ちょっと休憩を取り

ますけれども、その時にご相談頂きたいと思います。もうひとつ、それはすぐお願いす

ると致しまして、もうひとつはまだ部会をどういうふうにやったら良いか、まだ４河川

残っております。それの取り扱いをどうするかということでございますが、具体的に申

しますと、角間川と清川、それから薄川と駒沢川ですか、４つ残っております。実際部

会を立ち上げるとなりますと、２ヶ月くらい掛かる。実際に砥川、浅川の答申が済んで

から、いろいろ動き出すと思いますが、その体制をすこし考えておいた方が良いのでは

ないかと思います。それでちょっとその４河川、質が違ったものがございまして、角間

川とそれから駒沢川、これは既に計画を作って実施が進んでおる訳でございます。それ

に対しまして、清川というのは、この間県の方に聞きますと、今調査段階であると、そ

ういう段階であるようです。それからもうひとつご存知の薄川の方はダムというのは中

止になっておりまして、純粋の治水の話しだけになっております。ちょっと他の河川と

違うような感じが致しておるんですが、それで従来通りの部会をやるとすると、確かに
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全部部会でやるということを最初申し上げたんですが、そういう状況を考えますと、ま

ず駒沢川とそれから角間川、これは今まで通りの形の部会の設定というものがひとつ考

えられるのではないか、こう思います。もうひとつ薄川と清川については、清川は先程

申し上げましたように、調査段階でございますので、これはむしろ検討委員会が当たっ

た方が良いだろうと、私は、計画を作る段階ですので、そういう直接に触って、必要な

らば市町村の意見も聞く、そういうことも多分あり得ると思います。それから、薄川の

方もダムございませんので、これは松本市の関係者、どういうふうなご相談をするかは

別としまして、原則として検討委員会が直接当たっていったらどうかと、そんな感じを

私もっておりますけれども、私の意見を先に申し上げて申し訳ないんですが、その辺い

かがでございましょうか。ちょっとご意見を伺いたいと。はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 委員長の意見で別にあれする訳ではないんですが、私は最後の薄川と清川ですか、検

討委員会でみんなで当たられるくらい時間が皆さんにあるでしょうか。私はそのことだ

け気になっております。各それぞれのところもそれぞれ始まっておりますし、これ報告

書、みんなそれぞれ書かなければならないような状況、そういうようなところで、私は

もしやるんだったら、同じように割り振って進めていってしまった方が、それで全ての

ことを宮地委員長の元にまとめ上げてくるという形の方が、何か良いような気がするん

ですが、それで早く終わるところは早く終わったで良いということの方がよろしいので

はないかと、こんなふうにも思うのですが、また検討委員会でどなたをキャップにして、

誰でやる。その都度に何人それに関わるというようなことを考えていきますと、また大

変でございますし、それと同時に今までのパターンはそれぞれのワーキンググループか

ら、報告書も先程そういう報告書になった訳ですから、ワーキンググループからそれぞ

れ関係者が出てやっていくという方向は変わらないと思いますので、どうかそんなよう

なことでやられた方が結論は早く出るのではないかと、こんなふうに思うんでございま

すが、私の単なる意見でございますが。 

 

○石坂委員 

 私は委員長の今の提案に賛成ですが、薄川については前回か前々回、検討委員会の中

で検討を早めるべきではないかと、部会で住民を公募したり、一定の時間を向こうへ送

るよりは、その方が地元からは具体的な河川改修などの、どのようにして欲しい、どう

してくれるんだという陳情が相次いでいる訳ですから、そこへの対応を全体の議論の中

で詰めていった方が良いのではないかということで、ご提案しまして、高橋委員からも

賛同のご意見があったような気がしましたけれども、私は薄川については、部会でなく

検討委員会の議論で、今日も浅川、砥川を中心に全体の議論を致しましたけれども、そ

のような形で対応する方が、より現実的ではないかと、清川についてはその時点で考え

ていませんでしたけれども、今のご提案に賛成したいと思います。 

 

○宮地委員長 

 いかがでしょう、どうぞ。 

 

○竹内委員 

 薄川はダムが基本的に無い訳でして、当初条例上入ってはいたんですが、ただその手

法として、住民の皆さんの意見も含めて、或いは市町村と連携してやっていくという意

味で部会がありました。そういう意味で行きますと、ここまできて、一定の手法が確立

されてきた段階の中では、あえて検討委員会というよりも、本来の行政の有るべき姿と

して薄川の総合的治水対策について、行政側として、きっちり同じ手法をもって進めて
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頂ければ、私は良いんではないかと思います。それはこの検討委員会で賛同を得ればと

いうことです。それでやはり、それに対して途中で意見なり求められれば、検討委員会

で論議していくということで、私はいいのではないかと思います。以上です。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうでしょう。清川はどうですか。竹内委員。まだ調査段階だというんですが。 

 

○竹内委員 

 清川についてもですね、そうは言っても清川は賛否あるんてすよね。賛否が。形でど

のくらい期間掛かるかということは別にしまして、私はここで何か、どうやって皆さん

の意見を反映するかということも大事だと思いますので、形はきっちり作った方が良い

だろうというふうに思います。 

 

○宮地委員長 

 いかがでしょう。まったく分かれている。面倒なことを言わなければ従来通りやっち

ゃえば。ただそれが実際に具体的にどう動くのかという具体的ないろいろな問題がござ

います。但し、部会をたくさん作りますと、松島(信)委員かご心配になったように、検

討委員会がちっとも動かないではないかという話しにもなりかねませんけれども、そう

いう意味で私は検討委員会も少し精を出さなければいかんかなと思ったんですが。いか

がでしょう。今の話しを聞いていますと、そう無理に分けることもないんでしょうか。

ただ、事務局はですね、方々に部会を作ると大変な訳です。検討委員会でやれば、例え

ば、清川と薄川、検討委員会を一回開いてやるということはできますですね。それはち

ょっと今の浅川、砥川、やっているあとの３河川、そのあとになるでしょうけれども、

そのように思うのですが、どうでしょう。これはもう現実の問題で原理の問題ではない

と私思いますけれども。 

 

○宮澤委員 

 委員長、いいですか。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○宮澤委員 

 地元の意見をどうやって聞くかということだけ解決されれば、別に拘るものではあり

ません。ただ、検討委員会で、例えば、薄川をやる、清川をやるという形でやっていっ

た時に地元の意見をどうやってやるか、また同じことになるような気がしてならないも

のですから、それだったら、部会に分けちゃって話しを上げてきた方が良いと、簡単な、

要するに、論点が少ないところは早く終わって上がってくるというふうに思いますので、

そういうふうに私は思った訳ですけれども、問題は地元の行政の意見、住民の皆さんの

意見をどう聞くかということだと思うんですが。 

 

○石坂委員 

 部会を設置して議論するということが勿論より良いと思いますけれども、物理的な問

題や、エネルギー、それから費用の問題、事務局体制のことなど考えますと、先程午前

中、ご報告ありましたように、黒沢、郷士沢、上川、この３部会がほぼ８月末までを予

定して、これからかなりハードな日程が始まりますので、部会で議論をするということ

を主にした場合には、そのあとになると思います、角間川など入れたりして、というこ
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とになっていくので、例えば、対応が急がれている薄川のことは、事実上８月以降の部

会の議論ということで、どんどん向こうへ行く訳ですよね。だから、それはちょっと現

実的ではないんではないかということで、今、竹内委員からは行政の対応でいいんでは

ないかというお話しありまして、私は検討委員会で皆さんがよしとすれば、それでも良

いんではないかと思うくらいで、平行してできることにカウントできると思うんですよ

ね。勿論、大変なんですけど、部会を設置しなければ、できないということでは無いと

思いますし、今、宮澤委員ご心配の地元の意向、意見をどう尊重して汲み尽くしていく

かということは、部会が設置されなければできないということでは無いと思いますので、

そういう工夫と検討すれば、平行して検討委員会で薄川、清川については検討したらい

かがかなと、８月末以降を待たず、平行してやるべきではないかと、そんなふうに思い

ますけど。 

 

○宮地委員長 

 いかがでしょう。他の委員の方にもご発言を頂きたいんですが。どうぞ。 

 

○高橋委員 

 私も物理的に無理があるだろうと思っております。今でさえ、こういう状況でござい

ますよね。ですから、この清川、薄川は委員会で良いんではないかと。当初から私はそ

ういうふうに思っております。 

 

○宮地委員長 

 薄川はどうですか。 

 

○高橋委員 

 委員会で良いんではないですか。 

 

○宮地委員長 

 どうぞ。 

 

○浜委員 

 松本の方々には今更何を言うかというふうに言われるかもしれませんが、この薄川に

ついては、私は竹内委員のおっしゃるとおり、基本的に行政の仕事の中の一環として進

めていくべきだと思います。検討委員会として、この検討委員会は治水・利水ダム等検

討委員会ということで、やはり、ダムのある河川について、その代替案等を検討するこ

とが主な仕事になっている訳なんで、物理的な面も考慮いたしますと、やはり、薄川に

ついては通常の行政の仕事の中で案を出して、それで住民に提示していくという形が一

番ノーマルではないかというふうに思います。ただ、清川については、やはり、住民の

賛否があります。それと、ダムの計画があるということですから、これについては、検

討委員会でやって頂くべきだと、所謂、ダムのボリュームとか問題点等について、あん

まり難しそうなところは無いような気が私はしたんで、その辺も少し論議をして頂いて、

検討委員会の方で部会を作らずしてやっていくぐらいのことで何か答えが出て来るの

ではないかと思います。 

 

○宮地委員長 

 住民に投げる案を作ることがまず清川の場合には必要ですね、現在調査中という訳で

すから、浜委員は清川の検討委員会でやって、薄川の方は今までの通りの形を取れと、

こうおっしゃる。どうでしょうか。はい、どうぞ。 
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○青山幹事長 

 その薄川につきまして、行政でやるということは、いま少し詰めてもらわないと、実

は知事が諮問している訳ですよね、この委員会に。そうするとその諮問を撤回しろとい

うことなんでしょうか。そこをですね、議論して頂かないと、私どもとすれば条例に則

って、薄川も審議の対象だという形になっている訳ですよね。実は薄川につきましては、

ダムを中止しましてどうしようかと、散々議論したんですよ。うちの方も諮問するに当

たりまして。それで、条例の趣旨からしまして、この検討委員会でそのダムが無いとし

ても、治水対策ということでも検討していくということが条例の趣旨ですから、諮問頂

いて、答申を頂いて、治水対策を実施していった方が、より民主的ではないかと、より

条例の趣旨にあっているのではないかという経緯がございますので、その点を含めてご

議論頂きたいと思いますが。 

 

○宮地委員長 

 私、今ちょっと浜委員のご提案ちょっと錯覚しておりましたが、勿論、これ全部諮問

頂いている訳ですから、検討委員会はタッチしなければいかんと思います。ただ、その

時に部会を設置するかということを申し上げていた訳です。どうも、清川については、

今の検討中だから、検討委員会がやって良いというご意見ですね。薄川もダムはないけ

れども、治水の問題を、陳情もきております。そういう意味で、部会を設けるか、検討

委員会が直接当たって、そこでの住民の意見をどういう方法で聞くかと、こういう問題

に対する対処の仕方で考えたらというのを私は申し上げた訳です。はい、どうぞ。 

 

○浜委員 

 訂正をしますが、基本的に委員会で考えて頂いて、それで、いずれにしても、河川改

修ということがもう決まっている訳ですから、今度は基本高水の問題、これがどう関わ

ってくるかということになりますから、またワーキンググループの方で、早めにこれも

出して頂きながら、勿論、財政を含めてしっかりとスピーディーに論議をして頂いて、

それを提示して、委員会の方で一応の了解を得た中で、行政の方で、基本高水に沿った

河川改修の案を作って頂くということにしたらいかがでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○竹内委員 

 確かに条例上は、そういうことで、当時とすれば手法が問題で、公共事業の在り方と

か、支出の在り方について、やはり、市町村や住民参加の手法を用いてやっていきまし

ょうという趣旨でありまして、そういう意味ではそうなんですけれども、確かに諮問は

されていると、今まさに論議をしている訳でして、行政がやるべきだといっても、例え

ば、やり方についてもしっかり論議をして、例えば、それについては市町村長を交えて、

或いは、住民から公募するなり、そういう期間を作りなさいとか、やることも含めて論

議すれば良い訳でして、そういう趣旨で私申し上げている。私が言っているのは、部会

を作らないで基本高水を、例えば、この委員会で決めてそれを押し付けた格好になって

しまうと論議する場所がない訳ですよ。そういう意味で行政が決めたことですから、も

う既に中止になっている訳ですから、それについては、そういうことで今までやってき

ていますので、ひとつのモデルという形で良いではないでしょうかということを申し上

げているんです。 
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○宮地委員長 

 この検討委員会で答えを出して、押し付けるという格好はまずい。部会があるないに

かかわらずですね。 

 

○宮澤委員 

 委員長。私はあんまりいろいろ考えないで先程も申し上げましたけど、何かここで委

員会で検討委員会でやってやるメリットというのは何なのか。部会を同じようにやって

頂いた方が、この間も松本地域の皆さんが知事のところに要請書を出しておられました

けれども、同じだと思うんです。ダムがあるかないかという問題より、もっと純粋な意

味のことがその中に眠っているのではないだろうか。だから、なんで松本だけ薄川だけ、

委員長のお膝元だからということでもわかりますけれども。 

 

○宮地委員長 

 違う、違う、そんなこと私は言っていません。 

 

○宮澤委員 

 そんなことで、私は別に継子扱いすることはない。同じように答申されて、今幹事長

がおっしゃられるような状況の中で、やはり、それぞれ、真摯な論議をたんたんと進め

れば良い。特に私は逆に薄川のようなパターンをしっかりやることの方が大事なんでは

ないだろうか。特に地元の皆さんの参加が仰げて良いのではないかなと、こんなふうに

逆に今回、私、今浅川とか砥川の現場に際しまして本当の意味での民主的な治水、総合

利水ができるのではないかと、そんな期待を実はもっているところですが。 

○宮地委員長 

 はい、幹事長、どうぞ。 

 

○青山幹事長 

 よろしいですか。そうだとすれば、時間的な制約ということも、石坂委員から出てお

りまして、全部の部会ということになりますと、事務的にもちょっと大変だということ

もございます。そこで、前回私もちょっと申し上げたんですが、基本高水をどうするか

というのがひとつの論点だと思うんですよ。従って、その基本高水について、この検討

委員会である程度方向性出して頂いて、それに基づいて、行政の方で、河川改修案を作

りまして、それと同時にですね、地元の皆さんの意見を聞かないという訳にはいきませ

んから、今の議論の通り。地元の組長さんなり、住民の皆さんの意見を聞くというのは、

それは行政の方で意見を集約して、この検討委員会に上げてくれというんであればその

方式も取れるのではないかと思います。従って、検討委員会と行政がうまくタイアップ

しながら最終的な案を作り出していくということも考えられるのではないかと、このよ

うに思いますけれども、それも含めてご検討頂ければと思います。 

 

○宮地委員長 

 清川にしましても調査中でございます。薄川というのは新しく作る訳ですね。そうい

う意味で部会を作っても、そこへもっていく案というか、検討委員会の考え方を作るの

に時間がある程度必要ではないかと思う訳です。今までのようにあってそれをもって行

って、論点整理をして、これでどうですかという訳には行かないように思います。だか

ら、そういう意味で、ちょっと今までの部会以前に検討委員会として何か議論をする場

は是非必要ではないかと、私はそう思ったんです。それからあとでこれは住民、こうい

う段階で住民に聞こうとか、部会を改めてここで発足させようとか、そういう話しがあ

るかもしれませんけれども、その前段階がやはり必要ではないかと、薄川と清川につい
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ては私は思った訳でございます。どうぞ。 

 

○石坂委員 

 そういうこともありますけれども、部会のメンバーに検討委員が入る訳ですよね。そ

ういう問題がなければ、一斉に９流域に置くというお話しも最初にあったくらいで可能

なんですけれども、宮澤委員のご意見はご意見で大事なことだと思いますけれども、ど

うして薄川だけ部会を作らないかと、そういうご意見もそれは出て来るかと思いますけ

れども、しかし、現実の対応を具体的に急がなければならないということと、この検討

委員会設置以前に既に森と緑のプロジェクトとか、いろいろダムを造らないということ

を前提の林務のサイドの良い検討が始まったりしているものが、検討委員会で部会を設

置するかどうかということがあるものですから、中断、事実上せざるを得ない状況にあ

ると思うんですね。だから、そういうことを現実的に解決していくということを考えた

場合には、私は、ご意見は分かるんですけど、やはり、薄川、清川については部会に依

らない方法で、現実的な対応を急ぐということで検討委員会が役割を果たすべきではな

いかと、地元の方のご意見は、やはり、それは工夫を凝らして、きちんと反映したり、

生かすということは勿論、考えていかなければならないけれども、部会の設置は、薄川、

清川についてはいらないのではないかと、そう思います。 

 

○宮地委員長 

 ちょっと議論が分かれてしまいましたですが、どうでしょう。角間川と駒沢川、これ

については今まで通りのやり方で良いというのは、どうも皆さんご異論がないように思

います。それであと薄川と清川につきましてはいかがでしょう。私、申し上げましたよ

うに部会を開いたってそこへもっていく案を作らないといかんと私は思うんですよ。だ

から、それで暫らく検討委員会で、その２つの河川については検討委員会で少し案を練

って、それからあとで部会にもっていくかどうか、そう考えたらいかがでしょうか。ど

うぞ。 

 

○高田委員 

 検討委員会でとにかく地元に提示する案を作らなければいかんというのは、これは当

然。その段階で公聴会なり、この検討委員会自体公開制でいろいろな情報が前に出てい

く訳ですから、意見を文書で頂くとか。公聴会だって、１回ではなくて、２回くらいは

覚悟しとくとか、そのくらいで検討委員会でやれば、いいんではないでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 まだそこまで枠をはめるつもりはございませんですが、要するに検討委員会としても

いろいろな意見の聞き方もございますので、まず案を造るということで、薄川と清川に

検討委員会がまず任務として始める、後の角間川、駒沢川については今まで通りの部会

の設定、そういう方向で出発する。いかがでございましょうか。 

 

○宮澤委員 

 私だけが反対だったら結構でございますので、決して私の意思を通すつもりはござい

ません。 

 

○宮地委員長 

 検討委員会でやっておりまして、是非部会を作った方が良いという判断になりました

らその段階で考えたいと、いかかでしょうか。はい、それではもう大分時間もおしまし

たので早速ですがワーキンググループから実際に、起草委員としてお出になる方をちょ
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っとご相談頂きたい。それから、今の角間川、駒沢川に、各ワーキンググループ、地質

がどう入るか分かりませんが、それをどうお入り頂くか、それをお決め頂きたい。でき

れば部会長もご相談頂きたい。そういうことを今、ここで休憩に致しますが、１０分か

１５分でお願いできましょうか。 

 

○五十嵐委員 

 ひとつだけ、この次の会合何をなさるんでしょうか。要するに、何と言いますか。本

当に１４日ですか、その時に答申案確定する、そういう前提ですか、それはもっと延び

るということもあり得るんでしょうか。 

 

○宮地委員長 

 次回のことを申し上げるのを忘れました。次回勿論、先程出ました出発点が決まりま

したので、それの内容の、案の合理性に集中すると思いますが、それからあと森林、治

水、利水ございますので、そういうものについて浅川と砥川についての議論を重ねる。

これが次回の最大だと思います。目標と致しましては、その後９日の次は１７日でござ

います、予定としては。ですから、そこら辺までに、２３日まで予定を取っておいて頂

きたいと、こう申し上げました。今のどうでしょう、今の五十嵐委員の。 

 

○五十嵐委員 

 ２分くらいで終わりますから、ちょっと財政ワーキンググループからひとつ是非考え

て頂きたいことがあるんです。２分くらいよろしいでしょうか。ひとつはダムを中止す

るといった場合の額の算定の仕方について、非常に大変な苦労をするということです。

これは何１００億円という単位で苦労致します。そういう議論をどこでどのようにやっ

たらよろしいんでしょうか。例えば、ダムを中止した場合に、既に受け取っている補助

金というものについて返還するかしないかというのは、大論点です。決定的に何１００

億円の単位になりますので、非常に問題があります。利水の方についても、単なるお金

でなくて、代替施設を考えますと、これをどのように一体考えたら良いか、というのが

大問題であります。更に、ダムを中止した場合、ゼネコンさんに払う損害賠償とか、地

元の用地等について、用地の費用などについてどのように考えたら良いかについては大

問題です。これが一点です。今度、ダムを造る場合について、これをどう考えるか。ダ

ムを造る場合に、多分、堆砂という現象が起こりますと浚渫しておかなければなりませ

ん。この費用をどうみたら良いんでしょうか。管理費というのがあります。これをどう

みたらいいんでしょうか。最終的には、私はダムはどこかで撤去ということを視野に入

れなければ駄目だと、世界の潮流からそう思っていますけれども、撤去の費用なども考

えるんでしょうかという大問題があります。ダムを中止した場合とダムを造った場合の

それぞれ大きな問題です。もっとそれ以外に現実的な問題がありしまて、先程ちょっと

議論が中断しちゃったんですけれども、基本高水を変動することによって、仮に災害が

起きた場合に損害賠償というのはどう考えたら良いんだろうということですね。或いは、

もっと根源的に言いますと、そもそも一体、ダムにいくら費用を掛けて、その効果をど

ういうふうにみるか、所謂、費用対効果というものがありまして、これをどうみるんだ

ろうか。もっと更に言いますとそもそもダムというのは、環境破壊起こす訳ですけれど

も、環境破壊的なものを損害の中にどのように計算するかということに関して、これ全

部大論点です。こういうことを今のスケジュールの中で議論頂けるんでしょうか。それ

ともまったく不明という形で答申するんでしょうか、或いは起草委員会の中にまったく

白紙にして、誰か考えることであるんでしょうか。ということです。 
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○宮地委員長 

 途方に暮れてしまったんですが。 

 

○宮澤委員 

 委員長、今の五十嵐委員のこと、夕べもその話しが８時過ぎまでずっとえんえん続い

たんでございます。ですので、その話しを本当にやって頂かないと、先程の話しではな

いですが、答えが出てこないと、こういうことで座長が言われたように、財政ワーキン

ググループも昨日も苦慮した訳でございます。そこら辺のところも含めて。 

 

○五十嵐委員 

 いつも議会側は早く答申を出せと言っていますけれども、こういう議論はどこで誰が

やれば良いというふうに考えて、つまり本気だったらもっと時間かかると思うんですけ

れども、議会側は延長を許さないんですか。皆さんは議会から出ているんだから。どう

するんですか、これ。 

 

○宮澤委員 

 委員長、私一番回数が多いので、石坂先生がおられます。一応、５月の終わりという

ことは、議会の云々ということではなくて、要するに国との協議の関係の中で生まれて

きたことでございます。ですから、今、１７、２３ということで、その後、どういうふ

うなスケジュールかということでございますが、だいたい６月の初めから決められた案

について、もし仮にダム案だとしたら、１１月までいいということでございますが、も

しダム案に違う案、今までの既成の動いている違う案の場合は、６月の始めから大至急、

国との協議が始まると、先程話した通りでございます。そういうことになってくると、

その時に何にも風呂敷づつみの中に何にもないで行っても何の意味もございません。で

すので、５月一杯で方向性を出さなければということで、この委員会を受けた後、知事

が結論を出す訳ですから、それまでの時間的な形でいうと、２３日あたりがと、こうい

うことになってきたということで、決して議会が圧力を掛けているのではないというこ

とだけお話し申し上げます。 

 

○五十嵐委員 

 具体的に考えると基本高水についても先程、大熊委員と高田委員が提案になったよう

に、相当激しい応酬ですよ。そうですよね。だれが書いてどれくらい説得力があるか、

どうやって議論するんですか。いろいろ論点が出すのは良いんだけど、基本的なところ

で議論しないといけないことが山ほどありすぎるんですよ。どうするんですか。 

 

○宮地委員長 

 私も県会の為にこの検討委員会やっている訳ではないと思っておりますけれども、確

かに、総合的な治水、利水という諮問ですから、問題点は一応議論しなければいけない。

それからどの程度できるかいろいろ難しいんですが、やはり、もうひとつは概算要求と

いう時期がございますので、そういう意味で私どもは４月中にできればと思ったんです

が、５月にずれ込んでしまいました。そういう意味でなるべく早くしたい。五十嵐委員

のご心配もある訳ですが、その辺を、やはり、あんまり堂々巡りしない格好で、やはり、

砥川の論点が割れてしまったら、割れたということを明確にするということが必要だろ

うと思っております。ただ議論が出っ放しであるのがまずいだろうと思っておりますが、

そういう意味でどうでしょう。五十嵐委員今すぐ誰が決めるんですかとおっしゃられた

が、ちょっと、それに向けて最大努力をしてみましょうとしか私は申し上げられないん

ですが。 
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○宮澤委員 

 委員長、事務局の方から、９、１７、２３と設定したら、その時に何をやるかという

くらいな話しは出しておきませんと、９の段階で今資料要求等が出た問題について、９

の段階で答えられるのか、答えられなかったら、起草委員会のそこのところには作業に

入れない訳ですね。そういう状況の問題で、本当に９が、私この前も申し上げましたけ

れども適当なのかどうか。そこら辺のところ９というのは７、８しか無い訳ですよね。

そこら辺のところも含めてできるのか。この次の時に大きな論争になると思うんです。

そこら辺のところも含めて、もう一度日程的なことの、これからの流れをちょっと事務

局の方から、お話し頂ければ有り難いと思うのですが。 

 

○松島(信)委員 

 今の宮澤委員のご意見の中で、６月に申請をする訳ですね。それが間に合わなかった

ら、また来年の６月と、こうなるんですか。 

 

○宮地委員長 

 概算要求はそうですね。そういうことです。 

 

○松島(信)委員 

 だから、今、五十嵐委員が言うようなことでやっていって、これだれがやるかという

ことは、検討委員会でやるしかしょうが無い訳でしょう。どうしようもなかったら、来

年までいくしかしょうがないんでは無いんですか。 

 

○宮地委員長 

 そういっちゃうと実もふたも無いんでございますが、とにかくやはり、任期もござい

ますし、最大限努力するより仕方ないと思いますよ。もうひとつはそういう時期が、期

限があったら、それでここまでしかできませんでしたと。 

 

○五十嵐委員 

 部会でですね、触れなかった論点で非常に重要だという論点、私が今言ったようなこ

となんですけれども、それぞれあると思いますので、委員長のところに集約して、集中

的に１時間でこの議論する、１時間でこの議論する、割り振ったらどうですか。それで

なければ２４日に間に合わないです絶対に。どんな起草委員、今から選ばれるんでしょ

うけど、書きようが無い。議論もしていないんだから。 

 

○宮地委員長 

 まず今度の時には、先程の案についてちょっと部会の方でご相談なさるという話しで

したね、確か。それで財政の方に枠を示して、今日財政の報告、結局なかった訳でござ

いますが、それができるような体制作ってもらって、財政からの報告をまず頂かなけれ

ばならん。それについて今度は、その次にくるような問題を、今五十嵐委員のご提案の

ように、私、相談しまして、問題を詰めて、それがぽんぽんとスケジュール通りにいく

かわかりませんけれども、とにかくこういう問題があるということを並べまして、これ

をこういう、何と言うか、順番を追って議論していきたいと、そういうことを今度出し

ましょう。どうでしょうか。 

 

○五十嵐委員 

 できれば、８日までにそれを配りまして、９日それを頭に入れてきて頂いて、論点を
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消化していくという形にしないと間に合わないと思います。 

 

○宮地委員長 

 幹事会の方、そういうことでちょっとご協力頂けますか。 

 

○五十嵐委員 

 幹事会で受け取って下さい。皆さんに、どれを議論したいか、改めて。議論したもの

としないものを分けて、ここの論点整理。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 どういったことを議論するか、提出して頂くということでしょうか。ただ。 

 

○宮地委員長 

 足りなかったこと、特に重点的に議論して欲しいこと、それをちょっと早急に事務局

の方に出して頂いて、それを整理して、まとめてみようと、そういうことでどうでしょ

うか、やはり、こちらで推測してもいかんし、足りないこともあるかもしれませんが、

皆さんからもご提出を頂き、それを種にして、こちらの私と事務局との方とで検討して、

そういう論点を並べてみると、残っている問題がこれだけありますよと明確にしていき

たいと、よろしゅうございましょうか。幹事会、対応して頂けますか。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 はい、ではそのように手配したいと思います。 

 

○宮地委員長 

 ゆっくり、ご相談に上がります。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 今のお話しですと、連休明けの８日ということで、８日までに。 

 

○宮地委員長 

 ９日が次です。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 次回は９日をお願いしたいと。 

 

○五十嵐委員 

 だから、その時に委員の皆さんがこういう論点がありますよと自覚して９日に臨んで

欲しいと。 

 

○宮地委員長 

 次回の会議までにそういうことが分かっていればよろしいということですね。どうで

しょう。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 非常に休みなしで。 
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○宮地委員長 

 連休があるということ。 

 

○青山幹事長 

 今のご提案ですが、それぞれこれから議論しなくては、論点整理をするということで

すよね、順序良く審議をするということだと思うんですよ。そうしますと、明日からま

た連休になっちゃって、９日という設定は、今の各委員から出してもらった論点を整理

して、どういう順序で審議をしていくかというのは、９日の委員会を設定するというの

は非常に厳しい状況でまた元の木阿弥に入るような感じもするんですよ。どうでしょう

かね。 

 

○宮地委員長 

 ただ９日にできることもあるんでしょう。先程の基本高水についての浅川の方のご相

談をなさって頂いて、今日の会議に準備していたようなことをちゃんとワーキンググル

ープでやって頂く。それは有り得ますよね。その他の問題がある。だから、やはり、９

日には前のやつはできると思うんで、できれば、その時までにそういうものができれば

良いし、論点整理ができれば、その次になるし。 

 

○青山幹事長 

 そうすると、９日までに今まで議論していない新しい、五十嵐委員から提案されたよ

うな新しい論点というものを整理して、こういう論点がまだ残っていますという整理を

して、各委員さんの方に提示をして、そしてこのことについてはどういう形で、集中的

に議論していくかということで、９日に議論してもらえばいいという、その材料を提供

すればいいということでいいですね。分かりました。 

 

○宮地委員長 

 出してもらうのは７日頃までに６日でもいいんですが、休みだってファックスはくる

から。 

 

○田中治水・利水検討室長 

 休み明け早々に頂ければ、後まとめて何とかしたいと思います。６日が月曜日で休み

なんですが、連休開けに火曜日ですが、７日の朝までに着くようにファックスなり頂け

ばなんとか纏めてというふうに考えています。 

 

○宮地委員長 

 ７日の朝までにそういう論点で是非、これを論議しよう、足りないところがある。こ

ういう点を論点でいいですから、お届け頂きたい、是非。それにこちらで相談したもの

を付け加えるということはあるかもしれません。さし当たって９日はちゃんと開くこと

に致しまして、そこは先程申し上げた浅川の方、今日の話しの延長、これになると、こ

うご理解頂きましょうか。よろしゅうございますか。それは今の話しの延長を９日にや

ろうと。 

 

○松島(信)委員 

 基本高水もやってくれるんですか。 

 

○宮地委員長 

 それは今の話しの延長で行けるだろうと、私は思っておりますが。 
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○植木委員 

 それとワーキンググループの報告もしちゃうんですね、郷士沢と上川と森林とか治水

とかそれもやるということですね。 

 

○宮地委員長 

 それはその時出して頂ければ結構だと、実はこう申すと申し訳ない、砥川についての

利水のワーキンググループの正式な報告は文書では出ておりません。口頭でご報告とい

うことになりましたけれども、そういうこともございまして、予めご了解を致しました

けれども、というのもございますので、なるべく文書で出ている方が良い。そういう意

味で申し上げていると思います。はい。後でご了解を得たいと、急ぐに時はやむを得な

いこともあると私は思っておりますけれども。はい、大分時間を取りました。以上でご

ざいますが、それでは、ちょっとここでそれぞれのところで結構でございます。別室が

いいですかね。ワーキンググループから出てくる起草委員を決めること、角間川、駒沢

川についてのワーキンググループからの参加者、部会を決める。それをちょっとご相談

下さいませんか。時間を取って申し訳ありませんが。はい、どうぞ。 

 

○青山幹事長 

 新しく角間川なり駒沢川の部会委員をお決めになる訳ですよね。それでちょっとご報

告なんですが、２月県会で、県会の会派がですね、新しくできまして、それで新しい会

派の方へ浜委員が移りまして、最大会派の県政会の方の会派の委員さんがいないもんで

すから、その件につきまして、この浅川と砥川の部会の審議が終わった後、県政会の風

間委員が新しくこの検討委員会にご参加頂くと、こういう予定になっておりますので、

今の部会委員をお決めになる時には、風間委員も新しく加わるということを是非考慮の

上、ご検討をお願いしたいということですが。 

 

○宮地委員長 

 はい、分かりました。それでは、風間委員の件、どこでどう相談しますかね。では別

室でちょっと、ご相談頂きます。お願い致します。 

 

（別室にて相談） 

 

○宮地委員長 

 ちょっと時間を設定しなかったものですから、大変長くなりました。ありがとうござ

いました。会議を再開致します。只今、設置する角間川と駒沢川についての部会の委員

をご報告、私がいいんですね。私が事務局から受け取ったということでご報告を申し上

げます。駒沢川の部会委員として、宮澤委員、松岡委員、高橋委員、藤原委員、地質の

松島(信)委員、浜委員、この６人に入って頂くことになりました。角間川につきまして

は大熊委員、竹内委員、植木委員、石坂委員、それから松島(信)委員。それから先程お

話しが出ました風間委員ですか、今度県会の方からお入り頂く風間委員、これは県知事

の発令によって入る訳でありますけれども、その方は、検討委員会にお入り頂いた段階

で、ご本人のご希望を聞きまして、角間川か駒沢川のどちらかに属して頂くと、そうい

うふうなご了解であるようでございます。従いまして、どちらに入られるか分かりませ

んので、まだ部会長は決めておらないと、風間委員がお入りになった段階でそれぞれの

部会長を互選を頂きたい、そういうことのようでございますが、よろしゅうございまし

ょうか。はい、ありがとうございました。それではもうひとつ、起草委員会の方につい

てお願い致しましたんですが、これはどういうことでございましたでしょうか。それぞ
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れ財政の方からお願いいたします。 

 

○五十嵐委員 

 全体的にワーキンググループの座長が起草委員を努めまして、事故ある時、不都合あ

る時には、それぞれのワーキンググループで代理人を出すということです。 

 

○宮地委員長 

 要するに、それはたまたま座長がなったと私は理解を致しますが、そうすると財政は

五十嵐委員、森林は植木委員。 

 

○植木委員 

 ちょっと２人話したんですが、ちょっと私日程的に非常に厳しいものですから。藤原

委員の方にということで、座長がなるというのが先程の話しであったんですが、どうし

てもちょっと都合上、藤原委員ということでお願いします。 

 

○宮地委員長 

 はい、分かりました。高水の方は。 

 

○大熊委員 

 ３人とも今猛烈に忙しくて、どうしようもないということで、結局、座長をやってい

る私がやりますけれども、基本的にメールで応答する以外に多分時間は作れないだろう

というふうに考えております。 

 

○宮地委員長 

 起草委員ですから、これは。 

 

○大熊委員 

 今正直言いまして、大学の方もここと同じくらいの議論をやってますから。 

 

○宮地委員長 

 利水は浜委員。はい。 

 

○浜委員 

 相当忙しいですけれども。 

 

○宮地委員長 

 暇なのは私くらいかもしれませんが、起草委員、最後の仕上げでございますので、お

断りしておきますが、ここにお入りになった方もそれぞれのグループの中の方とご連絡

を、すいません、地質の方で、地質は松島(信)委員にお入り頂くと。それで、それぞれ

の方は他のワーキンググループの方ともよくご連絡を頂きまして、そこら辺のご意見も

反映して頂きたい、そう思っております。よろしゅうございますでしょうか。それでは

大変長い時間になりました。次回の会合は先程申し上げましたように、５月９日の１０

時からこの県庁でということを予定しております。だいたい何をやるかということです

が、財政ワーキンググループからの報告も頂いて、本日の議論の延長に移っていきたい

と、そういうふうに思っております。そこで論点整理したものも出しますので、それに

従って、次次回のことを考えていきたい、そういうことでございます。最後に私ちょっ

とお願いあるんですが、この次の委員会では基本高水の問題についていろいろな議論が
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あると思います。それで私、委員長としてではなくて、実はその問題に対して、委員の

ひとりとしてちょっと意見を申し上げたいと思うんですが、それをご了解頂けますでし

ょうか。書類で出しますので、そういうことをご了解頂きます。お願い致します。委員

長としてしゃべるのではないということで申しておきますが、よろしいお願いします。

それでは大変長くなりましたが、以上で本日を終了してよろしゅうございましょうか。

どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 
 

以上の議事録を確認し署名します。 
 
 
                       署名委員氏名                印 
 
 
                       署名委員氏名                印 
 


